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■投資信託説明書（請求目論見書）のご請求・お申込みは



 

 

 

１．UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－ＵＳダイナミック・

グロースの受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引

法（昭和23年法律第25号）第５条の規定により有価証券届出書を

2025年９月30日に関東財務局長に提出しており、2025年10月１日に

その届出の効力が生じております。 

２．請求目論見書は、金融商品取引法第15条第３項の規定により、投資

者の皆様から請求された場合に交付されるものであり、請求を行っ

た場合には投資者の皆様がその旨の記録をしておくこととされてお

りますのでご留意ください。 

３．UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－ＵＳダイナミック・

グロースは投資信託であるため、元本が保証されているものではあ

りません。 

４．ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組み入れられている有価

証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運

用および為替相場の変動による損益はすべて投資者の皆様に帰属し

ます。 

 

 

 

ファンドは、米ドル建てのアメリカン・センチュリー ＵＳフォーカス

ド・イノベーション・エクイティ・ファンド（Ｉ ＵＳ＄クラス）（以

下、「投資対象ファンド」ということがあります。）を通じて、主に米

国株式に投資を行います。投資対象ファンドの１口当たり純資産価格

は、組入有価証券等の値動き、組入有価証券等の発行企業の経営・財務

状況の変化および為替相場等の影響（基準通貨以外の通貨や有価証券等

に投資する場合）により変動しますので、これによりファンドの受益証

券１口当たり純資産価格も変動し、投資元本を割り込むことがありま

す。また、米ドルクラスの受益証券は、１口当たり純資産価格が外貨建

てで算出されるため、円貨にて外貨建て資産を評価する際には為替相場

の影響も受けます。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されて

いるものではなく、ファンドの受益証券１口当たり純資産価格の下落に

より、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用

および為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属しま

す。投資信託は預貯金と異なります。 

投資対象ファンドを通じた投資によるファンドの受益証券１口当たり純

資産価格の変動要因としては、主に「価格変動リスク（株式市場リス

ク）」「価格変動リスク（信用リスク）」「為替変動リスク」「カント

リーリスク」「流動性リスク」「時価総額リスク」等があります。 

 

※詳しくは、投資信託説明書（本書）の「投資リスク」をご覧ください。 
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ＵＳダイナミック・グロース 

(UBS Universal Trust (Cayman) Ⅲ- 
US Dynamic Growth) 

 

2025年９月30日有価証券届出書提出 

 

発 行 者 名                ：UBSマネジメント（ケイマン）リミテッド 

(UBS Management (Cayman) Limited) 

 

代表者の役職氏名：取締役  ブライアン・バークホルダー 

（Director, Brian Burkholder） 

 

本店の所在の場所：ケイマン諸島、ＫＹ１－1104、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、 

ウグランド・ハウス、私書箱 309 

(P.O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman 

Islands) 

 

代 理 人 の 氏 名                ：弁護士  安 達 理 

          同   橋 本 雅 行 

 

代 理 人 の 住 所                ：東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 

 

届出の対象とした募集 
 

募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称：UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－ＵＳ

ダイナミック・グロース 

(UBS Universal Trust (Cayman) Ⅲ- 

US Dynamic Growth) 

募 集 外 国 投 資 信 託 受 益 証 券 の 金 額                                            ：50億米ドル（約7,470億円）を上限とします。 

（注）米ドルの円貨換算は、2025年７月31日現在の株式会

社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１

米ドル＝149.39円）によります。以下、別段の記載

がない限り、米ドルの円貨表示はすべてこれによる

ものとします。 

 

縦覧に供する場所 

 

該当事項なし 
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第一部 証券情報 
 

（１）ファンドの名称 

UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－ＵＳダイナミック・グロース 

(UBS Universal Trust (Cayman)Ⅲ- US Dynamic Growth) 

（注）ＵＳダイナミック・グロース（以下「ファンド」といいます。）は、UBSユニバーサル・トラスト

（ケイマン）Ⅲ（以下「トラスト」といいます。）のシリーズ・トラストです。 

 

（２）外国投資信託受益証券の形態等 

ファンドの米ドルクラス受益証券（以下「受益証券」または「米ドルクラス受益証券」と

いいます。）は記名式無額面受益証券です。 

UBSマネジメント（ケイマン）リミテッド（以下「管理会社」といいます。）の依頼により、

信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格付業者から提

供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。 

受益証券は追加型です。 

 

（３）発行（売出）価額の総額 

50億米ドル（約7,470億円）を上限とします。 

（注１）ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、受益証券は米ドル建てのため、

以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル貨をもって行います。なお、当該表示通貨を「基準

通貨」といいます。 

（注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入しています。したがって、合計の数字が一致

しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算

率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異

なった円貨表示がなされている場合もあります。 

 

（４）発行（売出）価格 

受益証券１口当たりの発行価格は、関連する取引日（以下に定義します。）に適用される

受益証券１口当たり純資産価格 

（注）発行価格は下記（８）記載の申込取扱場所に照会することができます。 

 

（５）申込手数料 

購入価額に対して、3.30％（税抜3.00％）の率を乗じて得た額を上限として日本における

販売会社（以下に定義します。）が個別に定める額とします。 

詳しくは、日本における販売会社にお問い合わせ下さい。 

 

（６）申込単位 

１口以上１口単位 

（注）ただし、日本における販売会社によりこれと異なる取扱いをする場合があります。詳細は日本におけ

る販売会社にお問い合わせ下さい。 

 

（７）申込期間 

2025年10月１日（水曜日）から2026年９月30日（水曜日）まで 

（注１）申込期間は、その期間の終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 
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（注２）申込みの取扱いは各取引日に行われ、日本における販売会社の申込締切時間（日本時間午後３時）

までとします。 

（注３）上記時刻以降の申込みは、日本における翌営業日（「日本における営業日」については、以下に定

義します。）になされたものとして取り扱われます。 

 

（８）申込取扱場所 

株式会社三井住友銀行 

東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 

ホームページ：https://www.smbc.co.jp 

（以下「三井住友銀行」といいます。） 

ＳМＢＣ日興証券株式会社 

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 

ホームページ：https://www.smbcnikko.co.jp/ 

（以下「ＳМＢＣ日興証券」といい、三井住友銀行とあわせて個別にまたは総称して、以

下「販売会社」または「日本における販売会社」といいます。） 

（注）日本における販売会社の本店および支店において、申込みの取扱いを行います。 

 

（９）払込期日 

投資家は、国内約定日から起算して日本における６営業日目（以下「払込日」といいま

す。）までに、販売会社に対して、申込金額および申込手数料を支払うものとします。なお、

販売会社の定めるところにより、払込日以前に申込金額の支払いが求められることがありま

す。 

申込金額は、日本における販売会社によって、該当する取引日（同日を含みません。）か

ら３ファンド営業日（以下「支払日」といいます。）以内に、ノムラ・バンク（ルクセンブ

ルク）S.A.のファンド口座に、米ドル貨で払い込まれます。 

「国内約定日」とは、申込みまたは買戻しの注文の成立を日本における販売会社が確認し

た日（通常、申込日または買戻日（場合によります。）の日本における翌営業日）をいいま

す。 

「取引日」とは、2021年９月28日およびそれ以降の各ファンド営業日および／またはファ

ンドもしくはあるクラスの受益証券について管理会社が随時決定するその他の日をいいます。 

「日本における営業日」とは、東京の金融商品取引所が取引を行う日および東京の銀行が

営業を行う日（土曜日および日曜日を除きます。）をいいます。 

「ファンド営業日」とは、東京、ニューヨーク、ロンドン、ダブリンおよびルクセンブル

クの銀行が営業を行う日（土曜日、日曜日および毎年12月24日を除きます。）またはファン

ドに関して管理会社が随時決定するその他の場所におけるその他の日をいいます。 

 

（１０）払込取扱場所 

株式会社三井住友銀行 

東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 

ＳМＢＣ日興証券株式会社 

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 

 

（１１）振替機関に関する事項 

該当事項はありません。 
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（１２）その他 

（イ）申込証拠金はありません。 

（ロ）引受等の概要 

① 三井住友銀行は、管理会社との間で、2021年９月10日に締結した日本における受益証券

の販売および買戻しに関する契約に基づき、受益証券の募集を行います。 

② ＳМＢＣ日興証券は、管理会社との間で、2021年９月10日に締結した日本における受益

証券の販売および買戻しに関する契約に基づき、受益証券の募集を行います。 

③ 管理会社は、UBS証券株式会社（以下「代行協会員」といいます。）をファンドに関して

代行協会員に指定しています。 

（注）「代行協会員」とは、外国投資信託の受益証券の発行者と契約を締結し、受益証券１口当たり純資産

価格の公表を行い、またファンドに関する目論見書、決算報告書その他の書類を受益証券を販売す

る日本の金融商品取引業者または登録金融機関に配布する等の業務を行う日本証券業協会（以下

「JSDA」といいます。）の協会員をいいます。 

（ハ）申込みの方法 

 受益証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社と外国証券の取引に関する契約

を締結します。このため、日本における販売会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定

の約款（以下「口座約款」といいます。）を投資者に交付し、投資者は、当該口座約款に基

づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。申込金額は、米ドル貨ま

たは円貨により支払うものとします。外貨建投資信託の場合は、受益証券の売買、償還等に

あたり、円貨と外貨、または異なる外貨間での交換を行う際には、外国為替市場の動向に応

じて日本における販売会社が決定した為替レートによるものとします。 

 申込金額は、日本における販売会社によって、各支払日までに、ノムラ・バンク（ルクセ

ンブルク）S.A.のファンド口座に、米ドル貨で払い込まれます。 

 また、管理会社は米国の市民もしくは居住者または法人等およびケイマン諸島の居住者等

による受益証券の取得を制限することができます。 

（ニ）日本以外の地域における発行 

 日本以外の地域における販売は行われません。 

海外において、当初１口あたり100.00米ドルで受益証券の発行が行われました。 

ファンドの投資運用会社である野村アセットマネジメント株式会社は、シードマネーの拠

出として、ファンドの受益証券を、約１億5,000万円に相当する米ドル建ての金額で取得しま

した。 
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第二部 ファンド情報 
 

第１ ファンドの状況 
 
１ ファンドの性格 

（１）ファンドの目的及び基本的性格 

ａ．ファンドの目的、純資産総額の上限および基本的性格 

 ファンドの投資目的は、長期的な成長が大きく見込まれる企業の集中的かつ積極的な運

用ポートフォリオへの投資を通じて、主に、金融商品取引所において上場または取引され

ている米国企業の株式および株式関連証券に間接的に投資を行うことです。当該米国企業

は、MSCI米国グロース・インデックス（以下「インデックス」といいます。）から選択す

ることも、インデックス以外から選択することも可能です。また、インデックス以外から

選択される非米国企業への投資も純資産の10％を上限として行うことができます。ファン

ドは、アメリカン・センチュリー USフォーカスド・イノベーション・エクイティ・ファン

ドのI US$クラス投資証券（クラスI投資証券の一つ）（以下「投資対象ファンド」といい

ます。）に、ファンドの資産をおおむね全て投資することで、その投資目的の達成を目指

すことが期待されます。投資対象ファンドは、ノムラ・ファンズ・アイルランド・ピーエ

ルシー（以下「アンブレラ・ファンド」といいます。）のサブ・ファンドです。アンブレ

ラ・ファンドは、2014年アイルランド会社法に基づきアイルランドにおいて有限責任会社

として設立された変動資本のオープン・エンド型のアンブレラ型投資法人であり、2011年

欧州共同体（UCITS）規則に従い譲渡可能証券の集団投資事業（以下「UCITS」といいま

す。）として設立されました。 

 ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドは、投資対象ファンドの投資顧問会社

（以下「投資対象ファンド投資顧問会社」といいます。）を務めており、投資対象ファン

ド投資顧問会社は、投資対象ファンド投資顧問会社とアメリカン・センチュリー・インベ

ストメント・マネジメント・インク（以下「投資対象ファンド副投資顧問会社」または

「ACI」といいます。）との間の副投資顧問契約に基づき、投資対象ファンド副投資顧問会

社に投資運用業務を委託しています。投資対象ファンド副投資顧問会社は、米国企業の分

析に強みを持つ資産運用会社です。投資対象ファンド副投資顧問会社は、パフォーマンス

重視の資産運用に特化した米国の独立系投資運用会社であり、短期的なパフォーマンスで

はなく長期的な企業収益の見通しに基づいて株式投資を行います。 

 ファンドは、現金（米ドル）、現金（日本円）およびマネーマーケット証券（コマー

シャル・ペーパー、譲渡性預金証書および国債を含みますがこれらに限定されません。）

を保有することもできます。純資産総額の上限は、50億米ドルまたは管理会社がその単独

の裁量により決定するその他の金額です。 

ｂ．ファンドの特色 

ファンドは、エリアン・トラスティ（ケイマン）リミテッド（以下「受託会社」といい

ます。）および管理会社の間で締結された2013年12月２日付の基本信託証書（その後の改

正を含みます。）（以下「基本信託証書」といいます。）および2021年８月26日付の補遺

信託証書（以下「補遺信託証書」といい、基本信託証書とあわせて「信託証書」といいま

す。）に従い組成されたユニット・トラストです。ファンドは、ケイマン法に基づき組成

されたオープン・エンド型のユニット・トラストです。 

 信託証書に基づき、UBSマネジメント（ケイマン）リミテッドがファンドの管理会社に任

命されています。管理会社は当該信託証書の条件に従って、ファンドの為に受益証券を発
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行および買戻しを行う権限を有し、ファンド資産の管理・運用を行う責任を負います。 

 管理会社はケイマン諸島の会社法（その後の改正を含みます。）（以下に定義します。）

に従って、2000年１月４日に登記および設立されました（登記番号95497）。管理会社は無

期限に設立されています。 

 

（２）ファンドの沿革 

2000年１月４日 管理会社の設立 

2013年12月２日 基本信託証書締結 

2014年７月１日 修正信託証書締結 

2014年11月24日 修正信託証書締結 

2014年12月29日 修正信託証書締結 

2021年８月26日 補遺信託証書締結 

2021年９月28日 ファンドの運用開始 

2024年３月１日 修正信託証書締結 
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（３）ファンドの仕組み 

① ファンドの仕組み 

 
 

 

 
ノムラ・バンク（ルクセンブ

ルク）S.A. 
 

（ファンドの登録・名義書換
代行業務、管理事務代行業務
および資産の保管業務） 

保管会社 
管理事務代行会社 

保管契約 

管理事務代行契約 

報酬代行会社

任命契約 

 

UBSマネジメント 

（ケイマン）リミテッド 

 

（ファンドの資産の運用・管理、 

受益証券の発行・買戻し） 

 
 
 
エリアン・トラスティ（ケイマン）

リミテッド 

 
（ファンドの受託業務） 

管 理 会 社 

 
信託証書 

 

 

 

ユービーエス・エイ・ジー 
ロンドン支店 

 
（ファンドの報酬等支払 

代行業務） 

 

UBS証券株式会社 
 

(ファンドの代行協会員
業務) 

代行協会員 

 
UBSユニバーサル・ 

トラスト（ケイマン）Ⅲ 

 
 
 

USダイナミック・グロース 

ト ラ ス ト 

受 託 会 社 

受益証券販売・ 

買戻契約 

 

野村アセットマネジメント 
株式会社 

 
（ファンドの資産運用業務および 
管理会社代行サービス業務） 

投資運用会社 

 

報酬代行会社 

 

株式会社三井住友銀行 
ＳＭＢＣ日興証券株式

会社 
 

(ファンドの受益証券
の日本における 

販売業務・買戻し業
務) 

日本における販売会社 

代行協会員契約 

投資運用契約 
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要 

 

名称 
ファンド運
営上の役割 

契約等の概要 

UBSマネジメント（ケイマ

ン）リミテッド 

(UBS Management (Cayman) 

Limited) 

管理会社 受託会社との間で締結された信託証書に、ファンド

資産の管理および投資業務、受益証券の発行ならび

にファンドの終了について規定しています。 

エリアン・トラスティ（ケ

イマン）リミテッド 

(Elian Trustee (Cayman) 

Limited) 

受託会社 

 

管理会社との間で締結された信託証書に、上記に加

え、ファンドの資産の保管およびファンドの資産の

運用について規定しています。 

ノムラ・バンク（ルクセン

ブルク）S.A. 

(Nomura Bank (Luxembourg) 

S.A.) 

保管会社 

管理事務代行

会社 

2021年９月28日付で受託会社との間で締結の保管契

約（注１）において、保管会社の業務について規定し

ています。 

2021年９月28日付で受託会社との間で締結の管理事

務代行契約（注２）において、ファンドの管理事務代

行業務について規定しています。 

UBS証券株式会社 代行協会員 2024年９月27日付で管理会社との間で締結の代行協

会員契約（注３）において、代行協会員として提供す

る業務について規定しています。 

株式会社三井住友銀行 日本における

販売会社 

2021年９月10日付で管理会社との間で締結の受益証

券販売・買戻契約（注４）において、日本における販

売会社として提供する業務について規定していま

す。 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 日本における

販売会社 

2021年９月10日付で管理会社との間で締結の受益証

券販売・買戻契約（注４）において、日本における販

売会社として提供する業務について規定していま

す。 

ユービーエス・エイ・ジー 

ロンドン支店 

(UBS AG, London Branch) 

報酬代行会社 

 

2024年９月27日付で受託会社との間で締結の報酬代

行会社任命契約（注５）において、ファンドに代わっ

て行う運営経費の支払いについて規定しています。 

野村アセットマネジメント

株式会社 

投資運用会社 

 

2021年９月28日付で管理会社および受託会社との間

で締結の投資運用契約（注６）において、投資運用業

務および管理会社代行サービス業務について規定し

ています。 

（注１）保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、ファンドに対し保管業務を提供することを約

する契約です。 

（注２）管理事務代行契約とは、受託会社によって任命された管理事務代行会社がファンドに関する日々の管理

事務業務を提供することを約する契約です。 

（注３）代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、受益証券に関する

日本語の目論見書の日本における協会員である販売会社への送付、受益証券１口当たり純資産価格の公

表ならびに日本法および／またはJSDAにより要請されるファンドの財務書類の備置等の業務を提供する

ことを約する契約です。 
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（注４）受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、日本における受

益証券の販売および買戻業務を提供することを約する契約です。 

（注５）報酬代行会社任命契約とは、受託会社と報酬代行会社との間で、ファンドの運営経費の支払代行業務に

ついて規定した契約です。 

（注６）投資運用契約とは、管理会社、受託会社および投資運用会社との間で、投資運用業務および管理会社代

行サービス業務を提供することを約する契約です。 

 

③ 管理会社の概況 

管理会社： UBSマネジメント（ケイマン）リミテッド 

（UBS Management (Cayman) Limited） 

1．設立準拠法 管理会社は、ケイマン諸島会社法（その後の改正を含みます。）（以下

「会社法」といいます。）に準拠します。 

2．事業の目的 管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信

託の管理会社として行為することに何ら制限はありません。管理会社の主

たる目的は、投資信託等の管理業務を行うことです。 

3．資本金の額 管理会社の2025年７月末日現在の資本金の額は、額面１米ドルの株式

735,000株に分割される735,000米ドル（約10,980万円）です。 

4．沿革 2000年１月４日設立 

2024年３月１日名称変更 

5．大株主の状況 ユービーエス・エイ・ジー 

（スイス国 チューリッヒ市 CH-8001 バーンホフストラッ

セ45） 

735,000株 

（100％） 

（注１）米ドルの円貨換算は、2025年７月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１

米ドル＝149.39円）によります。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円貨表示は全てこれによるもの

とします。 

（注２）管理会社の大株主は、2025年７月14日付でクレディ・スイス（香港）リミテッドから、ユービーエス・

エイ・ジーに変更されました。 

 

（４）ファンドに係る法制度の概要 

（ⅰ）準拠法の名称 

 ファンドは、ケイマン諸島の信託法（その後の改正を含みます。）（以下「信託法」

といいます。）に基づき登録されています。ファンドは、また、ケイマン諸島のミュー

チュアル・ファンド法（その後の改正を含みます。）（以下「ミューチュアル・ファン

ド法」といいます。）により規制されています。 

（ⅱ）準拠法の内容 

① 信託法 

 ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託

法のほとんどの部分を採用しており、この問題に関する英国判例法のほとんどを採用

しています。さらに、信託法は、英国の1925年受託者法を実質的に基礎としています。

投資者は、受託会社に対して資金を払い込み、投資者（受益者）の利益のために投資

運用会社はこれを運用します。各受益者は、信託資産持分比率に応じて権利を有しま

す。 

 受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益権者に対して説明の義務があります。

その機能、義務および責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載されます。 
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 大部分のケイマン諸島籍のユニット・トラストは、免税信託として登録申請されま

す。その場合、信託証書、ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする

者を（限られた一定の場合を除き）受益者としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓

書が登録料と共に信託登記官に届出されます。 

 免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間ケイマン諸島

の課税に服さないとの約定を取得することができます。 

 ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続

できます。 

 免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければ

なりません。 

② ミューチュアル・ファンド法 

 下記「監督官庁の概要」の記載をご参照下さい。 

 

（５）開示制度の概要 

Ａ．ケイマン諸島における開示 

① ケイマン諸島金融庁（以下「ＣＩＭＡ」といいます。）への開示 

 ファンドは、（ＣＩＭＡが免除する場合を除き）募集書類を発行しなければなりませ

ん。募集書類は、受益証券について全ての重要な内容を記載し、投資者となろうとする

者がファンドに投資するか否かについて十分な情報に基づく決定をなしうるために必要

なその他の情報を記載しなければなりません。募集書類は、ファンドについての詳細を

記載した申請書とともにＣＩＭＡに提出しなければなりません。 

 継続的に募集している場合には、重要な変更があった場合、修正した募集書類を、当

該変更から21日以内にＣＩＭＡに提出する義務があります。ＣＩＭＡは、募集書類の内

容または形式を指示する特定の権限はないものの、募集書類の内容について規則または

方針を発表することがあります。 

 ファンドは、ＣＩＭＡが承認した監査人を選任し、会計年度終了後６か月以内に監査

済会計書類を提出しなければなりません。監査人は、監査の過程において、ファンドに

以下の事由があると信ずべき理由があることを知ったときはＣＩＭＡに報告する法的義

務を負っています。 

（ⅰ） 弁済期に債務を履行できないであろうこと。 

（ⅱ） 投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業

を解散し、またはその旨意図していること。 

（ⅲ） 会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、

または遂行しようと意図していること。 

（ⅳ） 欺罔的または犯罪的な方法で事業を遂行し、または遂行しようと意図してい

ること。 

（ⅴ） 次項を遵守せずに事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。 

・ミューチュアル・ファンド法またはこれに基づく規則 

・ケイマン諸島金融庁法（その後の改正を含みます。） 

・マネー・ロンダリング防止規則（その後の改正を含みます。） 

・免許の条件 

 ファンドの監査人は、ケイマン諸島、ＫＹ１－1106、グランド・ケイマン、シック

ス・クリケット・スクウェア、私書箱493GTに所在するケーピーエムジーエルエルピー 

(KPMG LLP)です。ファンドは毎年９月30日までには３月31日に終了する会計年度の監査
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済会計書類をＣＩＭＡに提出します。 

② 受益者に対する開示 

 ファンドの会計年度は、毎年３月31日に終了します。監査済財務書類は、ルクセンブ

ルクで一般に認められた会計基準に従い作成され、通常、各会計年度末後に可能な限り

速やかに受益者に送付されます。また、ファンドの未監査の財務書類は、会計年度の半

期末後に可能な限り速やかに受益者に交付されます。 

Ｂ．日本における開示 

① 監督官庁に対する開示 

（ⅰ）金融商品取引法上の開示 

 管理会社は、日本における１億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出

書を関東財務局長に提出しなければなりません。投資者およびその他希望する者は、

金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム（Ｅ

ＤＩＮＥＴ）等において、これを閲覧することができます。 

 受益証券の日本における販売会社は、交付目論見書（金融商品取引法の規定により、

あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書をいいます。）を投資者に

交付します。また、投資者から請求があった場合は、請求目論見書（金融商品取引法

の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいい

ます。）を交付します。管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度

終了後６か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後３か月以内に半期報告書

を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど臨

時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投資者およびその他希望する者は、

これらの書類をＥＤＩＮＥＴ等において閲覧することができます。 

（ⅱ）投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等 

 管理会社は、ファンドの受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資

信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）（以下「投信法」といいま

す。）に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりませ

ん。また、管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、

あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければなりません。さ

らに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、

投信法に従って、運用状況の重要な事項を記載した交付運用報告書と、より詳細な事

項を記載した運用報告書（全体版）を作成し、金融庁長官に提出しなければなりませ

ん。 

② 日本の受益者に対する開示 

 管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大であ

る場合等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および

理由等を書面をもって通知しなければなりません。 

 管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は日本における販売

会社を通じて日本の受益者に通知されます。 

 上記のファンドの交付運用報告書は、日本における販売会社を通じて知れている日本

の受益者に交付されます。また、運用報告書（全体版）は電磁的方法により代行協会員

のホームページにおいて提供されます。 

 

（６）監督官庁の概要 

 トラストは、ミューチュアル・ファンド法の第４(１)(b)条に基づきミューチュアル・ファ
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ンドとして規制されます。インタートラスト・コーポレート・サービシーズ（ケイマン）リ

ミテッド（信託会社および投資信託管理会社としてＣＩＭＡに認可されています。）は、

ミューチュアル・ファンド法の要件に従ってトラストの主たる事務所を提供します。ＣＩＭ

Ａは、ミューチュアル・ファンド法を遵守させる監督権限および強制力を有しています。

ミューチュアル・ファンド法に基づく規制は、所定の事項および監査済財務書類をＣＩＭＡ

に毎年提出することを求めています。規制された投資信託として、ＣＩＭＡは、いつでも受

託会社に、トラストおよびファンドの財務書類の監査を行い、同書類をＣＩＭＡが特定する

一定の期日までにＣＩＭＡに提出するよう指示することができます。ＣＩＭＡの要求に応じ

ない場合、受託会社は高額の罰金に服し、ＣＩＭＡは裁判所にトラストの解散を請求するこ

とができます。 

 規制されたミューチュアル・ファンドが、その義務を履行できなくなる可能性がある場合、

投資者や債権者の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企画し、もしくは任意解散

を行おうとしている場合、規制されたミューチュアル・ファンドがミューチュアル・ファン

ド法もしくはマネー・ロンダリング防止規則のいずれかの規定に違反した場合、規制された

ミューチュアル・ファンドの管理と運営が適正に行われていない場合、または規制された

ミューチュアル・ファンドの運営者の地位にある者が、この地位を保有するのに適当な人物

でないことを確認した場合、ＣＩＭＡは、一定の措置を取ることができます。ＣＩＭＡの権

限には、受託会社の交替を要求すること、トラストの適切な業務遂行について受託会社に助

言を与える者を任命すること、またはトラストの業務監督者を任命すること等が含まれます。

ＣＩＭＡは、その他の権限（その他措置の承認を裁判所に申請する権限を含みます。）を行

使することができます。 
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２ 投資方針 

（１）投資方針 

① 投資目的および投資方針 

Ⅰ．投資目的 

ファンドの投資目的は、長期的な成長が大きく見込まれる企業の集中的かつ積極的な運

用ポートフォリオへの投資を通じて、主に、金融商品取引所において上場または取引され

ている米国企業の株式および株式関連証券に間接的に投資を行うことです。当該米国企業

は、インデックスから選択することも、インデックス以外から選択することも可能です。

また、インデックス以外から選択される非米国企業への投資も純資産の10％を上限として

行うことができます。ファンドは、投資対象ファンドに、ファンドの資産をおおむね全て

投資することで、その投資目的の達成を目指すことが期待されます。投資対象ファンドは、

アンブレラ・ファンドのサブ・ファンドです。アンブレラ・ファンドは、2014年アイルラ

ンド会社法に基づきアイルランドにおいて有限責任会社として設立された変動資本のオー

プン・エンド型のアンブレラ型投資法人であり、2011年欧州共同体（UCITS）規則に従い

UCITSとして設立されました。 

ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドは、投資対象ファンド投資顧問会社を

務めており、投資対象ファンド投資顧問会社は、投資対象ファンド投資顧問会社と投資対

象ファンド副投資顧問会社との間の副投資顧問契約に基づき、投資対象ファンド副投資顧

問会社に投資運用業務を委託しています。投資対象ファンド副投資顧問会社は、米国企業

の分析に強みを持つ資産運用会社です。投資対象ファンド副投資顧問会社は、パフォーマ

ンス重視の資産運用に特化した米国の独立系投資運用会社であり、短期的なパフォーマン

スではなく長期的な企業収益の見通しに基づいて株式投資を行います。 

ファンドは、現金（米ドル）、現金（日本円）およびマネーマーケット証券（コマー

シャル・ペーパー、譲渡性預金証書および国債を含みますがこれらに限定されません。）

を保有することもできます。 

投資運用会社（以下に定義します。）は、投資対象ファンド、現金（米ドル）、現金

（日本円）およびマネーマーケット証券により構成されるファンドのポートフォリオ（以

下「ポートフォリオ」といいます。）について、日々投資の意思決定を行い、継続的な監

視責任を担います。 

 

投資ガイドライン 

管理会社は、ポートフォリオを運用・監視する投資一任権限を有する投資運用会社とし

て、野村アセットマネジメント株式会社（以下「投資運用会社」といいます。）を任命し

ます。投資運用会社は、以下に記載する投資方針および投資制限に従って、ポートフォリ

オの運用を行います。また、投資運用会社は、投資対象ファンドの投資対象資産を監視し、

ポートフォリオにおける投資対象ファンドのエクスポージャーの比率管理等を行います。 

投資運用会社は、ファンドの勘定で、以下に投資を行うことができます。 

(a) 投資対象ファンド、および 

(b) 現金（米ドル）、現金（日本円）およびマネーマーケット証券（コマーシャル・

ペーパー、譲渡性預金証書および国債を含みますがこれらに限定されません。）。 

投資運用会社は別途目論見書補遺において許容される場合を除き、ショート・ポジショ

ンを取ってはならず、また投資判断の実施またはキャッシュフロー管理のためにデリバ

ティブを使用してはならず、さらにファンドの勘定で借入れを行ってはなりません。 

投資運用会社は、一般的に以下のガイドラインに従ってポートフォリオの運用を行うも



－  － 

 

14

のとします。 

原則として、投資運用会社は、米ドルクラス受益証券に帰属する純資産総額の大半を投

資対象ファンドに投資します。純資産総額とは、受託会社の指揮監督の下、管理事務代行

会社によって計算されるファンドの資産からファンドの負債を控除した額をいいます。純

資産総額は、特に、管理事務代行会社によって決定される投資対象ファンドの価値に基づ

き、各評価日に計算されます。「評価日」とは、各ファンド営業日および／または管理会

社が適宜ファンドに関して決定することのできるその他の日をいいます。 

ファンドが投資を行う、投資対象ファンドのI US$クラス投資証券は米ドル建てです。

投資運用会社は、米ドル建て以外の資産（現金（日本円）を除きます。）への投資は行い

ません。 

 

 

 

 

 

 

II．投資対象ファンドに関する情報 

 ファンドは、実質的に全ての資産が投資対象ファンドに投資されるよう、投資対象ファ

ンドに対するフィーダー・ファンドとしての役割を果たします。ファンドの資産の大部分

が投資対象ファンドに投資されるため、ファンドのパフォーマンスは、投資対象ファンド

の投資戦略のパフォーマンスに依拠します。ファンドおよび／または投資対象ファンドが

投資目的を達成し、または著しい損失を回避するとの保証は一切なされません。 

 

投資対象ファンドの投資目的 

投資対象ファンドの投資目的は、長期的な成長が大きく見込まれる企業の集中的かつ積

極的な運用ポートフォリオへの投資を通じて、インデックスを上回るトータル・リターン

を提供することです。 
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投資対象ファンドの投資方針 

投資対象ファンド投資顧問会社は、投資対象ファンドに最も適した資産を選択するため

に、３段階の投資戦略を用います。 

１）独自のモデル・ランキング 

まず、投資対象ファンド投資顧問会社は、ファンダメンタル加速度（売上高や収益の増

加等）、収益の質（貸借対照表、収益性／利幅、キャッシュフロー指標等）、相対力（株

価モメンタム等）および株価評価に基づき株式を格付けする独自の定量的モデル格付ツー

ルを使用して、投資対象ファンドの投資ユニバースを構成するインデックスに含まれる企

業およびその他のインデックスに含まれない企業をスクリーニングし、投資ユニバースを

200～250銘柄に絞り込みます。投資対象ファンド投資顧問会社は、企業との会合や業界の

人脈を通じて投資アイデアを生み出すこともあります。 

２）ファンダメンタル分析 

次に、投資対象ファンド投資顧問会社は、絞り込まれた企業につき詳細なファンダメン

タル調査を行い、企業の質、成長の推進要因、成長および収益性の持続可能性を見極め、

確認します。調査の過程においては、投資対象ファンド投資顧問会社は、企業に関する過

去のデータ、財務報告書、他社が公表した外部調査、投資対象ファンド投資顧問会社が

行った内部調査および最終的には調査対象企業自体の経営陣との対話を含む多くのリソー

スを利用することができます。投資対象ファンド投資顧問会社は、長期的に価値が上昇す

ると考える企業の株式および株式関連証券に投資することを目指します。投資対象投資運

用会社は、企業のファンダメンタルな事業動向が加速しており、評価が魅力的で、その株

式が相対的な強さを示している場合に、当該企業の株式は優れたパフォーマンスを上げる

良好なポジションにあると考えます。投資対象ファンド投資顧問会社は、経済予測ではな

く、主に、投資対象ファンド投資顧問会社自身による個々の企業の分析に基づいて投資判

断を行います。投資対象ファンド投資顧問会社は、「質の高い」または「優良な」事業

（定評があり、現在優位な市場ポジションにある、または業界の中心的企業となる可能性

のある資本利益率の高い企業を含みます。）に投資することを信条としています。投資対

象ファンド投資顧問会社は、(a)ファンダメンタルの変化の加速率と、株価の相対的なパ

フォーマンスの向上とを組み合わせて検討することにより、企業をそのライフサイクルの

初期段階で見出すこと、および(b)企業の競争上の地位と成長見通しをより正確に評価す

ることを目指して、精密で差別化されたファンダメンタル調査を行います。投資対象ファ

ンド投資顧問会社は、企業の財務状況や収益動向の変化に迅速果断に対応することで、企

業の経営状況の改善または悪化がもたらす長期的な影響を徐々に認識する市場傾向を利用

できると考えます。 

この投資判断形成プロセスにおいて、投資対象ファンド投資顧問会社は、同社独自の

ESG評価において特定された重大なリスクも評価し、検討します。投資対象ファンド投資

顧問会社は、優れたESG特性を有する企業は、将来的な課題に対してより有利な立場にあ

り、長期的な企業ファンダメンタルを強化できると考えます。 

３）ポートフォリオ構築 

最後に、投資対象ファンド投資顧問会社は、流動性の制約、リスク管理ガイドラインお

よび成長志向のパフォーマンス・トレンドを参考に、投資対象ファンドのポートフォリオ

を構築します。投資対象ファンド投資顧問会社は、強力な「売却」規律を採用し、これに

より、ひとたび株価やリスク目標等の一定の基準に合致した株式は、投資対象ファンドか

ら部分的または完全に売却されることが確実になります。 

投資対象ファンド投資顧問会社は、投資対象ファンドの資産を主に米国の成長企業に投
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資することを予定しているものの、外国企業の有価証券が投資対象ファンド投資顧問会社

の選別基準を満たしている場合、当該有価証券に投資する場合があります。 

通常の市況のもとでは、投資対象ファンド投資顧問会社は、一般的な株価の動向にかか

わらず、基本的に投資対象ファンドの全額を株式に投資したまま維持する予定です。 

市場または経済が異例の状況にある場合には、投資対象ファンドは、純資産の10％を上

限として、投資適格および非投資適格の両方の債券および債券関連証券にも投資すること

により、一時的な防衛的ポジションを取ることができます（下記参照）。投資対象ファン

ドは、防衛的ポジションを取る限り、その投資目的を達成することができないおそれがあ

ります。 

投資対象ファンドは、上記の投資目的および方針を達成するため、積極的かつ頻繁に

ポートフォリオ有価証券の取引を行うことができます。これにより、（有価証券の売買に

関する）取引コストが増加し、パフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。 

 

投資対象ファンドの投資ガイドライン 

投資対象ファンドは、以下のガイドラインに従って管理されています。 

投資対象ファンドは、通常の市況においては、主に、関連する金融商品取引所において

上場または取引されている米国企業の株式および株式関連証券に投資します。かかる米国

企業は、インデックスから選択することも、インデックス以外から選択することも可能で

す。加えて、投資対象ファンドは、純資産の10％を上限として、インデックス以外から選

択される米国以外の企業にも投資することができます。上記の投資戦略にて詳述している

とおり、投資対象ファンド投資顧問会社は、初期の急速な成長段階にある企業の株式は時

間の経過とともに価値が増加すると考えており、かかる企業の株式を選好します。 

投資対象ファンドは、インデックスに対する、直接的なまたは金融商品（米国預託証券

およびグローバル預託証券（これらはインデックス以外（米国以外）の国の証券取引所に

上場されていることがあります。）を含みますが、これらに限られません。）への投資を

通じてのエクスポージャーを有することがあります。 

投資対象ファンドは通常、投資日の時点で20億米ドル以上の時価総額を有する企業に投

資します。 

投資対象ファンドは、投資対象ファンド投資顧問会社が、現金比率をより高めることが

正当であると考える期間、および以下に記載する場合を除き、株式および株式関連証券に

ほぼ全て投資されたポジションを維持するように運用されます。 

また、市場または経済が異例の状況にある場合には、投資対象ファンドは、純資産の

10％を上限として、投資適格および非投資適格の両方の債券および債券関連証券にも投資

することができます。かかる債券および債券関連証券には、政府、政府機関または企業が

発行する、証券（米国短期国債等）、債券、優先証券（債券および株式双方の特徴および

性質を併せ持つ債券であって、一般的に満期日が設定されておらず任意償還が可能であり、

また、クーポンの代わりに固定利率または変動利率の分配金を支払うこととなっており、

かつ、普通株式よりも優先的に扱われるが優先債務よりも劣後的に扱われるもの）、ゼ

ロ・クーポン債、現物支給証券または延払証券、および変動利付商品（投資家に支払われ

る利息が時間の経過とともに原金利水準に合わせて変動する変動利付債券等の変動する利

率を有する債券）が含まれます。投資適格証券とは、全国的に認知された統計的格付機関

が使用する４つの最上分類のいずれかに格付けされているか、または投資対象ファンド投

資顧問会社によってこれらと同等の信用力を有すると判断されたものをいいます。非投資

適格証券とは、全国的に認知された統計的格付機関が使用する４つの最上分類未満に格付
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けされているか、格付けされていない場合は、投資対象ファンド投資顧問会社によってこ

れらと類似の質を有すると判断されたもの（かかる評価は、当該有価証券の発行体の信用

特性（財務力（収益性、キャッシュフロー、流動性、レバレッジ等）、事業の概要、経営

の質、ならびに政治、法および規制に関する環境等）を審査の上、投資対象ファンド投資

顧問会社が決定します。）をいいます。 

投資対象ファンドは、純資産の10％を上限として、上場投資信託を含むその他の適格な

集団投資スキームにも投資することができます。上場投資信託への投資は、譲渡可能証券

および集団投資スキームへの投資に伴う投資制限に従うものとします。 

投資対象ファンドは、効果的なポートフォリオ運用および／またはヘッジ目的で、金融

デリバティブ商品も利用することができます。 

投資対象ファンドは、インデックスを上回るパフォーマンスを追求しているため、イン

デックスを参照して積極的な運用を行います。投資対象ファンドの有価証券の一部は、イ

ンデックスの構成銘柄となる場合があり、また、インデックスと同様の比重を有する場合

があります。ただし、上記のとおり、投資対象ファンドはインデックスから乖離する場合

があり、投資対象ファンド投資顧問会社は、その裁量でインデックスに含まれない企業ま

たはセクターに投資することができます。 

 

 

 

日本における受益証券の販売ポリシー 

投資信託協会の規則が規定する日本の公募投資信託であるファンド・オブ・ファンズに

係る制限およびJSDAの規定する外国証券の取引に関する規則に係る選別基準に関連して、

投資対象ファンドは以下の投資制限を適用します。 

① 空売りの制限：空売りされる有価証券の時価総額は、投資対象ファンドの純資産総額

を超えないものとします。 

② 借入れの制限：借入残高の総額が投資対象ファンドの純資産価額の10％を超えること

となる借入れを行ってはなりません。ただし、特別または緊急の場合（合併等の場

合）、一時的に10％を超えることを許されます。本項において、借入れとは銀行から
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の借入れをいい、したがって、リバース・レポ取引およびダラー・ロールを含みます

がこれらに限定されない取引は、上記の10％の上限の対象とはなりません。 

③ 同一法人の株式の取得制限：任意の一社（投資法人を含みますが、日本の公募投資信

託であるファンド・オブ・ファンズの場合に限ります。）の議決権付きの発行済株式

総数の50％を超える株式を取得することはできません。ただし、契約型投資信託の場

合、同一の管理会社により運用されている全ての投資信託の保有分を合算して、50％

を超える株式の取得をすることはできません。当該割合制限は、投資時において適用

されます。 

④ 流動性の低い有価証券への投資制限：投資対象ファンドの純資産価額の15％を超えて、

私募株式、非上場株式または流動性の低い証券化関連商品に投資することはできませ

ん。投資対象ファンドが当該証券に投資する場合、当該証券が公正価格にて算定され

る方法が講じられるものとします。 

⑤ 利害関係当事者との取引の制限：投資対象ファンド投資顧問会社が、自己または受益

者以外の第三者の利益を図る目的で行う取引をはじめ、投資対象ファンドの受益者の

保護に反する、または投資対象ファンドの資産の運用の適正を害する取引は禁止され

ています。 

⑥ デリバティブ取引およびその他の同様の取引の制限：投資対象ファンド投資顧問会社

は、（投資対象ファンド投資顧問会社が決定する合理的な方法により事前に計算され

る）取引額が投資対象ファンドの純資産を上回るデリバティブ取引またはその他の同

様の取引を行うことはできません。 

⑦ 信用リスク管理：投資対象ファンド投資顧問会社は、その能力において可能な限り、

アイルランドの2011年欧州共同体（UCITS）規則およびアイルランド中央銀行が発行し

たUCITS通達に記載されるリスク管理方法に従い、投資対象ファンドの信用リスクを管

理するものとします。 

 

投資対象ファンドの投資顧問会社および副投資顧問会社 

 投資対象ファンド投資顧問会社としてのノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッ

ドは、実質的な投資運用業務を投資対象ファンド副投資顧問会社としてのアメリカン・セ

ンチュリー・インベストメント・マネジメント・インクに委託しています。アメリカン・

センチュリー・インベストメント・マネジメント・インクの概要は以下のとおりです。 
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（２）投資対象 

 上記「(１) 投資方針」をご参照下さい。 

 

（３）運用体制 

 管理会社は、取締役会を随時開催し、投資運用の状況について報告を行うとともに、受託

会社であるエリアン・トラスティ（ケイマン）リミテッド、管理事務代行会社および保管会

社であるノムラ・バンク（ルクセンブルク）S.A.、報酬代行会社であるユービーエス・エ

イ・ジー ロンドン支店ならびに投資運用会社である野村アセットマネジメント株式会社の社

内管理体制、内部管理手順等の定期的確認を行います。 

 管理会社の取締役は、以下の通りです。 

ニコラス・パパベリン氏 

 ニコラス・パパベリン氏は、UBSグローバル・マーケッツ・ストラクチャリング・チームの

一員であり、チューリッヒのUBSのエグゼクティブ・ディレクターです。パパベリン氏は、香

港において、2014年にクレディ・スイスに入社しました。パパベリン氏は、それ以前はヨー

ロッパにおいてファンド・ストラクチャリング弁護士として、世界的な大手法律事務所であ

るアレン・アンド・オーヴェリーに所属しており、その後ファンド・ストラクチャリング・

チームを発展させるために、香港に移りました。 

パパベリン氏はストラクチャリング・インベストメント・ファンズにおいて豊富な経験を

有し、現在、投資信託、ＳＰＶおよび保険商品を含むUBSの包括ソリューションの世界的な開

発責任者です。パパベリン氏は、フランスのパリにあるソルボンヌ大学でビジネス・ローの

修士号を取得しており、フランスのパリ第９大学で国際租税の修士号を取得し、カナダのマ

ギル大学でＬＬＭを取得しています。パパベリン氏はＣＡＩＡの資格も保有しています。 

ヴィジャヤバラン（「バラン」）・ムルゲス氏 

 バラン・ムルゲス氏は、プレミア・フィデューシャリー・サービシズ（ケイマン）リミ

テッドの取締役で、かつてはオジエ・フィデューシャリー・サービシズ（ケイマン）リミ

テッド（以下「ＯＦＳ」といいます。）のマネージング・ディレクターを務めており、また

オフショア金融サービス業界において20年以上にわたる経験を有しています。ムルゲス氏は、

これまでにいくつかの国際的に認知されたファンド・グループやストラクチャード・ファイ

ナンス・ビークルの取締役を歴任しており、また現在もその一部に就いています。ムルゲス

氏は、ニューヨークに拠点を置く主要なファンド・グループのコンサルタントも務めていま

す。 

 ＯＦＳでは、取締役、登録名義書換代理人（以下「ＲＴＡ」といいます。）およびコーポ

レート・サービスの各チームを率い、事業開発、ＲＴＡ／株主サービス部門の設立、および

部門全体での最高水準の顧客サービスの維持について責任を負っていました。 

 1996年から2004年まで、ムルゲス氏は、ケイマン諸島においてクラス「Ａ」ライセンスを

取得した銀行であるカレドニアン・バンク・アンド・トラスト・リミテッドにおいて副マ

ネージング・ディレクターを務め、主として銀行およびプライベート・クライアントについ

て責任を負っていました。それ以前は、ケイマン諸島におけるクラス「Ａ」銀行であるバ

ターフィールド・バンクのアシスタント・マネージャーを務め、トレジャリー・サービスに

ついて責任を負っていました。 

 ムルゲス氏は、科学の修士号を取得しており、カナダ銀行家協会のアソシエートを務めて

います。また、オルタナティブ投資運用協会（ＡＩＭＡ）に所属し、ケイマン諸島金融庁の

登録ディレクターも務めています。ムルゲス氏は、ケイマン諸島の公証人であり、ケイマン

諸島国家年金局に所属しています。 
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ブライアン・バークホルダー氏 

 ブライアン・バークホルダー氏は、ケイマン諸島のＨＦファンド・サービシズ・リミテッ

ドに勤めています。それ以前は、ＵＢＳファンド・サービシズ（ケイマン）リミテッドのマ

ネージング・ディレクターと、ケイマン諸島シングル・マネージャー部門のヘッドを務めて

いました。バークホルダー氏は、2000年にＵＢＳファンド・サービシズに入社し、2006年に

シングル・マネージャー部門のヘッドに就任しました。シングル・マネージャー部門のヘッ

ドとして、バークホルダー氏は、ファンド・サービシズ・アメリカズ内のシングル・マネー

ジャー・ヘッジファンドの管理・開発について責任を負い、また200億ドル以上の管理資産を

有するファンド・グループに対して特に責任を負っていました。ＵＢＳファンド・サービシ

ズでは、評価委員会の委員長を務め、またファンド・サービシズ・アメリカズの経営委員会

に所属していました。この他、バークホルダー氏は、ＵＢＳファンド・サービシズ（ケイマ

ン）リミテッドを含む様々なＵＢＳ出資企業において取締役を務めていました。ＵＢＳに入

社する以前は、ＫＰＭＧのケイマン諸島オフィスとカナダのトロント・オフィスに勤務し、

ヘッジファンドおよび金融機関の監査に注力していました。バークホルダー氏は、ウィン

ザー大学の商学士号を取得しており、カナダのオンタリオ州でカナダ公認会計士の資格も取

得しました。 

運用体制等は、2025年７月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 

 

 
 

（４）分配方針 

米ドルクラス受益証券に関する現在のファンドの方針では、分配を行う予定はありません

が、管理会社は、その裁量により、随時、かかるクラスの受益証券に関して分配金を宣言し、

支払うことができます。投資者は、投資対象ファンド投資顧問会社は、現在、投資対象ファ

ンドについて分配を宣言する予定がなく、したがって、分配が宣言される場合には、あるク

ラスの受益証券に帰属する投資元本（投資対象ファンドの投資証券の換価）から拠出される
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可能性があることに留意してください。 

管理会社があるクラスの受益証券に関して分配の宣言を行い、受託会社（または受託会社

の委任を受けた管理事務代行会社）に分配の支払いを指示する場合、当該分配は、各分配宣

言日において年次ベースで宣言される予定です。分配宣言日に関して宣言された分配は、か

かる分配宣言日における受益証券の関連するクラスに帰属する受益証券１口当たり純資産価

格から控除されます。 

投資者は、あるクラスの受益証券に帰属する投資元本を使用する選択肢があるにもかかわ

らず、管理会社が当該クラスの受益証券に関する分配金を当該年に宣言しないと決定できる

ことに留意することが重要です。 

あるクラスの受益証券に関して分配金が支払われる場合、投資者は、一定の状況において、

分配金の全部または一部が、当該クラスの受益証券の申込み水準に応じて、投資元本の買戻

しの一部とみなされることにご留意ください。同様に、ファンドの運用実績に応じて、ある

クラスの受益証券に関する元本増価が分配金額を下回る場合、当該クラスの受益証券に係る

分配の全部または一部が投資元本の買戻しの一部とみなされる場合があります。 

あるクラスの受益証券に関して全ての宣言された分配金は、対応する分配日に支払われま

す（かかる分配金に関して支払うべき税金を控除します。）。あるクラスの受益証券に関す

る分配金は関連する分配基準日に当該クラスの受益証券の受益者名簿に名前が記載されてい

る者に支払われます。米ドルクラス受益証券に関するかかる分配金は、0.005は切り上げた上

で、小数第２位に四捨五入されます。 

「分配宣言日」とは、各分配基準日の翌ファンド営業日（かかる日が取引日でない場合、

翌取引日）またはある受益証券クラスについて管理会社が決定するその他の日をいいます。

分配宣言日に関して宣言された分配は、かかる分配宣言日における受益証券の関連するクラ

スに帰属する受益証券１口当たり純資産価格から控除されます。 

「分配基準日」とは、2022年９月（同月を含みます。）から始まる毎年９月の最終ファン

ド営業日またはある受益証券クラスについて管理会社が決定するその他の日をいいます。 

「分配日」とは、各分配宣言日の翌日から起算して４ファンド営業日目の日をいいます。 

 

（５）投資制限 

 ファンドには以下の投資制限を適用します。 

１．空売りする有価証券の時価総額の合計はファンドの純資産総額を超えてはなりません。 

２．ファンドの純資産総額の15％を超える金額を、私募株式、非上場株式または不動産など

の直ちに現金化できない非流動性資産に投資してはなりません。ただし、JSDAが公表する

外国証券の取引に関する規則第16条（外国投資信託受益証券の選別基準）（随時改訂また

は差し替えられる場合があります。）が要求する価格の透明性を確保する目的で、適切な

措置が講じられている場合は、この例外とします。上記の比率は、買付時または現在の時

価のいずれかで計算することができます。 

３．受益者保護に反する、またはファンドの資産の適切な運用に不利益を与える管理会社

（または代理人）がファンドの勘定で締結するいかなる取引（管理会社（または代理人）

が自己または第三者の利益のために行う取引等）も、禁止されています。 

４．管理会社（または代理人）はファンドの勘定で借入れを行うことができますが、ファン

ドの直近の純資産総額の10％をその上限とします。ただし、合併等の特別緊急事態により、

一時的にかかる10％を超える場合はこの限りではありません。 

５．管理会社（または代理人）は、取得の結果、管理会社（または代理人）が管理する全て

のファンドが保有する、ある企業１社の合計議決権数が当該企業の全議決権の合計数の
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50％を超える場合は、ファンドの勘定で当該企業の株式を取得してはなりません。上記の

比率は、買付時または現在の時価のいずれかで計算することができます。 

管理会社は、前述の投資制限について適用される法規制が修正、またはその他の方法で

取って代わり、当該投資制限は適用法規制を違反することなく改訂できると判断する場合、

受益者の同意を得なくても、当該投資制限のいずれかを（場合に応じて）追加、修正、また

は削除することができるものとします（この場合、当該追加、修正または削除については、

受益者に21日前に通知されます。）。 

管理会社（またはその代理人）は、とりわけファンドのいずれかの投資対象の価額の変動、

再建または合併、ファンドの資産を用いた支払い、もしくは受益証券の買戻しの結果として、

いずれかの上記の投資制限を超えても、当該投資対象を直ちに売却する必要はありません。

ただし、管理会社（またはその代理人）は、ある違反が確認されてから合理的な一定期間内

に、当該投資制限に従うために、受益者の利益を考慮した上で、合理的に実務的な措置を講

じます。 

管理会社（またはその代理人）は、（ⅰ）単独の判断において、受益証券の多額の購入ま

たは買戻し要求がなされる場合、（ⅱ）ファンドが投資を行っている、または管理会社（ま

たはその代理人）の合理的な支配の及ばないその他の事象がある、市場または投資対象に突

然のまたは大きな変動があると自らの単独の裁量において予想する場合、および／または

（ⅲ）（a）ファンドの終了に備える目的のため、もしくは（b）ファンドの資産規模のため、

自らの単独の裁量において逸脱が合理的に必要だと考える場合、英文目論見書補遺に記載さ

れた投資方針、制限、およびガイドラインから一時的に逸脱することができます。このよう

な逸脱に気付いた時点で、管理会社（またはその代理人）は受益者の利益を考慮した上で、

速やかに当該逸脱を是正することを目指します。 
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３ 投資リスク 

① リスク要因 

１口当たり純資産価格の変動要因 

● 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、ファンドの受益証券１口当た

り純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これら

の運用および為替相場の変動による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。投資信託

は預貯金とは異なります。 

● 米ドルクラスは米ドル建てのため、当該通貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合

でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被るこ

とがあります。 

● ファンドは、その財産のおおむね全てを投資対象ファンドに投資します。このため、

ファンドへの投資には、投資対象ファンドにおけるリスクも伴います。 

 

主な変動要因 

価格変動リスク（株式市場リスク） 

 一般に株価は、個々の企業の活動や一般的な市場・経済の状況、国内および国際的な政

治・経済情勢等に応じて変動します。したがって、ファンドに組み入れられる株式の価格は

短期的または長期的に下落していく可能性があり、これらの価格変動または流動性に予想外

の変動があった場合、重大な損失が生じる場合があります。 

価格変動リスク（信用リスク） 

 債務不履行の発生等は、１口当たり純資産価格の下落要因です。 

 ファンドが実質的に投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生または懸念され

る場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったり

することがあります。これらはファンドの１口当たり純資産価格が下落する要因となります。 

為替変動リスク 

 ファンドは、投資対象ファンドが米ドル建てのため、米ドル貨から投資する場合には、投

資対象ファンドに対する為替変動のリスクはありません。ただし、円貨にて米ドル建て資産

を評価する場合には、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、円貨で

評価した資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、円貨で評価したファンドの１

口当たり純資産価格が下落するおそれがあります。また、投資対象ファンドが米ドル以外の

通貨建て資産への投資を行う場合、当該通貨で評価した資産価値が米ドルに対して下落する

おそれがあります。 

カントリー・リスク 

 投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外

国為替取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の

没収、国有化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの１口当たり

純資産価格が下落するおそれがあります。 

流動性リスク 

 実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等

の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有

価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実

行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の

決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの１口

当たり純資産価格が下落するおそれがあります。 
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時価総額リスク 
時価総額で見た中小企業の有価証券またはその有価証券に関連する金融商品は、大企業の

有価証券に比べて市場が限られている可能性があります。したがって、時価総額が大きく、

幅広い取引市場を有する企業の有価証券に比べて、有利な時期に、または大幅な価格下落な

しに売却することが困難になる可能性があります。また、中小企業の有価証券は、好ましく

ない経済報道などの市場の不利な要因に対して一般的により脆弱であるため、価格変動が大

きくなるおそれがあります。 

 

一般リスク 

一般的な投資リスクおよび取引リスク 

 投資者は、受益証券の価値には上昇と同様に下落の可能性もあることに留意すべきです。

ファンドへの投資は重大なリスクを伴います。受益証券に流通市場がある可能性は低いです。

純資産総額は、ファンドの投資の価格変動に影響を受けます。ファンドの投資から発生する

損益は全て投資者に帰属します。受益者の投資の元本は保証されていません。投資者は、

ファンドへの投資の大部分または全てを失う可能性があります。このため、各投資者は、

ファンドの投資リスクを負うことができるか慎重に検討すべきです。下記のリスク要因の記

載は、ファンドへの投資に伴うリスクを完全に説明するものではありません。 

 あらゆる期間、特に短期間において、ファンドの投資ポートフォリオが、資本増加に関し、

上昇を達成するという保証はありません。 

 ファンドへの投資には重大なリスクを含みます。 

過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示唆するものではない 

 投資対象の価値および収益は大きく変動する可能性があります。過去のパフォーマンスは

将来のパフォーマンスを保証または示唆するものではありません。 

元本は確保されない 

 受益証券は、投資元本に対する補償を行いません。したがって、投資者の受益証券への初

期投資の一部または全部を回収できる保証はありません。投資者は、受益証券への初期投資

を全て失う可能性があります。 

ミューチュアル・ファンドは預金ではないこと 

 受益証券への投資は、預金と同等ではなく、特にケイマン諸島の法律や規制またはその他

の法域で設立された預金保護制度上の保護預金を構成しません。受益証券には、投資した資

本の保護の機能はありません。 

長期投資 

 受益証券への投資は、長期投資として考えるべきです。最終買戻日より前に受益証券の権

利を移転または譲渡する投資者が、望ましいレベルの投資利益を得るという保証、あるいは

そもそも投資利益を得るという保証はありません。 

利益 

 投資者の受益証券への初期投資の利益が、投資の元本金額を預金していた場合に得ていた

可能性のある利益と同等になるまたはそれを上回るという保証はありません。 

投資の適合性 

 ファンドは、全ての投資者にとって適切な投資ではない可能性があります。ファンドの潜

在的投資者は、各自の状況を踏まえてその投資の適合性を判断しなければなりません。特に、

潜在的投資者はそれぞれ、(a)ファンド、ファンドへの投資のメリットおよびリスクならびに

本書に記載の情報について有意義な評価をするための十分な知識および経験を有し、(b)投資

者の財務状況に照らして、ファンドへの投資および当該投資が投資者の全体資産に及ぼす影
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響について評価するために適切な分析ツールを利用でき、かつ、その知識を有し、(c)ファン

ド投資の全リスクを負うための十分な財源および流動性を有し、(d)単独または財務アドバイ

ザーの助けを借りて、ファンドに対する投資に影響を与える可能性のある経済、為替相場お

よびその他の要因について起こりうる事態を評価でき、それらのリスクを負う能力を有して

いるべきです。 

 潜在的投資者は、独立した査定または投資者が適切とみなす専門的助言（税務、会計信用、

法務、規制に関する助言を含みますがこれらに限定されません。）に基づき、受益証券の取

得が、(a）投資者、または受託者として行為している場合はその受益者の、資金的ニーズ、

目的および状況と十分に整合し、(b）投資者、または受託者として行為している場合にはそ

の受益者に適用される投資方針、ガイドラインおよび規制を遵守し、これに十分整合し、か

つ、(c）当該受益証券への投資に固有の明瞭かつ重要なリスクがあるとしても、投資者に

とって、または受託者として行為している場合にはその受益者にとって、適切な投資である

ことを判断しなければなりません。 

パフォーマンスに関する保証はないこと 

 あるクラスの受益証券の投資利益（すなわち、初期投資額を上回る全ての受益証券の利益）

は、とりわけ当該クラスの受益証券に帰属する投資対象ファンドのパフォーマンスによって

決まります。受託会社、管理会社、報酬代行会社および投資運用会社は、受益証券の価値が

下落または上昇することにつき、何らの保証または表明をせず、受託会社、管理会社、報酬

代行会社または投資運用会社のいずれもファンドの期間中受益証券の価値が上昇することま

たは受益証券の投資利益が受益者にとって望ましいレベルであることを保証しません。全て

の潜在的投資者は金融およびビジネスに関して知識と経験を有し、市場リスクの判断に長け

て、受益証券への投資のメリット、リスクおよび適合性を評価する能力を有するべきです。

受託会社、管理会社、報酬代行会社または投資運用会社のいずれも、受益証券に関する市場

リスクの情報源であると称しません。 

助言および中立的な評価を提供しないこと 

 受託会社、管理会社、報酬代行会社および投資運用会社は、投資対象ファンドまたはその

運用に関して助言、情報または信用分析を発信しません。具体的には、本書は投資アドバイ

スに当たりません。 

依拠しないこと 

 受益証券の潜在的購入者は、受益証券の取得の合法性についての判断に関して、受託会社、

管理会社、報酬代行会社または投資運用会社に依拠することができません。 

 

ファンドへの投資 

キーパーソン 

 管理会社および投資運用会社は、ファンドに関する投資方針の決定をしばしば個人に頼る

ことがあります。また、投資対象ファンドの成功は、投資対象ファンド投資顧問会社および

投資対象ファンド副投資顧問会社の専門性にかかっています。かかる個人を失うことが、投

資対象ファンド、ひいてはファンドの運用実績を危険にさらす可能性があります。 

投資運用会社への依存 

 ポートフォリオの成功または失敗は、概ね、これらの投資の選択およびそのパフォーマン

スの監視における投資運用会社の判断および能力に依存しています。投資者は、ポートフォ

リオについて、関連する経済、財務およびその他の情報を自分自身で評価する機会を持ちま

せん。投資運用会社が成功するという保証はありません。さらに、投資運用会社のキーパー

ソンの死亡、就労不能または退職によってポートフォリオのパフォーマンス、ひいてはファ
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ンドのパフォーマンスに悪影響が及ぶ可能性があります。 

分配 

 ファンドは米ドルクラス受益証券に関する方針として、当該クラスの受益証券については

受益者に分配を行うものではなく、ファンドの純利益および実現キャピタルゲインの全てを

再投資する方針です。したがって、現在のリターンを求める投資家にとって、ファンドへの

投資は適していない可能性があります。 

流通市場の不在 

 投資者は、受益証券の流動性に関する保証はなく、受益証券の流通市場が形成される予定

はないことを留意すべきです。その結果として、受益者が下記「第２ 管理および運営 – ２ 

買戻し手続等」に記載される手続きおよび規制に従った買戻しによってのみ受益証券を処分

することができます。関連する買戻通知日から関連する買戻日（以下に定義します。）まで

の期間中に受益証券の買戻しを要求する受益者が保有するクラスの受益証券に係る受益証券

１口当たり純資産価格の低下のリスクは、その買戻しを要求する受益者が負います。 

クラス間の負債 

 将来、受益証券が複数のクラスで発行される可能性があります。受益証券が複数のクラス

で発行されている場合、あるクラスの受益証券の保有者はその他のクラスの資産に関して一

切の権利を有しません。しかし、特定のクラスの負債がそのクラスに帰属する資産を上回る

場合、ファンドの債権者は受益証券のその他のクラスに帰属する資産に遡及していくことが

できます。 

買戻しおよび購入により予期される影響 

 買戻しまたは購入は、ファンドにおけるエクスポージャーをそれぞれ増減させる目的で行

うファンド注文の価格設定と注文の実行との間に不一致が生じることにより、既存の受益者

に悪影響を及ぼす可能性があります。 
 投資運用会社がある取引日について受領した購入申込みの通知を受けて、および当該取引

日時点での受益証券の発行に先立ち、ファンドの勘定で投資を行う場合、当該投資から発生

する利益（または損失）は既存の受益者が保有する受益証券に分配され、当該分配により当

該取引日時点での該当するクラスの受益証券１口当たり純資産価格が増減する可能性があり

ます。 
 同様に、投資運用会社が買戻日後に決済を行うために当該買戻日における買戻しについて

投資を清算する場合は、当該清算から発生する利益（または損失）は残存する受益者が保有

する受益証券に分配されます。 
 さらに、受益者からの請求を受けて受益証券の多量の買戻しを行う場合、投資運用会社は、

買戻しを行うために必要な現金を調達するため、そうでない場合に要求されるよりも急速に、

かつそうでない場合に入手可能な価格よりも不利な価格で、当該ファンドの投資対象を清算

しなくてはならない可能性があります。 
 例外的な事例では、例えば大勢の投資者が同一日に買戻しを行うように要請した場合は、

買戻しについて予定された日程において受益者全員に対して行う支払いが遅延する可能性が

あります。 
買戻しの制限 

 受託会社は、管理会社との協議の後、特定の状況では、下記「第２ 管理及び運営 - ３資

産管理等の概要 -（１）資産の評価 - ② 純資産総額の計算の停止」に記載の通り、純資産

総額の決定および受益証券の買戻しを停止することおよび／または受益証券の買戻しを要求

した者への買戻しによる受取額の支払期間を延長することができます。管理会社もまた、受

託会社との協議の後、買戻日に買戻しすることができる受益証券の合計数を、下記「第２ 管
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理及び運営 - ２ 買戻し手続等」に記載の通り、管理会社が決定する数量および方法で制限

することができます。 

決済不履行 

 受益証券は取引日を基準にして購入することができ、発行されます。ただし、あるクラス

の受益証券の申込者は、関連する取引日（同日を含みません。）から３ファンド営業日以内

に購入代金を決済することが求められるだけです。受益証券に関して、万一投資者が期日に

購入代金を決済できなかった場合（以下「不履行投資者」といいます。）、管理会社は強制

的に決済不履行の対象である不履行投資者の受益証券を無償で買い戻すことができます。不

履行投資者が該当するクラスの受益証券の購入をした取引日からかかる不履行投資者の受益

証券が強制的に無償で買戻しされた日までの期間に、同じクラスの受益証券を購入する投資

者および既存の受益者は、不履行投資者の受益証券の購入が受理されなかった場合よりも高

額な１口当たりの購入価額を支払うことになる可能性、あるいは、より低額の１口当たりの

購入価額を支払うことで利益を得る（その場合、同じクラスの受益証券を保有する既存の受

益者は、受益証券の価値に関して、希薄化を経験する）可能性があります。同様に、同じク

ラスの受益証券をかかる期間中に買戻しに出した受益者は、決済の不履行が発生しなかった

場合より減少した１口当たりの買戻価額を受け取る、あるいは高額な１口当たりの買戻価額

を受け取る可能性があります。後者の場合、同じクラスの受益証券を保有する全ての残存受

益者は、受益証券の価値に関して、希薄化を受けます。決済不履行の場合、発行されたもし

くは買戻しされた受益証券の数または購入を行った受益者が支払ったもしくは受け取った１

口当たりの購入価額もしくは１口当たりの買戻価額への調整は行われず、結果として、決済

の不履行は同じクラスの受益証券を保有する受益者に悪影響を及ぼす可能性があります。管

理会社はまた、不履行投資者が期限内に決済し損ねたことの直接的または間接的な結果とし

て発生した損失に対する補償を得るため、不履行投資者に対して訴訟を起こすことがありま

す。 

事前投資 

 受益者はまた、購入が受理された通知後、購入代金が受領される前に、投資運用会社が

ファンドの負担でかかる資金の決済を見込んで投資する（以下「事前投資」といいます。）

可能性があることに留意すべきです。かかる事前投資は、ファンドの利益になることを意図

しています。しかし、決済不履行の場合、ファンドは、損失にさらされる可能性があります。

かかる損失は、反対取引の費用（反対取引までの間に市場が不利に変動した可能性がある）

だけでなく事前投資の資金を得たファンドの銀行預金口座または関連するファシリティ契約

がマイナスになった場合の遅延利息の支払を含みますが、これに限りません。結果として、

事前投資に起因するファンドへの損失は、該当するクラスの受益証券１口当たり純資産価格

に悪影響を及ぼす可能性があります。管理会社、受託会社および投資運用会社のいずれも、

かかる損失が発生した場合、責任を負わないものとします。 

監査待ちを行わないこと 

 あるクラスの受益証券の買戻しにおいて、買戻価額は当該クラスの受益証券に係る未監査

の受益証券１口当たり純資産価格に基づいており、基本信託証書は年次監査によって以前の

評価の調整が必要と判断された場合の回収メカニズムを規定していません。したがって、受

益者に支払われる買戻しによる受取額は、買戻価額が該当するクラスの受益証券に係る監査

済み受益証券１口当たり純資産価格に基づいていた場合に受益者が受領していた受取額より

高いまたは低い可能性があります。支払われた買戻しによる受取額が、買戻価額が該当する

クラスの受益証券に係る監査済み受益証券１口当たり純資産価格に基づいていた場合よりも

高額である場合、かかる過払いは付随してファンドに悪影響を及ぼす可能性があります。 
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ファンドの手数料 

 受託会社は、報酬代行会社がファンドを代理して、通常経費の支払いを約束する報酬代行

会社任命契約を報酬代行会社との間で締結します。報酬代行会社任命契約の締結にかかわら

ず、下記「４ 手数料等及び税金 - （３）管理報酬等 報酬代行会社報酬」に記載のその他

の特定の費用または経費や、訴訟費用または補償費用およびその他通常の過程において通常

発生しない臨時の費用および経費は、ファンドの資産から支払われます。 

ファンドの早期終了 

 ファンドの最終買戻日は2163年12月１日が予定されていますが、潜在的投資者は、強制買

戻事由が万一発生した場合、最終買戻日が早まることに留意すべきです。強制買戻事由は、

(i)いずれかの評価日においてあるクラスの受益証券に帰属する純資産総額が、3,000,000米

ドルもしくはそれ以下であり、その評価日またはそれ以後に管理会社が全ての受益証券は全

ての受益者に通知を行うことで強制的に買戻しを行うべきと決定した場合、または(ii)受託

会社および管理会社が、全ての受益証券は強制的に買戻しを行うべきと同意した場合に発生

します。 

ファンド障害事由 

 ファンド障害事由の影響を受ける評価日に要求される支払いまたは必要な計算は遅延する

可能性があり、かかるファンド障害事由の結果として、推定に基づいて計算がなされる可能

性もしくは評価が調整される可能性があります。投資者は、本書に記載されている、ファン

ド障害事由がどのように受益証券に影響を与えるかについて留意すべきです。 

スタートアップ期間 

 ファンドは、新規の出資財産の初期投資に関する特定のリスクを招くスタートアップ期間

に直面する可能性があります。さらに、スタートアップ期間はまた、ファンドのポートフォ

リオの１つまたはそれ以上の分散レベルが、完全にコミットされたポートフォリオまたは一

群のポートフォリオの中より低い可能性があるという特別なリスクを示します。管理会社ま

たは投資運用会社は完全にコミットされたポートフォリオに移行するために様々な手法を採

用する可能性があります。これらの方法は、部分的に市場判断に基づいています。これらの

方法が成功するという保証はありません。 

為替リスク（米ドルクラス受益証券） 

米ドルクラス受益証券は、米ドル建てです。そのため、投資家の財務活動が主として米ド

ル以外の通貨または通貨ユニット（日本円を含み、以下「投資家の通貨」といいます。）建

てで行われている場合、通貨換算に関連して特定のリスクが生じます。当該リスクには、為

替相場が大幅に変動するリスク（米ドル安または投資家の通貨の高騰に伴う変動を含みま

す。）および米ドルまたは投資家の通貨に対する管轄権を有する当局が為替管理を実施また

は変更するリスクが含まれます。米ドルに対する投資者の通貨の高騰により、(a)投資対象

ファンドの純資産価額および投資対象ファンドのユニット１口当たり純資産価格の投資家の

通貨の相当額ならびに(b)支払われる分配金（もしあれば）の投資家の通貨の相当額が減少す

る可能性があります。 

 

一般的な投資リスク 

経済情勢 

 例えばインフレ率、産業の状況、競争、技術開発、政治および外交の事象および傾向、税

法ならびにその他の無数の要因を含むその他の経済情勢の変化は、ファンドの収益に重大で

有害な影響を与える可能性があります。これらの状況のいずれも、受託会社、管理会社、報

酬代行会社、投資運用会社および日本における販売会社がコントロールできる範囲のもので
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はありません。ファンドが直接的または間接的にポジションを保有する市場の予期せぬ変動

または流動性は、管理会社および投資運用会社がファンドの資産の投資および再投資を管理

する能力を損なう可能性があり、ファンドが損失にさらされうることになります。経済的お

よび／または政治的不安定性は、資産価格に悪影響をもたらす可能性があり、法律、財務お

よび規制の変化につながりうることになります。 

カントリー・リスク（政治的および／または規制リスク） 

 ファンドの資産の価値は、投資がなされる国における国際政治的な動き、政府の政策の変

更、税制の変化、対外投資および通貨の本国送金の規制、通貨変動ならびに法令のその他の

変化等の不確実性による影響を受ける可能性があります。さらに、外国政府が資産の没収、

国有化、差押えを行う可能性もあります。投資先である新興国の経済情勢は、先進国と比べ

さらに不安定になりえます。これらの新興国のインフレ、国際送金、外貨準備金および国の

当座勘定のポジションが悪化した場合、これらの国の外国為替市場および債券市場への影響

は、安定性が高い先進国で同じような状況が起きた場合よりも大きくなる場合があります。

さらに、投資先である一部の国において、その法的インフラならびに会計、監査および報告

の基準は、主要証券市場で一般的に適用されるような投資家保護または投資家への情報と同

程度ではない可能性があります。 

コロナウイルス 

 2020年３月11日、世界保健機関は、新型コロナウイルス感染症の大流行をパンデミックと

宣言しました。新型コロナウイルス感染症の症例は、世界中で多数記録されています。 

 新型コロナウイルス感染症の影響を完全に予測することは不可能ですが、この流行は世界

経済に重大な影響をもたらす可能性が高いです。歴史的に、広範囲での伝染病の大流行は投

資心理に影響を及ぼし、世界市場に散発的なボラティリティを引き起こしました。このよう

な影響は、とりわけ、新型コロナウイルス感染症の確認された症例数の世界規模での広がり

に応じて、セクター、ビジネス、国家経済にわたり不均等に生じています。航空業、製造業、

小売りおよび観光業を含む特定のセクターが現在最も深刻な影響を受けているとみられます

が、新型コロナウイルス感染症を抑制できない場合、他のセクターも影響を受けることは疑

いの余地がありません。 

影響を受けた地域で行っている事業、または当該地域のサプライヤーもしくは顧客に依拠

する事業に対して新型コロナウイルス感染症がもたらす財務的な影響が広く報告されていま

す。影響を受けた事業は、それがもたらす様々な財務的な結果に直面する可能性があります。

事業活動の鈍化は、流動性に悪影響を与える可能性があります。さらに、運転資金調達の封

鎖、財務制限条項の違反、債務不履行事由の発生および／または解除金もしくは不履行に関

するその他偶発債務を引き起こす状況に至った場合、支払い能力に関する懸念が悪化する可

能性があります。 

投資先が事業を行う世界金融市場または国内もしくは地域経済におけるこのようなマイナ

スの変化は、結果的にファンドまたはその投資先の事業に重大な悪影響を及ぼす可能性があ

ります。 

特に、世界保健機関または地域もしくは国の当局がファンドまたはその投資先の事業運営

を著しく妨げる措置を推奨または課す可能性があります。 

新型コロナウイルス感染症大流行の全体像、期間、厳しさおよび影響は不確定であり、結

果としてもたらされる経済の低迷および／または市場におけるマイナスの景況感は、受託会

社、管理会社、投資運用会社、ファンドおよび投資先自体の事業運営および財務状況にマイ

ナスかつ長期的な影響をもたらす可能性があります。 

規制リスク 
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 ファンドの運用に関して、将来的に規制が課せられる可能性があり、それによりファンド

の実行に悪影響を与えることおよびトラストのスポンサーがファンドの投資目的および方針

の変更が必要になる可能性があります。これらの変更により、投資対象ファンドの利益、管

理会社および／または投資運用会社の運用に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。 

税リスク 

 投資者は、その法域で、投資によるまたは投資によるとみなされる全ての収益またはキャ

ピタルゲインが課税の対象になることがあります。そのため、投資者は受益証券への投資を

検討する前に各自、税に関する助言を求めるべきです。管理会社および投資運用会社ならび

にその各関連会社は、ファンドの納税要件および義務に関して一切の責任を負わないものと

します。 

保管リスク 

 ファンドは、保管者の支払不能、管理、清算またはその他形式による債権者の保護に関す

る多数のリスクに晒されています。このようなリスクには、保管会社が保有する全ての現金

のうち、保管会社あるいは副保管会社のレベルで顧客の資金として扱われていなかったもの

の喪失、保管会社あるいは副保管会社のレベルで適切な分別が行われず、またはそのように

特定されていなかった有価証券の一部または全部の喪失、保管会社または副保管会社による

勘定の運営が不正確であったことによる資産の一部または全部の喪失、送金残高の受領の遅

延、かつ資産に対するコントロールを取り戻すのが大幅に遅れたことによる損失が含まれま

すがこれらに限定されません。ファンドは、有価証券の保管先である副保管会社、顧客の資

金の保管先である第三者たる銀行または取得した担保の保管先である国際証券集中保管機関

もしくは信用機関が支払不能に陥った場合も同様のリスクに晒されます。 

カウンターパーティー・リスク 

 ファンドは、（それが誠実なものであるかに関わらず）契約条件について争いがありまた

は信用もしくは流動性の問題のために、取引の条件に従って取引を決済しない相手方当事者

にさらされることがあり、そのためファンドが損失を被る可能性があります。かかる「カウ

ンターパーティー・リスク」は、決済を阻害する出来事がある場合、または取引が単一もし

くは小さなグループのカウンターパーティーとの間で締結される場合に、満期がより長い契

約において増加します。受託会社、管理会社および投資運用会社は、ファンドについて、特

定のカウンターパーティーと取引を行うことまたはその取引の一部もしくは全部を一つのカ

ウンターパーティーに集中させることを制限されていません。さらに、受託会社、管理会社

および投資運用会社は、ファンドに関して、そのカウンターパーティーの信用度を評価する

内部の信用機能を有していない可能性があります。ファンドに関する受託会社、管理会社お

よび投資運用会社のあらゆる数のカウンターパーティーと取引する能力および当該カウン

ターパーティーの財務的能力の有意義かつ独立した評価の欠如は、ファンドの損失の可能性

を高めます。 

 ファンドは、非上場デリバティブ商品に関連して取引を行うカウンターパーティーの信用

リスクにさらされています。これらのカウンターパーティーには、清算機関による決済履行

の保証のような、組織的な取引所で当該商品を取引する参加者に適用される保護が与えられ

ません。非上場デリバティブ取引のカウンターパーティーは、一般に認められている取引所

ではなく、その取引に参加する特定の会社または企業であり、したがって、受託会社、管理

会社および投資運用会社がファンドに関して当該商品を取引するカウンターパーティーの支

払不能、倒産または不履行があった場合、ファンドの大きな損失につながる可能性がありま

す。受託会社、管理会社および投資運用会社は、ファンドについて、特定のデリバティブ取

引に関連する契約に従い、不履行があった場合の契約上の救済方法を受けることができます。
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ただし、その救済方法は、実行可能な担保またはその他の資産が不足している場合、不十分

である可能性があります。 

 過去、いつくかの著名な金融市場参加者（店頭取引および業者間取引のカウンターパー

ティーを含みます。）が期限通りに契約上の義務を履行できず、またはもう少しで不履行に

なることがありました。これは、金融市場に見られる不確実性を高め、予期せぬ政府介入、

信用および流動性の収縮、取引および金融取り決めの早期終了ならびに支払いおよび引渡し

の停止および不履行につながりました。このような混乱のため、支払能力のある主要なブ

ローカーや金融業者でさえも新たな投資資金の融資を渋るようになり、または以前よりも著

しく悪い条件で融資を提供することの原因となりました。カウンターパーティーが不履行を

しないという保証およびファンドが結果的に取引で損失を被らないという保証はありません。 

投資ポートフォリオの流動性 

 流動性は、管理会社、投資運用会社または投資対象ファンド投資顧問会社が投資対象を適

時に売却する能力に関連します。比較的流動性の低い有価証券の市場は、流動性の高い有価

証券の市場と比べ不安定である傾向にあります。ファンドの資産または投資対象ファンドの

資産を比較的流動性の低い有価証券およびその他の流動性の低い投資対象に投資する場合、

投資運用会社または投資対象ファンド投資顧問会社が、希望通りの価格および時期に投資対

象を売却する能力が制限される可能性があります。また、取引所が特定の契約もしくは証券

の取引を中止し、特定の契約を直ちに清算し決済するよう命令し、または特定の契約の取引

を清算のためのみに行うよう命令する可能性もあります。低流動性のリスクは店頭取引の場

合にも発生します。かかる契約に規制市場は存在せず、売買価格は当該契約のディーラーの

みが設定します。市場性のない証券への投資は流動性リスクが伴います。さらに、このよう

な証券は評価が難しく、発行体は規制市場における投資家保護のための規則の対象となりま

せん。 

決済リスク 

 取引の決済ならびに資産の保管に関連する市場慣行は、リスクを増加させる可能性があり

ます。取引を実行するために利用できるクリアリング、決済および登録システムは、取引の

決済および振替の登録に関連する遅滞およびその他の重大な困難につながる可能性がありま

す。また、顧客または取引の相手方当事者が契約上の義務を履行できない可能性もあります。

決済に関するあらゆる問題は、ファンドの純資産総額および流動性に影響を与える可能性が

あります。 

収益および利得の送金 

 ある国への原投資により発生する収益およびキャピタルゲインの送金は、その国の通貨が

流動性を有することおよびかかる利益の本国送金を抑制または阻止する外国為替政策がない

ことにより左右される可能性があります。 

適用法の遵守 

 受託会社、管理会社、報酬代行会社および投資運用会社は、潜在的投資者による受益証券

の取得の合法性または潜在的投資者に適用されるいかなる法令、規則または政策への遵守に

ついて、責任を負いません。潜在的投資者は、これらの事項に関して決定を下すとき、受託

会社、管理会社、報酬代行会社または投資運用会社に依拠することができません。潜在的投

資者が受益証券に関して講じるべき措置について懸念がある場合は、かかる潜在的投資者は

直ちに株式仲買人、バンク・マネージャー、顧問弁護士、会計士またはその他独立した財務

顧問に財務に関する助言を求めるべきです。 

 

投資方針にかかるリスク 
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投資対象ファンドは適切な投資でない可能性があること 

 投資者は、投資対象ファンドへの間接的なエクスポージャーを有します。かかるエクス

ポージャーは、(a）投資対象ファンドへの投資のメリットおよびリスクを評価するために必

要な財務および事業上の問題についての知識および経験を有しており、(b）投資対象ファン

ドへの投資の経済的リスクを負うことができ、かつ、(c）投資者の財務状況に照らして、投

資対象ファンドへの投資のリスクを進んで許容できる投資者にとってのみ適切です。 

 潜在的投資者は、投資対象ファンドへのエクスポージャーを有することが各自の状況に

とって適切であるかどうかを判断し、ファンドの投資対象ファンドへの投資の結果を判断す

るために、各自の法律、ビジネス、税務の顧問に相談すべきです。 

投資対象ファンドの投資目的の達成、投資利益の保証はないこと 

投資対象ファンドの投資目的が成功するという保証も表明もなく、投資対象ファンドがそ

の投資目的を達成するという保証はありません。投資対象ファンド投資顧問会社は、特定の

会社またはポートフォリオへの投資を自ら選択、実行または実現できることを保証すること

はできません。投資対象ファンドが投資者にリターンを生むことができるまたはリターンが

本書に記載する種類の会社に投資するリスクに見合うものとなる保証はありません。全ての

投資の損失を負うことができる者に限って、ファンドへの投資を検討すべきです。投資対象

ファンドに関連のある投資会社の過去のパフォーマンスは、必ずしも投資対象ファンドの将

来の結果を表すものではなく、また投資対象ファンドの予定されたまたは目標とされたリ

ターンが達成されるという保証はありません。 

相関性の欠如 

 手数料、費用および適用される外国為替ヘッジまたはクーポンならびに受益証券および／

または投資対象ファンド特有のその他の要因の影響により、投資対象ファンドの価値の変化

は、受益証券の価値の変化には直接的に関連しない可能性があります。投資者は手数料およ

び利子が該当するクラスの受益証券１口当たり純資産価格にどのように影響するかについて

留意すべきです。 

非公開の情報および情報提供 

 受託会社、管理会社、報酬代行会社、投資運用会社および／またはそれらの関連会社は、

投資対象ファンドおよびこれに関連する全ての原資産に関する非公開の情報を保有または取

得することがあります。これらのうちいずれもかかる情報を公開する、または受益者のため

に投資対象ファンドの事業、財務状況、信用力または事務の状況を審査し続ける義務を負い

ません。 

代理関係および信託関係 

 投資運用会社もしくはその各関連会社、またはファンドに関連する受託会社のサービス提

供会社（管理会社を除きます。）も、受益者に対する義務または受益者と代理関係もしくは

信託関係を引き受けません。 

 

投資対象ファンドの一般的なリスク要因 

投資ファンドへの投資リスク 

ファンドへの投資は、ファンドによる投資対象ファンドのユニットへの投資およびファン

ドによる投資対象ファンドのユニットの所有を通じて、特定のリスクを伴い、また受益者を

潜在的かつ現実の利益相反にさらします。ファンドの主要な目的は、投資対象ファンドのユ

ニットを取得することであるため、潜在的な投資機会は投資対象ファンドにあります。ファ

ンドへの投資について熟知するためには、各潜在的投資者は、投資対象ファンドへの投資条

件をまず理解しなければなりません。したがって、潜在的投資者は、下記「投資対象ファン



－  － 

 

33

ド固有のリスク要因」記載の関連あるリスク要因を慎重に読む必要があります。このため、

潜在的投資者は、特に、同箇所記載のリスクについて理解するべきです。 

投資の集中 

投資運用会社は、受益証券の販売による収入の実質全額を投資対象ファンドに投資します。

このため、投資対象ファンドが被った損失は、ファンド全体の財務状況に重大な悪影響を及

ぼします。 

投資対象ファンドへの依存 

ファンドの投資目的のパフォーマンスの成功は、投資対象ファンドが継続して購入可能で

あることに依存します。投資対象ファンドは、終了または解散することがあるかもしれず、

もしくはファンドが投資対象ファンドにより発行されるユニットに投資できる可能性がなく

なるその他の理由があることがあります。かかる各状況において、管理会社は、ファンドを

終了することを決定することがあります。 

投資対象ファンドの評価 

投資対象ファンドの評価は、投資対象ファンド投資顧問会社および／または投資対象ファ

ンドの管理事務代行会社により管理されています。かかる評価は、投資対象ファンドの未監

査の財務書類に基づいて行われることがあります。かかる評価は、投資対象ファンドの純資

産価額の試算である可能性があります。投資対象ファンドは、非流動的または積極的に取引

されていない投資対象を数多く有する可能性があり、かかる場合、信頼できる純資産価額を

取得することが困難である可能性があります。このため、投資対象ファンド投資顧問会社お

よび／または投資対象ファンドの管理事務代行会社は、投資対象ファンドにより保有される

投資対象につき、その公正価値に関する自らの判断を反映するために、見積もりを変更する

ことがあります。したがって、評価は後日、上方または下方修正がなされる可能性がありま

す。投資対象ファンド資産の評価に関する不確実性は、投資対象ファンドの純資産価額に悪

影響を及ぼす可能性があります。 

投資対象ファンドに権利関係を有しないこと 

 受益証券の利益は、とりわけ投資対象ファンドのパフォーマンスに左右されます。受益証

券への投資は、受益者に投資対象ファンドへの直接の権利関係を与えません。 

投資対象ファンドは譲渡制限および非流動化される可能性があること 

投資対象ファンドおよびその資産は、譲渡制限を受ける可能性があります。投資対象ファ

ンドの投資証券の保有者は、特定の時期かつ特定の書面による手続きの完了後に限り、自身

の投資対象ファンドの投資を譲渡または撤回する権利を有する可能性があり、かかる権利は、

停止または変更される場合があります。かかる状況は、投資対象ファンドの純資産価額に影

響を及ぼす可能性があります。 

投資対象ファンド投資顧問会社および投資対象ファンド副投資顧問会社への依存 

 投資対象ファンドの成功または失敗は、概ね、投資対象ファンドの投資の選択およびその

パフォーマンスの監視における投資運用会社の判断および能力に依存しています。投資対象

ファンドのパフォーマンスは投資運用会社によって監視されますが、ファンドは、投資対象

ファンド投資顧問会社および投資対象ファンド副投資顧問会社のスキルおよび専門知識に依

存することになります。投資対象ファンド投資顧問会社および投資対象ファンド副投資顧問

会社は、投資対象ファンドの投資決定を行う際に投資技術およびリスク分析を利用しますが、

これが期待通りの結果をもたらすという保証はありません。さらに、立法上、規制上または

租税上の制限、政策または動向により、投資対象ファンドの運用において投資対象ファンド

投資顧問会社および投資対象ファンド副投資顧問会社が利用できる投資技術に影響を及ぼす

可能性があり、投資目的達成のための投資対象ファンドの能力に悪影響を及ぼす可能性があ
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ります。管理会社または投資運用会社またはファンドが相手にするその他のサービス提供会

社のいずれも、投資対象ファンドの日々の管理に積極的な役割を担わず、また投資対象ファ

ンド投資顧問会社および投資対象ファンド副投資顧問会社による投資または管理に関する具

体的な決定を承認する能力を有しません。投資者は、投資対象ファンドについて、関連する

経済、財務およびその他の情報を自分自身で評価する機会を持ちません。投資対象ファンド

投資顧問会社が成功するという保証はありません。また、投資対象ファンドによるパフォー

マンスの不調の結果、ファンドの投資目的によって、ファンドが投資対象ファンドの投資を

撤回することはありません。投資対象ファンド投資顧問会社および／または投資対象ファン

ド副投資顧問会社が投資対象ファンドと提携し続けるという保証はなく、また提携し続ける

場合は、好調に運営し続けるという保証はありません。さらに、投資対象ファンド投資顧問

会社および／または投資対象ファンド副投資顧問会社のキーパーソンの死亡、就労不能また

は退職によって投資対象ファンドの投資、ひいてはファンドのパフォーマンスに悪影響が及

ぶ可能性があります。 

支配の欠如 

受託会社、管理会社または投資運用会社のいずれも、投資対象ファンドまたは投資対象

ファンドの勘定でなされる投資を支配しません。投資対象ファンドまたは投資対象ファンド

の投資に関するかかる支配の欠如は、ファンドに不利益となる可能性があります。 

アンダーライング・サービス提供会社への依存 

 投資対象ファンドのパフォーマンスは、概ね、投資対象ファンド投資顧問会社、投資対象

ファンド副投資顧問会社およびその他のアンダーライング・サービス提供会社のパフォーマ

ンスによって牽引されます。当該サービス提供会社が必要な基準に従ってその業務を適切に

遂行しない、契約上の義務に違反する、または不正、過失もしくは投資対象ファンドにとっ

て悪影響を及ぼすその他の方法による行為を犯した場合、これは投資対象ファンドへのファ

ンドの投資の価値に重大な悪影響を及ぼし、純資産総額の低下につながる可能性があります。 

費用の重複 

 潜在的投資者は、投資対象ファンドへの投資の結果、ファンドに対する支払費用（運用報

酬、サービス提供会社報酬、設立費用および監査費用を含みますが、これに限りません。）

の重複が生じうることに留意するべきです。この結果、ファンドの費用は、直接投資の典型

的な例または直接投資を行う投資ファンドの場合よりも純資産総額に対して高い割合を示す

可能性があります。 

リバランスの頻度および費用 

潜在的投資者は、投資対象ファンドにおけるリバランスの結果、投資対象ファンド全体の

パフォーマンス、ひいてはファンドのパフォーマンスを減少させる取引費用をもたらす可能

性があることに留意するべきです。 

マスター・フィーダー構造 

 ファンドは、他の投資者と共に、「マスター・フィーダー」構造を通じて、その資産の全

額または実質全額を投資対象ファンドに投資します。「マスター・フィーダー」構造、とり

わけ同じポートフォリオに投資する複数の投資ビークルの存在は、投資者固有のリスクを示

します。投資対象ファンドに投資する小規模の投資ビークルは、投資対象ファンドに投資す

る大規模の投資ビークルの行為によって重大な影響を受ける可能性があります。例えば、大

規模な投資ビークルが投資対象ファンドから撤退した場合、残存するファンドは、比例して

高い割合の運営費用を負担し、これにより低いリターンを生む可能性があります。投資対象

ファンドの投資者（ファンドおよびその他投資者を含みます。）による短期間の相当額の元

本の払戻しは、投資対象ファンドに対し最大の経済的利点を与えない時期および方法による
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投資ポジションの清算を必要とし、これにより投資対象ファンドの純資産価額、ひいては

ファンドの純資産総額に悪影響を及ぼす可能性があります。 

投資対象ファンドの英文目論見書および設立文書の条件 

投資運用会社は、ファンドの資産の実質全額を投資対象ファンドに投資します。ファンド

は、投資対象ファンドの英文目論見書および設立文書の条件を遵守しなければならず、かか

る条件は、購入および償還に制限を設ける可能性があります。さらに、投資対象ファンドの

清算の結果、ファンドの勘定で保有される株式の強制償還が生じる可能性があり、これは場

合によっては、受益証券の強制買戻しをもたらす可能性があります。したがって、ファンド

のパフォーマンスは、投資対象ファンドのパフォーマンスを完全に反映するとは限りません。 

流動性リスク 

 有価証券の需給状況、市場に対する相場見通し、経済および金融に関する状況の変化、有

価証券が取引される市場の規模や厚みの変化、ならびに市場関係者の相違は、当該投資対象

である有価証券の流動性に大きな影響を与える可能性があります。 

 

投資対象ファンド固有のリスク要因 

一般 

投資対象ファンドの投資証券の価格には上昇と同様に下落の可能性もあります。投資対象

ファンドがその投資目的を達成するという保証も、投資者が投資対象ファンドへの投資の全

額を回収するという保証もありません。特定の法域における投資制限によって、投資対象

ファンドの投資の流動性が制限される可能性があります。投資対象ファンドの投資利益およ

び収益は、それが保有する投資対象の資本増価および収益から発生した費用を控除したもの

に基づきます。したがって、投資対象ファンドのリターンは、かかる資本増価または収益の

変動に伴い変動する可能性があります。投資者は、投資対象ファンドへの投資を中長期の投

資と捉えるべきです。 

エクイティ証券 

エクイティ証券への投資に伴うリスクには、市場価格の変動、特定の発行体に悪影響を与

える出来事、および、支払いの面においてエクイティ持分が債券等の他の有価証券に劣後す

ることが含まれます。エクイティ証券の価格は激しく変動することがあります。有価証券の

価格変動は予測が難しく、特に投機、需給関係の変化、政府間取引、財政、金融および為替

の統制プログラムおよび政策、国内外の政治および経済的出来事、気候、金利変動ならびに

市場固有のボラティリティの影響を受けます。さらに、政府は直接的におよび規制を通じて、

随時特定の市場に介入することがあります。当該介入は大抵、直接的に価格に影響を与える

ことを目的としており、これらの市場で急速な変動を引き起こすことがあります。投資対象

ファンド投資顧問会社およびその受任者が、将来の価格レベルを正しく予測できるという保

証はありません。 

時価総額リスク 

 時価総額で見た中小企業の有価証券またはその有価証券に関連する金融商品は、大企業の

有価証券に比べて市場が限られている可能性があります。したがって、時価総額が大きく、

幅広い取引市場を有する企業の有価証券に比べて、有利な時期に、または大幅な価格下落な

しに売却することが困難になる可能性があります。また、中小企業の有価証券は、好ましく

ない経済報道などの市場の不利な要因に対して一般的により脆弱であるため、価格変動が大

きくなるおそれがあります。 

市場リスク 

投資対象ファンドが投資する可能性のある証券取引所の一部は、先進国市場の証券取引所
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に比べて規則が整備されていない場合があり、非流動的であるか、流動性が十分でないか、

または激しく変動しやすいことが随時判明する可能性があります。これは、償還請求または

その他の資金調達要求に応じるために、投資対象ファンドがポジションを清算する際の価格

に影響を及ぼすおそれがあります。 

為替管理および本国送金に係るリスク 

投資対象ファンドは、一部の国から資本、分配金、利息およびその他の収益の本国送金を

行えない、またはかかる本国送金のために政府の同意を得る必要がある可能性があります。

投資対象ファンドは、資金の本国送金への同意の導入、同意の遅延もしくは同意の付与の拒

否によって、または取引の決済手続きに影響する公的な介入によって、悪影響を受ける可能

性があります。経済または政治の状況によっては、ある国で投資が行われる前に与えられた

同意が撤回もしくは変更され、または新たな制限が実施される可能性があります。 

政治、規制、決済および副保管に係るリスク 

投資対象ファンドの資産価値は、国際政治の進展、政府の政策の転換、税制の変更、外国

投資および通貨の本国送金の制限、通貨の変動ならびに投資先の国のその他の法律および規

制の動向等の不確実要素の影響を受けることがあります。さらに、投資先である一部の国に

おいて、その法的インフラならびに会計、監査および報告の基準は、主要証券市場で一般的

に適用されるような投資家保護または投資家への情報提供の水準に達していない可能性があ

ります。 

法的インフラ 

一部の対象国の会社法は、発展の初期段階にある可能性があります。これらの国が発展す

るにつれて、新たな法律の一部が投資対象の価値に対して、投資時には予想できなかった悪

影響を与えるおそれがあります。かかる法律の効力は未だ不確実であるため、外国の株主の

権利が保護される範囲についての保証はありません。さらに、一部の法域で最近制定された

法律および将来の法律を解釈し、これらについて助言を行う、有資格の司法および法律の専

門家が不足する可能性もあります。 

流動性リスク 

投資対象ファンドが投資した有価証券または金融商品の全てが上場または評価されるわけ

ではなく、結果、その流動性が低くなることがあります。さらに、一部の投資に係る保有資

産の買集めおよび処分は、時間がかかり、不利な価格で行われなければならない可能性があ

ります。投資対象ファンドは、流動性の制限をもたらす不利な市況のため、公正価格で資産

を処分することが困難になる可能性もあります。 

償還リスク 

投資対象ファンドの投資証券が大量に償還される場合、それにより投資対象ファンドが、

通常であれば処分を望まない時期および価格での資産の売却を余儀なくされる可能性があり

ます。 

信用リスク 

投資対象ファンドが投資する有価証券またはその他の金融商品の発行体が、かかる有価証

券もしくは金融商品への投資総額またはかかる有価証券もしくは金融商品について支払われ

るべき金額の一部または全額の損失を引き起こす、信用上の困難に陥らない保証はありませ

ん。投資対象ファンドは、取引を行っている相手方、または金融デリバティブ商品の取引に

関して証拠金もしくは担保を供している相手方の信用リスクにもさらされ、相手方による債

務不履行のリスクを負います。 

通貨リスク 

投資対象ファンドの資産は、米ドル以外の通貨建てであることがあり、米ドルおよび当該
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資産の通貨間における為替レートの変動により、米ドルで表示された投資対象ファンドの資

産価値が低下する可能性があります。かかる為替レートのリスクをヘッジするのは、不可能

または現実的でない可能性があります。投資対象ファンド投資顧問会社は、金融デリバティ

ブ商品を利用してかかるリスクを軽減することができますが、その義務を負っているわけで

はありません。 

投資対象ファンドは、随時、直物または通貨先渡契約の締結によって、通貨為替取引を締

結することができます。投資対象ファンドは、投機目的で先渡契約を締結しません。直物取

引も通貨先渡契約も、投資対象ファンドの有価証券の価格または為替レートの変動をなくす

ものではなく、かかる有価証券の価格が下落した場合に損失を防ぐものでもありません。投

資対象ファンドが保有する通貨ポジションは、同ファンドが保有する証券ポジションと対応

しない場合があるため、投資対象ファンドのパフォーマンスは、為替レートの動向に大きく

左右される可能性があります。 

投資対象ファンドは、特定の証券取引または予定される証券取引の取引日と決済日の間に

為替レートまたは金利が変化した結果起こる、ポートフォリオ・ポジションの相対的価値の

変動に対する保護を目的として、通貨為替取引を締結し、ならびに／または金融技術および

金融商品を用いることができます。これらの取引は、ヘッジした通貨の価値下落による損失

リスクの軽減を目的としていますが、同時に、ヘッジした通貨の価値が上昇した場合に実現

する可能性がある収益も制限します。一般的に、関連する契約金額と対象有価証券の価値を

完全に一致させることはできません。これは、関連する契約の締結日から当該契約の履行日

までの間に対象有価証券の価値が市場で変動する結果、かかる有価証券の将来における価値

が変化するためです。投資対象ファンドの投資対象の属性に完全に一致したヘッジ戦略の実

行が奏功するとの保証はありません。一般に予想される為替または金利の変動については、

かかる変動のために予想されるポートフォリオ・ポジションの価値の下落から資産を保護す

るために十分な価格で、これをヘッジできない可能性があります。 

米国預託証券およびグローバル預託証券への投資 

米国預託証券は、通常、米国の銀行または信託会社が発行する預託証券で、外国会社が発

行した原エクイティ証券の所有権を証明します。グローバル預託証券は、通常、外国の銀行

または信託会社が発行しますが、米国の銀行または信託会社が発行することもある預託証券

で、外国または米国の会社が発行した原エクイティ証券の所有権を証明します。一般的に、

記名式の預託証券は米国の証券市場での使用を想定し、無記名式の預託証券は米国以外の証

券市場での使用を想定しています。投資対象ファンドの投資方針においては、投資対象ファ

ンドが預託証券に投資した場合、それは原有価証券への投資とみなされます。 

固定利付債への投資 

固定利付債への投資は、金利、セクター、担保、債務不履行および信用に係るリスクにさ

らされます。低格付証券は、これらの証券が有する信用度の低さおよび債務不履行のリスク

の高さを補うため、通常、高格付証券よりも高い利回りを提供します。一般的に、低格付証

券は、主に金利の全体的な水準の変動に反応する高格付証券に比べ、企業および市場の短期

的な変化を反映しやすい傾向にあります。低格付証券に投資する人は比較的少ないため、か

かる証券を最適な時期に購入し売却することは難しい場合があります。 

一部の国際的な債券市場で実行される取引量は、米国等の世界最大規模の市場での取引量

に比べて大幅に少ないことがあります。したがって、かかる市場における投資対象ファンド

の投資は、より取引量が多い市場で取引されている証券への類似の投資に比べて流動性が低

く、価格が変動しやすい可能性があります。さらに、一部の市場では他の市場に比べて決済

期間が長い場合があり、これはポートフォリオの流動性に影響を及ぼすおそれがあります。 
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国債への投資のリスク 

政府が発行する金融商品へのエクスポージャーは、経済および政治に関する多大なリスク

を伴う可能性があります。国債に投資することで、ファンドは対象となる国の政治、社会お

よび経済の変化の直接的または間接的な影響にさらされます。政治的な変化は、関連する政

府がその国債に係る債務の支払いを適時に行うかの意向に影響することがあります。とりわ

けインフレ率、外国への債務額および国内総生産に表れるかかる国の経済情勢も、関連する

政府の債務の支払能力に影響を及ぼします。 

一部のソブリン金融商品の保有者は、これらの債務のリストラクチャリングおよび繰延べ

への参加、ならびに発行体への追加の融資を求められる可能性があります。ソブリン金融商

品の保有者の利益は、リストラクチャリングの取決めの過程で不利な影響を受ける可能性が

あります。ファンドがエクスポージャーを有する可能性があるソブリン債の発行体は、外国

債務の履行が極めて困難になるおそれがあります。これらの困難により、かかる国は、とり

わけ債務に係る利息および元本の支払いの繰延べならびに一部の負債のリストラクチャリン

グを余儀なくされる可能性があります。繰延べおよびリストラクチャリングの取決めは、新

規もしくは修正与信契約の交渉、または未払いの元本および利息の「ブレイディ債」もしく

は類似の金融商品への転換により利息および元本の支払いを減額し繰り延べること、ならび

に利息の支払資金を調達するために新たな与信を入手することを含む可能性があります。投

資対象ファンドは、一部のソブリン債務について債務不履行が起こった場合に、限られた法

的手段しか取れない可能性があります。例えば、政府機関の債務の一部については、民間の

債務と異なり、その債務不履行に対する救済が、債務不履行が生じた当事者の裁判所で追求

されなければならない場合があります。したがって、法的手段は大幅に制限される可能性が

あります。 

金利の変動 

投資対象ファンドの投資証券の価値は、金利の大幅な変動によって悪影響を受ける可能性

があります。 

非投資適格証券 

投資対象ファンド投資顧問会社は、投資適格未満の格付けをされている有価証券（以下

「非投資適格証券」といいます。）に投資する場合があります。非投資適格証券は、継続的

な不確実性に直面することがあり、また発行体による利息および元本の適時の支払いの不能

を引き起こす可能性がある、事業、財務または経済の不利な状況にさらされることがありま

す。投資対象ファンドの勘定で保有される一部の有価証券の低い格付けは、発行体の財務状

況もしくは一般的な経済情勢もしくはその双方における不利な変化、または金利の予想外の

上昇によって、発行体による利息および元本の支払能力が損なわれる可能性がより高いこと

を示しています。かかる有価証券は、債務不履行のリスクが高く、そのことが投資対象の資

本価値に影響を与える可能性があります。 

償却原価法 

投資対象ファンドの投資対象の一部または全ては、償却原価にて評価される場合がありま

す。償却原価法は、マネー・マーケット・ファンドである投資対象ファンドを評価する際、

または、満期までの残存期間が６か月以下の有価証券を評価する際に限り用いられます。 

短期金利が下落している期間においては、継続的な投資証券発行による投資対象ファンド

への純新規資金の流入が、投資対象ファンドのポートフォリオ残高よりも低い利回りを生む

ポートフォリオ商品に投資される可能性が高く、よって、投資対象ファンドの現在の利回り

は低下します。金利が上昇している期間については、その逆が起こり得るといえます。 

評価リスク 
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 投資対象ファンドは、その資産の一部を、流動性および／または市場価格のない有価証券

や金融商品に投資することがあります。このような投資や金融商品は、投資対象ファンドの

取締役またはその代理人により、その想定される実現価値について、投資対象ファンド投資

顧問会社と誠実に協議の上、評価されます。このような投資は、本質的に価値を評価するこ

とが困難であり、相当な不確実性を伴います。評価プロセスから得られる推定値が、当該有

価証券の実際の売却または「クローズアウト」の価格を反映するとの保証はありません。 

会計・監査・財務報告基準 

 投資対象ファンドが投資する可能性のある多くの国の会計・監査・財務報告基準は、米国、

英国および欧州連合の企業に適用される基準よりも範囲が狭い場合があります。 

優先証券 

 優先株式または優先証券に対して投資する可能性があります。優先株式または優先証券は、

会社の資本構成において社債およびその他の債券に劣後するため、当該債券よりも高い信用

リスクを伴います。さらに、優先証券は、議決権が無いまたは制限的であること、特別な償

還請求権の対象となること、配当が延期されまたは省略されること、流動性が制限的である

こと、税制上の取扱いが変更されること、規制の厳しい業界に属する可能性があること等、

その他のリスクにもさらされます。 

デリバティブおよび金融技術・金融商品のリスク 

一般 

デリバティブ商品の価格は激しく変動します。先渡契約、先物契約およびその他のデリバ

ティブ契約の価格変動は、とりわけ、金利、需給関係の変化、貿易・財政・金融・為替管理

に関する政府の制度や政策および国内外の政治的・経済的な出来事や政策の影響を受けます。

さらに、政府は随時、一定の市場、特に通貨・金利関連の先物やオプションの市場に、規制

により直接介入します。このような介入は多くの場合、価格に直接影響を及ぼすことを意図

しており、他の要因と併せて、金利変動等を原因として、これらの市場全てを同じ方向に急

速に動かす可能性があります。さらに、金融技術・金融商品を用いることには、(1)ヘッジ対

象証券の価格変動および金利変動を予測する能力に対する依存、(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

証券または市場セクターとの間の不完全な相関関係、(3)これらの手段を用いるために必要な

スキルが、投資対象ファンドの有価証券を選択するために必要なスキルとは異なるという事

実、(4)特定の商品に関して、特定の時点において流動性のある市場が存在しない可能性、お

よび(5)効果的なポートフォリオ管理または償還の実行能力が阻害される可能性を含む、一定

の特別なリスクも伴います。 

投資対象ファンドは、特定のデリバティブ商品に対して投資される場合があり、権利や資

産のみならず義務の引受けを伴う可能性があります。ブローカーに証拠金として預託された

資産は、ブローカーにおいて分別管理されない場合があり、したがって、当該ブローカーの

支払不能または破産の場合には、当該ブローカーの債権者が利用できるようになる可能性が

あります。 

先物契約の流動性 

特定の商品取引所では「一日の価格変動制限」または「日次制限」と呼ばれる規制により、

特定の先物契約の一日の価格変動を制限しているため、先物ポジションの流動性は低い場合

があります。このような日次制限の下では、一取引日中において日次制限を超える価格での

取引を行うことはできません。特定の先物契約の価格が日次制限に等しい額だけ増加または

減少した場合、トレーダーがその限度額あるいは限度内で取引を行う意思がない限り、先物

ポジションを獲得または清算することはできません。これにより、投資対象ファンドは、不

利なポジションを清算することができなくなる可能性があります。 
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先物リスク 

投資対象ファンド投資顧問会社は、投資対象ファンドのために、先物を利用して様々な

ポートフォリオ戦略を実行することができます。先物取引の性質上、証拠金となる現金は、

投資対象ファンドが未決済ポジションを有するブローカーにより保有されます。ブローカー

が支払不能となった場合または破産した場合、当該現金が投資対象ファンドに返還される保

証はありません。 

外国為替取引 

投資対象ファンドが、その保有する譲渡性証券の通貨エクスポージャー特性を変化させる

デリバティブを利用する場合、投資対象ファンドが保有する通貨ポジションと有価証券ポジ

ションとが一致しない可能性があることから、投資対象ファンドのパフォーマンスは為替

レートの変動の影響を強く受ける可能性があります。 

先渡取引 

先物契約とは異なり、先渡契約や先渡契約上のオプションは取引所において取引されず、

標準化されていません。むしろ、銀行やディーラーがこれらの市場で当事者となって、個々

の取引を個別に交渉します。先渡取引および「現金」取引は、実質的に規制されていません。

すなわち、日々の値動きに制限はなく、投機的ポジション制限は適用されません。先渡市場

で取引を行う当事者は、取引する通貨や商品について継続的にマーケット・メークを行う必

要はなく、また、これらの市場は、流動性の低い期間が発生することがあり、その期間は極

めて長い場合もあります。市場の非流動性や混乱は、投資対象ファンドに重大な損失をもた

らす可能性があります。 

店頭市場リスク 

 投資対象ファンドが店頭市場で有価証券を取得する場合、当該有価証券の流動性が限定的

であり、価格変動が比較的大きいことから、投資対象ファンドが当該有価証券の公正価値を

実現できるとの保証はありません。 

相関性 

 デリバティブの価格は、取引コストや金利変動等の理由から、原有価証券の価格との相関

が不完全となる場合があります。また、取引所で売買されるデリバティブの価格も、需給要

因による価格変動の影響を受ける場合があります。 

好調なパフォーマンスの機会の喪失 

 市場リスクをヘッジもしくは保護するため、またはカバード・コール・オプションを売っ

て追加収益を得るためにデリバティブを利用することは、有利な市場変動から利益を獲得す

る機会を減少させる可能性があります。 

カウンターパーティー・リスクおよび法的リスク 

 先渡契約、スワップ契約、差金決済取引等の店頭デリバティブを利用することは、関与す

るカウンターパーティーに関する信用リスクおよび契約に係る法的文書が当事者の意図を正

確に反映しないリスクに投資対象ファンドをさらすことになります。 

証拠金 

投資対象ファンド投資顧問会社は、投資対象ファンドのために締結された先物契約および

オプション契約に関連して、証拠金およびオプション・プレミアムをブローカーに支払う義

務を負います。取引所で取引される契約は、一般的に当該取引所により保証されているもの

の、投資対象ファンドは依然として、取引を行うブローカーの詐欺行為または支払不能のリ

スクにさらされる可能性があります。投資対象ファンド投資顧問会社は、優良または定評が

あると投資対象ファンド投資顧問会社が判断するブローカー経由でのみ取引を行うことによ

り、このリスクの最小化に努めます。 
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ボラティリティ 

投資対象ファンドの純資産総額は、デリバティブの利用や使用される運用技術により、高

いボラティリティを有する場合があります。ボラティリティは、投資対象ファンドが原投資

対象を直接保有している場合と著しく異ならないはずであることを意図しつつも、このよう

な金融技術・金融商品を用いることにより投資対象ファンドのリスク特性に生じ得る影響と

して、追加的に市場や有価証券のエクスポージャーを得る際にボラティリティが上昇する可

能性があります。 

証券金融取引に関連するリスク 

一般 

レポ契約、リバース・レポ契約および株式貸付契約を締結することは、投資対象ファンド

およびその投資家にいくつかのリスクを生じさせることになります。投資対象ファンドは、

証券金融取引の相手方が、投資対象ファンドから提供された資産と同等の資産を返還する義

務について債務不履行に陥るリスクにさらされます。また、投資対象ファンドは、相手方の

債務不履行を補填するために提供された担保を現金化できない場合、流動性リスクにさらさ

れます。さらに、これらの取引は、証券金融取引を行うために標準的な契約を利用すること

で、契約が当事者の意図を正確に反映していない、または相手方の設立法域において相手方

に対して契約の強制執行ができない等の法的リスクを投資対象ファンドが負う可能性がある

という点で、法的リスクをもたらす可能性があります。このような取引はまた、証券金融取

引の利用および担保の管理が、不適切もしくは機能不全となった内部プロセス、人員、およ

びシステムまたは外部的事象から生じる損失のリスクにさらされる点において、オペレー

ショナル・リスクをもたらす可能性もあります。また、相手方の転担保権に関してもリスク

が生じる可能性があります。 

有価証券貸付 

 投資対象ファンドは、有価証券の貸付けを行うことができます。信用供与と同様に、遅延

と回収のリスクがあります。有価証券の借主が財務的に破綻した場合または有価証券貸付取

引に基づく債務の不履行が生じた場合、当該取引に関連して提供された担保を実行すること

になります。担保の価値は、相手方に対するエクスポージャーがUCITS規制の下で課されてい

るリスク分散ルールに違反しないように、一定の水準に維持されます。ただし、担保の価値

が貸付けた有価証券の価値を下回る可能性があります。さらに、投資対象ファンドは、有価

証券貸付契約に基づき受領した現金担保を投資することができるため、当該投資に伴う発行

体または関連する有価証券の破綻または債務不履行等のリスクにさらされます。 

レポ契約 

 レポ契約の下では、投資対象ファンドは、相手方に売却した有価証券の経済的リスクおよ

び経済価値を保持しているため、相手方から当該有価証券を、あらかじめ決められたその価

値よりも高い価格で買い戻さなければならない場合には、市場リスクにさらされます。レポ

契約に基づき受領した現金担保を再投資することを選択した場合にも、当該投資に関して生

じる市場リスクにさらされます。 

担保管理に関連するリスク 

投資対象ファンドは、店頭デリバティブ契約または証券金融取引を締結する場合、当該相

手方またはブローカーに担保を提供することを要求される場合があります。投資対象ファン

ドが相手方またはブローカーに差し入れる担保について、第三者保管会社において分別され

ていない場合は、当該資産の顧客保護のための「分別」の利益を有しません。したがって、

相手方またはブローカーの支払不能が発生した場合、当該相手方またはブローカーの債権者

が担保を利用できるようになったときは、投資対象ファンドがその担保の返還を受けること
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ができない、または担保の返還に時間を要するおそれがあります。また、投資対象ファンド

は、流動性の高い非現金担保のみを受け入れることが可能ではあるものの、相手方の債務不

履行を補填するために提供された担保を現金化することができないというリスクにさらされ

ます。また、投資対象ファンドは、不適切もしくは機能不全となった内部プロセス、人員、

およびシステムまたは外部的事象から生じる損失のリスクにもさらされます。 

投資対象ファンドは、受領した現金担保をアイルランド中央銀行の課す条件に従って再投

資する場合、現金担保が投資された当該有価証券の発行体の倒産または債務不履行のリスク

にさらされます。 

所有権移転担保契約により相手方もしくはブローカーに担保が差し入れられた場合または

投資対象ファンドに代わりアンブレラ・ファンドが担保契約に基づく転担保権を付与し、そ

の後かかる転担保権が相手方により行使された場合、投資対象ファンドに代わるアンブレ

ラ・ファンドは同等の資産の返還を求める無担保の契約上の請求権のみを有することになり

ます。投資対象ファンドは、相手方が支払不能となった場合には無担保債権者となり、同等

の資産を受領する、またはその資産の全額を取り戻すことができないおそれがあります。投

資家は、相手方の支払不能により投資対象ファンドに損失が発生するおそれがあり、それが

重大な損失となり得ることを想定する必要があります。さらに、相手方の転担保権の対象と

なる資産は、アンブレラ・ファンドやその代理人が把握または管理することができない一連

の複雑な取引の一部を構成する場合があります。 

担保の移転は標準的な契約を利用して行われるため、投資対象ファンドは、契約が当事者

の意図を正確に反映していない、または相手方の設立法域において相手方に対して契約の強

制執行ができない等の法的リスクにさらされる可能性があります。 

サステナビリティ・リスク 

理念 

 投資対象ファンド投資顧問会社は、環境・社会・ガバナンス（以下「ESG」といいます。）

に関するリスクをファンダメンタル分析の重要な要因と捉えており、それにより従来の財務

分析では捉えられなかったESG要因に関連するダウンサイド・リスクの軽減やアップサイド・

ポテンシャルの向上に役立てることができます。投資対象ファンド投資顧問会社は、ESG／サ

ステナビリティ・リスクを含むすべての重要なリスクと投資機会をファンダメンタル分析に

統合することがその責務であると考えています。また、投資対象ファンド投資顧問会社は、

ESG／サステナビリティ・リスクの統合が結果的により良い投資判断に寄与すると考えていま

す。 

サステナビリティ・リスクに対する方針 

 サステナビリティ・リスクの管理は、投資対象ファンド投資顧問会社が実施するデュー・

デリジェンス手続きの重要な一部となります。投資対象ファンド投資顧問会社は、原投資に

関連するサステナビリティ・リスクを評価する際に、ESGに関する事象や状況により、当該原

投資の価値に重大な悪影響が生じるリスクを評価しています。 

 投資対象ファンド投資顧問会社が投資対象ファンドに特に関連があると考える種類のサス

テナビリティ・リスクの概要は、以下のとおりです。 

環境に関するサステナビリティ・リスク（以下を含みますが、これらに限定されません。） 

- 気候変動 

- 水ストレス 

社会に関するサステナビリティ・リスク（以下を含みますが、これらに限定されません。） 

- 製品の安全・品質（サプライチェーンおよび製造） 

- サイバーセキュリティおよびデータ・プライバシー 
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- 人材管理 

ガバナンスに関するサステナビリティ・リスク（以下を含みますが、これらに限定されま

せん。） 

- 事業活動（ミスコンダクト） 

- 取締役会の構成、独立性および自己保身 

- 会計実務 

- 所有構造 

- サステナビリティのパフォーマンスに対する役員報酬の調整 

投資対象ファンド投資顧問会社は、より広範な証券分析の一環としてサステナビリティ・

リスクを特定することを目指しています。本項において、「サステナビリティ」および「環

境・社会・ガバナンス」または「ESG」の用語は同義で使用されます。 

評価 

サステナビリティ・リスクの影響を定量化することは困難です。ESGに対する企業の取り組

みは、その長期的な価値に影響を及ぼす可能性はあるものの、サステナビリティ・リスクを

統合したにも関わらず、個々の投資のパフォーマンスや投資対象ファンドのポートフォリオ

全体のリターンに関する保証はありません。 

 
利益相反 

受託会社、管理会社、報酬代行会社、投資運用会社、代行協会員、日本における販売会社、

管理事務代行会社、保管会社その各持株会社、持株会社の株主および持株会社の子会社なら

びにその取締役、役員、従業員、代理人および関連会社またはファンドのその他の関連当事

者（以下「利害関係人」といいます。）は、ファンドとの間の利益相反を引き起こす可能性

があるその他の金融、投資またはその他の専門的活動に従事することがあります。これらに

は、その他ファンドの受託会社、管理会社、報酬代行会社、管理事務代行会社、副管理事務

代行会社、保管会社、投資運用会社、投資顧問会社または販売会社として行為することおよ

びその他のファンドもしくは会社の取締役、役員、顧問または代理人として従事することが

含まれます。利害関係人は、当該活動から得た利益に関する説明責任を負わないものとしま

す。利益相反が発生した場合、利害関係人は、状況に応じて、これが公平に解決され、独立

当事者の関係となるよう努力するものとします。 

前述の一般性を制限することなく、利害関係人の役務はファンドに限られるものではなく、

各利害関係人は自由にファンドとは異なる別途のファンドを設立すること、またはこれに対

してその他の役務を提供すること、その他のミューチュアル・ファンドおよびその他の同様

のスキームに対して利害関係人が取り決める条件においてその他のサービスを提供すること、

ならびに各自の使用および利益のためにこれらの役務から支払われる報酬またはその他金銭

を保持することを自由に行うことができます。ただし、ファンドの運営およびこれに関連す

る情報は、機密かつファンドに排他的に帰属するものであるとみなされます。投資運用会社

は、投資運用会社が他社に同様のサービスを提供する過程、もしくは他の資格において事業

をおこなっている過程で、または本信託証書に基づく義務を遂行している過程以外のあらゆ

る方法で、投資運用会社またはその社員もしくは代理人の知るところとなる事実または事柄

につき、この事実または事柄を知ったことに起因して受託会社、管理会社もしくはその関連

会社にこれを通知または開示する義務を負わないものとします。 

適用ある法令に従い、利害関係人（下記(a)項の場合、受託会社を除く。）は、以下のこと

を行うことができます。 

(a）受益証券の所有者となり、利害関係人が適切と考える方法で当該受益証券を保有、処
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分または取引すること。 

(b）同一または類似の投資がファンドの勘定で保有されるとしても、投資における購入、

保有および取引を各自の勘定において行うこと。ただし、当該投資が利害関係人もし

くは当該利害関係人が助言または管理を行う投資ファンドまたは勘定を通じて購入さ

れ、またはこれに対して売却される場合、ファンドは、当該取引が公開市場で成立し

た場合より悪い状況になることなく、各場合において信頼のおける取引相手方と、取

引の時点における同一規模であり、性質上関連する市場において可能な最良の条件に

基づいて行われるものとします。疑義を避けるために付言すると、受益者または潜在

的な受益者によって特に承認された条件による投資は、当該要件の違反であるとみな

されないものとします。 

(c）その証券のいずれかがファンドによって、またはファンドの勘定で保有されている受

託会社、管理会社、投資運用会社または受益者もしくは事業体と、契約または金融取

引、銀行取引もしくはその他の取引を締結すること、または当該契約もしくは取引に

利害関係を有すること。利害関係人は、トラストおよび受益者に対する受託会社、管

理会社および投資運用会社の義務に常に従い、当該契約または取引に関して、関連当

事者間の関係のみを理由に説明を求められることはありません。 

(d）利害関係人が、ファンドの利益になるか否かによらず、利害関係人が実行するファン

ドの投資の売買について交渉することに対する手数料および利益を受領すること。受

託会社またはその関連会社がファンドの資金または借入についてバンカー、貸付人も

しくは投資家として行為する場合、利害関係人は、かかる資格において、通常の銀行

貸付の利益の全てを保持する権利を有します。 

管理会社、投資運用会社、報酬代行会社、代行協会員および日本における販売会社は、利

益相反につながる利害関係を有する事業体になる可能性があります。さらに、管理会社、投

資運用会社、報酬代行会社および日本における販売会社ならびにファンドの受託者としての

受託会社に対し役務を提供する各関係会社は、これらの立場における受託会社および受益者

に対する義務とその他の資格における利害との間の利益相反に直面する可能性があります。

このような場合、管理会社、投資運用会社、報酬代行会社および日本における販売会社なら

びにファンドの受託者としての受託会社に役務を提供する各関係会社は、各自の都合により、

利益相反を解決することができます。さらに、管理会社、投資運用会社、報酬代行会社、代

行協会員および日本における販売会社ならびに各関連会社は、ポートフォリオに含まれる原

資産、またはかかる原資産に投資された資産（場合による）に関してプライム・ブローカー

としての役割を果たすことができます。 

投資運用会社は、野村グループの一員で、かつ投資対象ファンド投資顧問会社の関連会社

であり、これも利益相反をもたらすことがあります。投資運用会社は、ファンドの資産の大

部分を投資対象ファンドに分配する権限を有しており、また投資対象ファンド投資顧問会社

は、投資対象ファンドの運用資産に基づく運用報酬を受領する権利を有しています。 
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② リスクに対する管理体制 

管理会社では、運用リスクの状況について、ファンドの投資制限、投資ガイドライン、運

用方針に沿ったものであることをチェックします。 

投資運用会社は、投資判断の実施またはキャッシュフロー管理等のためにデリバティブを

使用しません。投資対象ファンドは、UCITSに適用されるEUの規制に基づくリスク管理手法に

従って、信用リスクを管理します。 
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４ 手数料等及び税金 

（１）申込手数料 

購入価額に対して、3.30％（税抜3.00％）の率を乗じて得た額を上限として日本における

販売会社が個別に定める額とします。 

購入時手数料は、購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等

の対価として、投資者が購入時に日本における販売会社に対して支払います。詳しくは、日

本における販売会社にお問い合わせ下さい。 

 

（２）買戻し手数料 

買戻し手数料はかかりません。 

 

（３）管理報酬等 

ファンドの資産から支払われる実質的な費用は、最大年率1.825％程度※となります。 

※有価証券届出書提出日現在。管理報酬等及び投資対象ファンド報酬の合計です。今後この数値は見直さ

れる場合があります。 

ファンドの資産から支払われる管理報酬等の総報酬は、純資産総額の最大年率0.975％程度

となります。 

（注）管理事務代行報酬に最低報酬金額が設定されているため、純資産総額によっては上回ることがあり

ます。 

投資対象ファンド報酬の総額は、投資対象ファンドのI US＄クラス投資証券が管理する資

産の最大年率約0.85％となっています（有価証券届出書提出日現在）。 

 

管理会社報酬 

 管理会社は、報酬代行会社報酬（以下に定義します。）から毎月後払いされる運用報酬と

して、年間5,000米ドルを受け取る権利を有します。疑義を避けるために付言すると、管理会

社は、管理会社報酬の支払いの削減または免除を自己の裁量で決定することができます。 

 管理会社報酬は、ファンドの資産の運用・管理、受益証券の発行・買戻し業務の対価とし

て管理会社に支払われます。 

受託会社報酬 

 受託会社は、報酬代行会社報酬から毎年前払いされる10,000米ドルの年間固定報酬を受け

取る権利を有します。受託会社はまた、業務の遂行に伴い適切に発生した全ての負担した経

費および支出に関して報酬代行会社報酬から支払いを受ける権利を有します。 

 受託会社報酬は、ファンドの受託業務の対価として受託会社に支払われます。 

管理事務代行報酬 

 管理事務代行会社は、総資産総額の規模に従い、以下の段階的な資産ベースで計算される

報酬（以下「管理事務代行報酬」といいます。）を受け取る権利を有します。まず、純資産

総額の５億米ドル以下に対して年率0.07％、次に、５億米ドル超10億米ドル以下に対して年

率0.06％、そして、10億米ドル超の金額に対して年率0.05％となります。これらは、いずれ

も各評価日時点で発生および計算されますが、最低年間報酬は、45,000米ドルです。管理事

務代行会社は、受託会社によりファンドの資産から四半期ごとに後払いで報酬を受け取る権

利を有します。また、一部の特定の管理事務代行業務（監査確認書の発行、中間財務書類の

作成、またはルクセンブルクで一般に公正妥当と認められる会計原則以外の会計原則の使用

等）の遂行について、管理事務代行会社は、管理事務代行会社および受託会社が合意する金

額の報酬を、ファンドの資産から受け取る権利を有します。また、管理事務代行会社は、業
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務の遂行に伴い合理的に負担した全ての経費および支出に関して、受託会社によりファンド

の資産から支払いを受ける権利を有します。 

 管理事務代行報酬は、ファンドの登録・名義書換代行業務および管理事務代行業務の対価

として管理事務代行会社に支払われます。 

保管会社報酬 

 保管会社は、保管業務の提供に対して、ファンドの資産から四半期ごとに後払いで、各評

価日時点で発生および計算される、純資産総額の年率0.025％の報酬（以下「保管会社報酬」

といいます。）を、受託会社に代わり管理事務代行会社から受け取る権利を有します。保管

会社はまた、保管会社がファンドの勘定で行うことがある全ての付随業務（ファンドの投資

目的、方針および制限に基づき管理会社（またはその代理人）から保管会社に通知される外

貨取引の手続きを含みますが、これに限られません。）にかかった全ての付随費用に関して、

受託会社および保管会社が随時合意する金額にてファンドの資産から支払われるものとしま

す。保管会社はまた、関係当事者と合意した他の報酬を受け取る権利および業務の遂行に伴

い適切に発生した全ての負担した経費および支出（全ての副保管会社の報酬および費用を含

みます。）に関してファンドの資産から支払いを受ける権利を有します。 

 保管会社報酬は、ファンドの資産の保管業務の対価等として保管会社に支払われます。 

販売報酬 

 各日本における販売会社は、各評価日時点で発生および計算される、米ドルクラス受益証

券に帰属する純資産総額の年率0.70％に販売会社が受益者である発行済受益証券を米ドルク

ラス受益証券の発行総数で割った商を乗じて計算される報酬（以下「販売報酬」といいま

す。）を受け取る権利を有し、同報酬は、各評価日時点で発生し、毎月後払いされます。販

売報酬は、管理会社の代理として管理事務代行会社によってファンドの資産から支払われま

す。 

 販売報酬は、受益証券の販売・買戻し業務、運用報告書等各種書類の送付、口座内での

ファンド管理の業務等の対価として販売会社に支払われます。 
代行協会員報酬 

 代行協会員は、各評価日時点で発生および計算される、四半期ごとに後払いされる、米ド

ルクラス受益証券に帰属する純資産総額の年率0.01％の報酬を受け取る権利を有します。代

行協会員報酬は、管理会社の代理として管理事務代行会社によってファンドの資産から支払

われます。 

 代行協会員報酬は、受益証券の（１口当たりの）純資産価格の公表業務、目論見書、決算

報告書等の日本における販売会社への交付業務等の対価として代行協会員に支払われます。 

報酬代行会社報酬 
 報酬代行会社は、各評価日に発生し計算される純資産総額の年率0.12％の報酬（以下「報

酬代行会社報酬」といいます。）を受領する権利を有します。報酬代行会社報酬は、受託会

社の代理として管理事務代行会社によってファンドの資産から支払われます。 
報酬代行会社は、管理会社報酬、受託会社報酬ならびに報酬代行会社の合理的な判断にお

いて管理会社報酬および受託会社報酬に関連するコストおよび費用であると決定されるコス

トおよび費用（以下「通常経費」といいます。）を支払う責任を有します。 
疑義を避けるために付言すると、報酬代行会社は、投資運用会社報酬、監査報酬、設立費

用、販売報酬、管理事務代行報酬、保管会社報酬、代行協会員報酬、証券取引に関わるブ

ローカー報酬、監査報酬および費用に含まれない法律顧問および監査費用、ファンドまたは

トラストについて政府機関および諸官庁に支払う年間手数料、保険料、英文目論見書および

英文目論見書補遺ならびにこれに類するその他の募集書類に関わる費用、当該文書の作成、
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印刷、翻訳、および交付に関わる費用、有価証券の購入・処分に関する税金、リーガルコス

トまたは補償費用、ライセンス供与、税務申告、マネーロンダリング防止の遵守および監視、

ファンドの経済的実体に関する費用、ファンドの終了または清算に関する費用ならびに通常

は発生しないと管理会社が判断するその他の臨時費用および諸費用の支払いには、責任を負

いません。本書において規定されているその他の費用は、別段の定めがない限り、受託会社

の代理として管理事務代行会社によってファンドの資産から支払われます。 
通常経費のうち、報酬代行会社報酬を上回る金額は、報酬代行会社が支払う義務を負いま

す。通常経費の支払後の残額については、報酬代行会社がファンドについて報酬代行会社と

して行為することの報酬として保持します。 
報酬代行会社報酬は、各評価日時点で発生し、当初の期間のみについては2021年９月28日、

その他の期間については毎四半期の最終評価日（以下それぞれ「報酬計算日」といいます。）

から（同日を含みます。）、最終の期間以外の全ての期間については次回の報酬計算日、最

終期間については最終買戻日または当該日が評価日ではない場合直前の評価日（以下「最終

評価日」といいます。）まで（同日を含みます。）に発生する金額が四半期ごとに後払いさ

れます。 
疑義を避けるために付言すると、最終評価日が報酬計算日ではない場合、最終発生期間は、

最終評価日に終了するものとします。 
報酬代行会社報酬は、各報酬計算日および最終評価日から40ファンド営業日後の日以前に

支払われます。 
報酬代行会社報酬は、管理会社報酬等の支払い代行業務の対価として報酬代行会社に支払

われます。 

投資運用会社報酬 

 投資運用会社は、各評価日時点で発生および計算され、四半期ごとに後払いされる、純資

産総額の年率の0.05％の報酬を受け取る権利を有します。投資運用報酬は、受託会社の代理

として管理事務代行会社によってファンドの資産から支払われます。 

 投資運用会社報酬は、ファンドに関する資産運用業務および管理会社代行サービス業務の

対価として投資運用会社に支払われます。 

 

2025年３月31日に終了した会計期間における上記の各手数料は以下のとおりです。 

管理事務代行報酬 71,625米ドル 

保管会社報酬 25,851米ドル 

販売報酬 716,177米ドル 

代行協会員報酬 13,489米ドル 

報酬代行会社報酬 186,775米ドル 

投資運用会社報酬 51,162米ドル 

 

   投資対象ファンド報酬 

ファンドは実質的に全ての資産を投資対象ファンドに投資することから、ファンドは、投

資対象ファンドに適用される以下の費用および報酬を間接的に負担します。疑義を避けるた

めに付言すると、ここに記載された報酬は、投資対象ファンドのI US$クラス投資証券のみに

関するものです。 

投資対象ファンドのI US$クラス投資証券は、（i）投資対象ファンドの設立に関連する約

15,000ユーロの費用および経費（アンブレラ・ファンドの取締役の裁量により５年間かけて

償却されます。）のうちI US$クラス投資証券に帰属する分、および（ii）以下の報酬および
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運営費用のうちI US$クラス投資証券に帰属する分を負担します。 

・ アンブレラ・ファンドの全サブ・ファンドの価値総額の年率0.045％を上限とする管理

事務代行会社報酬。 

・ （a）投資対象ファンドが行う投資の市場価値を参照して計算した、年率0.400％を上

限とする保管会社報酬（ただし、最低報酬金額が設定されています。）および（b）投

資対象ファンドの純資産総額の年率0.0125％を上限とする受託会社報酬で構成される

保管費用。 

・ アンブレラ・ファンドの純資産総額の0.01％を上限とする年間管理会社報酬。 

・ 投資対象ファンドのクラスI投資証券の純資産総額の0.700％に相当する、投資対象

ファンド投資顧問会社報酬（当該報酬から、投資対象ファンド副投資顧問会社の報酬

が支払われます。）。 

・ その他の費用および経費（効果的なポートフォリオ管理技術、取締役報酬および投資

調査費用から発生する運営費用および手数料を含みますが、これらに限られませ

ん。）。 

有価証券届出書提出日現在において、投資対象ファンド報酬の総額は、投資対象ファンド

のI US$クラス投資証券が管理する資産の最大年率約0.85％となっています。投資者がファン

ドを介さず投資対象ファンドに直接投資する場合等、最大年率1.1675％の管理報酬等がかか

る場合があります。 

 

（４）その他の手数料等 

その他の手数料および費用 

 ファンドを含むトラストのシリーズ・トラストは、以下の費用および手数料をさらに負担

します。 

(a）シリーズ・トラストのために実行された全ての取引の費用および手数料 

(b）関連したシリーズ・トラストの管理の費用および手数料（以下を含みます。） 

(ⅰ）法務および税務の専門家ならびに監査人の報酬および費用 

(ⅱ）委託手数料（もしあれば）および証券取引に関して課税される発行税または譲渡税 

(ⅲ）副資産保管会社報酬および費用 

(ⅳ）政府または当局に対して支払われる全ての税金および法人手数料 

(ⅴ）借入れにかかる利息 

(ⅵ）投資者向けサービスに関連した通信費ならびに当該シリーズ・トラストの受益者総

会の準備、財務およびその他の報告書、委任状、目論見書、販売用資料および文献、

およびこれらに類する資料ならびにそれらの翻訳の印刷および配布の費用 

(ⅶ）保険の費用（もしあれば） 

(ⅷ）訴訟および補償費用ならびに通常の事業活動で発生しない臨時費用 

(ⅸ）登録サービスの提供 

(ⅹ）財務書類の準備および純資産総額の計算 

(xⅰ）コーポレート・ファイナンスまたは当該シリーズ・トラストの組成および通知、小

切手、計算書等の配布に関連したコンサルタント報酬を含む他の全ての設立および

運営費用 

(xⅱ）あらゆる政府税、物品税および消費税、管理会社、受託会社もしくはその他サービ

ス提供者に対して提供され、またはこれらから提供を受けるサービスに関連して支

払われる登録料 

(xⅲ）基本信託証書に基づき受託会社、監査人、管理会社（および適法に任命された代理
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人）に補償するために必要な金額 

(xⅳ）基本信託証書に基づく、それぞれの義務および職務の適切な履行の結果として、管

理会社または信託会社もしくはそれらの代理人が適切かつ合理的に負担したその他

の全ての費用、手数料または報酬 

(xⅴ）基本信託証書においてシリーズ・トラストの財産から支払われることが明示的に規

定されているその他の費用、手数料および報酬 

 このような費用および手数料が特定のシリーズ・トラストに直接起因しない場合、各シ

リーズ・トラストは、それぞれの純資産総額に比例して、費用および手数料を負担します。 

設立費用 

 設立費用は、以下を含みます。 

(i） 受益証券の発行に関わる募集費用（募集書類の作成および提出に関する手数料、な

らびにかかる書類の作成、印刷、翻訳および交付に関する費用を含みますが、これ

に限りません。）ならびにファンドおよび各クラスの受益証券の販売に関わる手数

料（もしあれば）、ならびに 

(ii） 当初発生したものを除く、ファンドの設立、各種サービス提供会社の任命および

受益証券の募集に関わるその他の費用。 

かかる費用、経費は、受託会社の代理として、管理事務代行会社によってファンドの資産

から、３会計年度年にわたり分割して支払われます。 

監査報酬 

 監査人は、監査業務の提供に対して報酬を受け取る権利を有します。監査報酬は、受託会

社の代理として、管理事務代行会社によりファンドの資産から毎年支払われるものとします。 

その他の費用・手数料につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料

率、上限額等を示すことができません。 

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができ

ません。 

2025年３月31日に終了した会計年度中のその他の報酬および費用は26,668米ドルです。 

 

（５）課税上の取扱い 

 受益証券の投資者になろうとする者は、その設立地や住居地の法律における、受益証券の

購入、保有、買戻し、償還、譲渡、売却その他の処分に伴う税金等の取扱いについて専門家

に相談することが推奨されます。 

① 日本 

 2025年７月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとな

ります。 

Ｉ ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。ただし、将来に

おける税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。 

Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合 

（１）受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うこ

とができます。 

（２）ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。 

（３）日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、20.315％（所得税

15.315％、住民税５％）の税率による源泉徴収が日本国内で行われます（2038年１

月１日以後は20％（所得税15％、住民税５％）の税率となります。）。日本の個人

受益者は、申告不要とすることも、配当所得として確定申告することもできます。
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申告不要を選択せず、確定申告を行う場合、総合課税または申告分離課税を選択す

ることになります。申告分離課税を選択した場合、20.315％（所得税15.315％、住

民税５％）の税率が適用されます（2038年１月１日以後は20％（所得税15％、住民

税５％）の税率となります。）。 

なお、申告分離課税を選択した場合、一定の条件のもとでは、その年分の他の上場

株式等（租税特別措置法に定める上場株式等をいい、一定の公社債や公募公社債投

資信託等を含みます。以下本①において同じです。）の譲渡による所得および申告

分離課税を選択した上場株式等の配当所得等との損益通算のほか、その年の前年以

前３年内の各年に生じた他の上場株式等の譲渡損失（前年以前に既に控除したもの

を除きます。）の控除が可能です。 

（４）日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金（表示通貨ベースの償還金額と

元本相当額との差益を含みます。）については、所得税のみ15.315％の税率による

源泉徴収が日本国内で行われます（2038年１月１日以後は所得税のみ15％の税率と

なります。）。 

（５）ファンド証券の売買および買戻しに基づく損益については、日本の個人受益者の売

買および買戻しに基づく損益も課税の対象となります。譲渡損益における申告分離

課税での税率は20.315％（所得税15.315％、住民税５％）（2038年１月１日以後は

20％（所得税15％、住民税５％）の税率となります。）であり、一定の条件のもと

に、その年分の他の上場株式等の譲渡による所得および申告分離課税を選択した上

場株式等の配当所得等との損益通算のほか、その年の前年以前３年内の各年に生じ

た他の上場株式等の譲渡損失（前年以前に既に控除したものを除きます。）の控除

が可能です。 

源泉徴収選択口座における譲渡による所得について申告不要を選択したときは、

20.315％（所得税15.315％、住民税５％）（2038年１月１日以後は20％（所得税

15％、住民税５％）の税率となります。）の税率で源泉徴収された税額のみで課税

関係は終了します。 

（６）ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、償還益については、（５）

と同様の取扱いとなります。 

（７）個人であるか法人であるかにかかわらず、分配金ならびに譲渡および買戻しの対価

については、一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます。 

（注）日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記

上の営業所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務

当局により課税されることは一切ありません。 

Ⅲ 税制等の変更により上記に記載されている取扱いは変更されることがあります。税金

の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨します。 

 

② ケイマン諸島 

 ケイマン諸島の政府は、現在の法律に基づき、ファンドまたは受益者に対する一切の所

得税、法人税、キャピタル・ゲイン税、遺産税、相続税、贈与税もしくは源泉徴収税を課

しません。ケイマン諸島は、（トラストに係る受託会社へなされる全ての支払いまたは受

託会社が行う全ての支払いに適用される）いかなる国との二重課税回避条約の当事国でも

ありません。有価証券届出書提出日現在、ケイマン諸島には一切の為替管理が存在しませ

ん。 

 受託会社は、トラストの設立日より50年間、所得、資本資産、利得または増収に課され
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る一切の遺産税または相続税の性質を有する一切の税金を課税する今後制定されるケイマ

ン諸島の一切の法律が、トラストに含まれる一切の資産もしくはトラストから発生する所

得に対し、またはかかる資産もしくは所得に関し、受託会社または受益者に適用されない

旨の誓約を、ケイマン諸島信託法（その後の改正を含みます。）第81条に基づき、ケイマ

ン諸島総督から受領しています。ケイマン諸島では、受益証券の譲渡、買戻しまたは償還

について一切の印紙税は課されません。 
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５ 運用状況 

管理会社が管理するファンドの運用状況は次のとおりです。 

 

（１）投資状況 

 資産別および地域別の投資状況 

  （2025年７月末日現在）

資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％） 

投資法人投資証券 アイルランド 109,099,889 98.7 

現預金・その他の資産（負債控除後） 1,393,281 1.3 

合計 

（純資産総額） 

110,493,170 

(約16,507百万円) 
100.0 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。 

 

（２）投資資産 

① 投資有価証券の主要銘柄 

 

      （2025年７月末日現在）

 銘柄 国名 種類 保有数 

額面価格 
（米ドル） 

時価 
（米ドル） 

投資 
比率 

（％） 
単価 金額 単価 金額 

１ 

アメリカン・セン

チュリー US

フォーカスド・イ

ノベーション・エ

クイティ・ファン

ド（I US$クラス

投資証券） 

アイル

ランド 

投資法人 

投資証券 
859,972 98.94 85,087,935 126.86 109,099,889 98.7 
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＜参考情報＞ 

投資対象ファンドが投資している投資有価証券について、2025年７月末日現在の組入上位10銘柄は

以下のとおりです。 

 

順位 銘柄名 国名 業種 
構成比

（％） 

１ エヌビディア 米国 情報技術 9.9 

２ アマゾン・ドット・コム 米国 一般消費財・サービス 9.8 

３ アルファベット 米国 コミュニケーション・サービス 9.4 

４ テスラ 米国 一般消費財・サービス 5.5 

５ マイクロソフト 米国 情報技術 4.7 

６ アルナイラム・ファーマシューティカルズ 米国 ヘルスケア 4.1 

７ ネットフリックス 米国 コミュニケーション・サービス 3.9 

８ ロケット・ラボ 米国 資本財・サービス 3.2 

９ ケイデンス・デザイン・システムズ 米国 情報技術 3.2 

10 シノプシス 米国 情報技術 3.2 

 

② 投資不動産物件 

該当事項はありません（2025年７月末日現在）。 

 

③ その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません（2025年７月末日現在）。 
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（３）運用実績 

① 純資産の推移 

 下記会計年度末および2024年８月１日から2025年７月末日までの期間における各月末の純

資産の推移は次のとおりです。 

 

 純資産総額 １口当たり純資産価格 

 米ドル 円（千円） 米ドル 円 

第１会計年度末 
（2022年３月末日） 

113,047,138.18 16,888,112 88.12 13,164 

第２会計年度末 
（2023年３月末日） 

88,484,944.76 13,218,766 69.61 10,399 

第３会計年度末 
（2024年３月末日） 

102,996,337.36 15,386,623 94.40 14,102 

第４会計年度末 
（2025年３月末日） 

88,431,634.50 13,210,802 94.58 14,129 

2024年８月末日 99,697,679.42 14,893,836 98.82 14,763 

９月末日 103,048,742.90 15,394,452 102.36 15,292 

10月末日 101,270,852.78 15,128,853 102.31 15,284 

11月末日 105,691,377.85 15,789,235 111.03 16,587 

12月末日 106,587,682.88 15,923,134 111.88 16,714 

2025年１月末日 110,990,033.60 16,580,801 116.91 17,465 

２月末日 96,837,787.84 14,466,597 103.00 15,387 

３月末日 88,431,634.50 13,210,802 94.58 14,129 

４月末日 90,957,882.60 13,588,198 97.32 14,539 

５月末日 100,706,026.01 15,044,473 108.07 16,145 

６月末日 106,546,309.44 15,916,953 115.71 17,286 

７月末日 110,493,169.78 16,506,575 120.71 18,033 

（注）上記「純資産総額」および「１口当たり純資産価格」の数値は、評価日付で算出された純資産総額および１口

当たり純資産価格を記載しており、財務書類の数値と異なる場合があります。 

 

② 分配の推移 

該当事項はありません。 
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③ 収益率の推移 

下記会計年度における収益率の推移は次のとおりです。 

 

期間 収益率（％） 

第１会計年度 

（2021年９月28日～2022年３月末日） 
－11.9 

第２会計年度 

（2022年４月１日～2023年３月末日） 
－21.0 

第３会計年度 

（2023年４月１日～2024年３月末日） 
35.6 

第４会計年度 

（2024年４月１日～2025年３月末日） 
0.2 

（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）÷ｂ 

ａ＝各会計年度末日の１口当たりの純資産価格＋当該期間の分配金の合計額 

ｂ＝当該会計年度の直前の会計年度の末日における受益証券１口当たりの純資産価格 

第１会計年度については受益証券１口当たりの当初発行価格（100.00米ドル） 

 

また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。 

 

期間 収益率（％） 

2021年 
（2021年９月28日～2021年12月末日） 

－2.1 

2022年 

（2022年１月１日～2022年12月末日） 
－36.6 

2023年 

（2023年１月１日～2023年12月末日） 
35.7 

2024年 

（2024年１月１日～2024年12月末日） 
32.7 

2025年 

（2025年１月１日～2025年７月末日） 
7.9 

（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）÷ｂ 

ａ＝暦年末（2025年については７月末日）の１口当たりの純資産価格＋当該期間の分配金の合計額 

ｂ＝当期直前の期間の最終日の１口当たりの純資産価格 

  2021年の場合、受益証券１口当たりの当初発行価格（100.00米ドル） 
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（参考情報） 
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（４）販売及び買戻しの実績 

下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数

は次のとおりです。 

 

 販売口数 買戻口数 発行済口数 

第１会計年度 

（2021年９月28日～ 

2022年３月末日） 

1,302,469 

（1,288,969） 

19,641 

（19,641） 

1,282,828 

（1,269,328） 

第２会計年度 

（2022年４月１日～ 

2023年３月末日） 

128,904 

（128,904） 

141,418 

（141,418） 

1,270,314 

（1,256,814） 

第３会計年度 

（2023年４月１日～ 

2024年３月末日） 

58,604 

（58,604） 

238,331 

（238,331） 

1,090,587 

（1,077,087） 

第４会計年度 

（2024年４月１日～ 

2025年３月末日） 

50,537 

(50,537) 

206,686 

(206,686) 

934,438 

(920,938) 

（注）（ ）の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数です。 

 

 



－  － 

 

60

第２ 管理及び運営 
１ 申込（販売）手続等 

(１) 海外における販売手続等 

 米ドルクラス受益証券は、最低申込み（以下に定義します。）に従い、各取引日に、当該

クラスの受益証券１口当たり純資産価格と同額で、投資者による募集に供されます。各クラ

スの受益証券１口当たり純資産価格は当該取引日（当該取引日が評価日ではない場合には直

前の評価日）において計算されます。募集の単位は１口以上１口単位とします。募集金額の

総額は、0.005を切り上げて、小数点第２位に四捨五入します。申込手数料はかかりません。 

 「最低申込み」とは、投資家１人当たり１口をいい、受益証券は、１口以上１口単位で申

込みすることができます。申込みは、管理会社の単独の裁量により、その全部または一部が

受け付けられ、または拒否されることがあります。 

 

募集 

取引日において米ドルクラス受益証券の購入を希望する投資者は、管理事務代行会社に、

米ドルクラス受益証券の購入のための記入済みの申込書または簡易化した申込書（場合によ

る）（およびあらかじめ提供されていない場合は、申込書に記載されるかかる投資者の身元

を証明する書類および購入代金の出所）を関連する取引日の午前11時（ルクセンブルク時間）

まで、または管理会社が独自の裁量で決定するその他の時間および／または日付までに管理

事務代行会社が受領するように送付しなくてはなりません。不十分な申込書は、管理会社の

裁量により、記入済み申込書の受理後の最初の取引日まで持ち越され、受益証券が関連する

受益証券１口当たり純資産価格でかかる取引日に発行されます。 

購入代金は、関連する取引日（同日を含みません。）から３ファンド営業日以内の現金決

済日に、申込者名義の口座からファンドの口座へ現金決済により電信送金で全額送金されな

ければなりません。支払いは米ドルでなければなりません。立替払いは認められません。 

一般 

全ての申込書は、申込書に記載されたファックス番号に宛てて管理事務代行会社にファッ

クスで送付されます。上記にかかわらず、管理事務代行会社はこのような提出物に代わる方

法を提供することができます。 

受益証券への申込者は、とりわけ、ファンドへの投資のリスクを評価するための知識、専

門性および金融に関する事柄の経験を有すること、ファンドの投資資産への投資およびそれ

らの資産が保有および／または取引される方法に内在するリスクを認識していること、なら

びにファンドへの投資全部の損失を負担することができることを申込書において表明および

保証しなければなりません。 

受益証券は、該当する場合は関連する取引日に発行されます。 

受益証券の申込者は、受託会社、管理事務代行会社、管理会社もしくは正式に権限が与え

られた取次人または代理人のいずれも、ファックスあるいは別の方法で送付された申込書の

判読の難しさもしくは不受理の結果として生じた損害または正式に権限を与えられた者に署

名されたと信じられた指示の結果として講じられた措置によって生じた損害の責任を負わな

いことに留意して下さい。 

管理会社は、その独自の裁量で全体または一部の受益証券購入の申込を拒否する権利（適

格投資家でない者による申請を含みますが、これに限定されません。）を留保し、取引日に

発行されたが上記の記入済み申込書および支払いが期日内に受理されなかった受益証券を、

無償で強制的に買い戻すことができます。特に、支払いが上記の適用される支払期日までに

全額決済資金で受領されなかった場合、管理会社は（受託会社との協議の後、）（申込者の
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期日支払いの不履行に関する権利に影響を与えることなく)かかる申込者に発行された受益証

券の購入代金に関して、無償で強制的に買い戻すことができます。かかる強制買戻し（以下

に定義します。）の際に、かかる受益証券の申込者は、これに関して管理会社または受託会

社に対して申立てを行う権利を有さないものとします。ただし、(i)かかる受益証券のかかる

強制買戻しの結果として、純資産総額または受益証券１口当たり純資産価格の以前の計算は

再開または無効にされないものとし、および(ii)管理会社は、かかる申込者にファンドの名

義で、管理会社、受託会社および／または申込者の関連する決済期日までの支払いの不履行

に関係すると管理会社が判断するその他の受益者が被った損失を補償するために、管理会社

が随時決定する強制買戻手数料を請求する権利を有します。かかる損失には、かかる申込み

に関連して行われた事前投資に起因する損失を含みますが、これに限りません。管理会社は、

全体または一部における絶対的な裁量権で受益証券への申込みを拒否することを決定するこ

とができますが、その場合、申込みの際に支払われた額またはその残高（場合による）は、

可能な限り速やかに、かつ、申込者のリスクと費用で、（無利息で）返還されます。 

受益証券の申込みが受け付けられると、受益証券は関連する取引日の営業終了時から有効

に発行されたものとして取り扱われますが（場合による）、当該受益証券の申込者は、関連

する取引日が経過するまで受益者登録簿（以下「登録簿」といいます。）に登録されない場

合があります（場合による）。これにより、受益証券について申込者が支払った購入代金は、

（該当する場合には）関連する取引日からファンドへの投資リスクにさらされます。 

マネー・ロンダリング防止ならびにテロリストおよび拡散金融への対策のための法令を遵

守するため、受託会社は手続きを採用および維持することが必要であり、受益証券の申込者

に身元、その実質的所有者／支配者（該当する場合）の身元および資金の出所を証明するた

めの証拠を提供することを求めることができます。受託会社はまた、許可を受け、特定の条

件に従う場合には、管理事務代行会社を含む適任者にこれらの手続き（デュー・デリジェン

ス情報の取得を含みます。）の維持を依頼することができます。 

管理事務代行会社は、受託会社による任命に従い、ルクセンブルク大公国の適用ある全て

の法律、規則および規制を遵守し、かつ申込者の活動におけるマネー・ロンダリングまたは

テロ資金供与の疑いを検出および報告することを目的としたマネー・ロンダリング防止慣行

およびテロ資金供与防止手続きをファンドに対して適用するものとします。 

受託会社またはその代理人は受託会社のために、受益者（申込者または譲受人等）の身元、

その実質的所有者／支配者（該当する場合）の身元および購入代金の出所を証明するために

必要な情報を請求する権利を留保します。事情が許せば、受託会社またはその代理人は、適

用法の下で関連する免除の適用がある場合は、申込みに際し完全なデュー・デリジェンスを

要求しないで納得することができます。しかし、受益証券に関する収益の支払いまたはその

譲渡の前に詳細な証明情報が必要となることがあります。 

申込者側に証明を目的として要請された情報の提示の遅延または不履行があった場合、受

託会社、管理会社または代理人は申込みの受理を拒否することができ、または申込みが既に

行われている場合、信託証書、英文目論見書および英文目論見書補遺の条件に従って受益証

券の発行を停止しまたは買い戻すことができます。この場合、受領した資金は、申込人の費

用およびリスク負担により、引き落としが行われた口座に無利息で返却されます。 

さらに、管理事務代行会社は、ルクセンブルクの法律により、マネー・ロンダリングまた

はテロ資金供与に関連することが知られ、または疑われる取引を実行しないよう要求されま

す。かかる状況において、管理事務代行会社は、当該取引またはその一部の禁止を指示する

ことができる関係当局に直ちに通知すべきものとされます。また、管理事務代行会社は、買

戻請求を行った受益者が、管理事務代行会社がその義務を遵守するために要求した情報を提
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出しなかった場合、当該買戻請求の処理を拒否し、または買戻代金の支払を遅延することが

できます。 

受託会社、管理会社またはその代理人はまた、かかる受益者への買戻金または分配金の支

払いが適用法令に違反する可能性があると疑うまたは助言を受けた場合もしくはかかる拒否

が受託会社、管理会社または管理事務代行会社の適用法令の遵守を保証するために必要また

は適切とみなされる場合、受益者に対して買戻金または分配金を支払うことを拒否する権利

を留保します。 

ケイマン諸島に在する者で、ある者が犯罪行為に関わっているまたはテロもしくはその特

性を持つものに関与していると知っているもしくは疑っているまたはいずれかへの合理的な

理由があり、その知識または疑いに関する情報が規制されたセクターでの事業またはその他

の取引、職業、事業もしくは雇用の中で目に留まるようになった場合、その者はかかる情報

または疑いを(i)犯罪行為もしくはマネー・ロンダリングに関する開示の場合はケイマン諸島

の犯罪収益に関する法律（その後の改正を含みます。）に従いケイマン諸島フィナンシャ

ル・レポーティング・オーソリティ（以下「FRA」といいます。）または(ii)テロへの関与も

しくはテロへの資金調達に関する開示の場合はケイマン諸島のテロリズム法（その後の改正

を含みます。）に従い巡査もしくはそれより上級の警察官またはFRAに報告しなくてはなりま

せん。かかる報告は、秘密漏洩または法律あるいはその他により課せられた情報開示の制限

への違反として扱われないものとします。 

ＣＩＭＡは、随時改正されるケイマン諸島マネー・ロンダリング防止規則（その後の改正

を含みます。）の所定の規定のファンドによる違反に関してはファンドに対し、また、ファ

ンドの受託者または役員で当該違反に同意もしくは共謀した者、または当該違反がその懈怠

に帰属することが証明された者に対し、多額の過料を課す裁量権を有しています。ファンド

が当該過料を支払わなければならない限りにおいて、ファンドは、当該過料および関連する

手続の費用を負担します。 

購入により、申込者は、自ら、ならびにその実質的所有者および支配者を代理して、受託

会社、管理会社、日本における販売会社および／または管理事務代行会社による、ケイマン

諸島、ルクセンブルクおよび／またはその他の法域内でのマネー・ロンダリング、税務情報

の交換、規制および類似の事柄に関連する請求に応じた、監督官およびその他に対する申込

者に関する全ての情報の開示に同意します。 

記入済みの申込書が管理事務代行会社に一旦受理されると、管理会社が受託会社との協議

後一般的にまたは特殊な場合において決定しない限り、取消不能です。管理事務代行会社は、

記入済みの申込書の原本および購入代金に関する決済資金ならびに申込者の身元および購入

代金の出所を証明するために必要な全ての書類の受領を条件として、受理された申込者に対

し、権利が帰属することの確認書を発行します。管理事務代行会社が確認書を発行する前に

申込者の追加情報を必要とすると判断した場合は、管理事務代行会社は申込者に通知し、必

要な情報を要請します。 

全ての受益証券は、登録受益証券です。受益者の資格は、受益証券ではなくファンドの受

益者名簿により証明されます。 

投資者資金規制 

管理事務代行会社は、投資者資金規制に従い、ファンドのための回収口座を維持しており、

当該回収口座は投資者の申込み、買戻しおよび配当金を管理する目的で使用されています。

管理事務代行会社は、かかる金員が投資者以外の金員から分離して保有されること、投資者

の資金がその記録の中で明確に特定できること、また帳簿および記録が各投資者により保有

されている投資者の資金について各投資者のために常に正確に記録されることを確保する責
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任を有しています。買戻しまたは分配金の支払いに先立ち、これらの口座の金額に対して利

息が支払われることはありません。回収口座中の投資者の資金に発生した利息は、ファンド

の利益のために使用され、かつ定期的にファンドに配分されてかかる配分実施時に受益者の

利益のために使用されます。回収口座中の投資者資金に発生する未払利息／未収利息は、定

期的にファンドのために用いられます。 

制裁 

受託会社およびファンドは、適用ある制裁措置の対象となる法人、個人、組織および／ま

たは投資対象との取引を制限する法律に服しています。 

これにより、受益証券の申込者は、自ら、および（もしいれば）自らの実質的所有者、支

配者または権限者（以下「関係者」といいます。）が自ら知り信じる限りにおいて、（i）国

際連合、米国財務省外国資産管理室（以下「OFAC」といいます。）、日本の財務省に保持さ

れ、または欧州連合（以下「EU」といいます。）および／もしくは英国（以下「UK」といい

ます。）の規制（UKについては、行政委任立法によるケイマン諸島も対象とします。）に

従った制裁対象の法人もしくは個人のリストに掲載されていないこと、（ii）国際連合、

OFAC、日本の財務省、EUおよび／もしくはUKが適用する制裁に関連する国または地域に運用

上の拠点を有しておらず、かつ居住していないこと、また（iii）その他国際連合、OFAC、日

本の財務省、EUもしくはUK（UKについては、行政委任立法によるケイマン諸島も対象としま

す。）により課される制裁の対象（以下あわせて「制裁対象」といいます。）となっていな

いことを継続的に表明および保証することが求められます。 

申込者または関係者が制裁対象である、または制裁対象となった場合、受託会社および管

理会社は、直ちにかつ申込者への通知をすることなく、かかる申込者および／もしくはかか

る申込者の受益証券を対象とするその後の取引を、当該申込者または関係者（適用ある場合）

が制裁対象に該当しなくなるまで停止する、または適用ある法律に従いかかる取引を継続す

るための許可を取得するよう求められる場合があります（以下「制裁対象者事由」といいま

す。）。受託会社、管理会社および管理事務代行会社は、制裁対象者事由の結果、申込者に

より発生した負債、費用、経費、損害および／または損失（直接的、間接的もしくは結果的

損失、喪失利益、利益の減少、信用の毀損ならびに全ての金利、罰金および訴訟費用その他

全ての専門家に要する費用や経費を含みますが、これらに限りません。）に対して一切の責

任を有しません。 
情報の要請 

受託会社、管理会社またはケイマン諸島に所在する代理人は、適用法に基づく規制または

政府の当局または機関による情報の要請により、情報提供せざるを得なくなる可能性があり

ます。例えば、金融庁法（その後の改正を含みます。）に基づく、ＣＩＭＡによる、ＣＩＭ

Ａまたは海外の一般に認められる規制当局のためのもの、または税務情報庁による、税務情

報法（その後の改正を含みます。）および関連する規制、合意、協定および覚書に基づくも

のです。かかる法律に基づく秘密情報の開示は、秘密保持義務の違反とみなされず、特定の

場合には、受託会社、管理会社もしくは取締役または代理人は、そのような要求があったこ

とを公表することを禁じられる可能性があります。 

責任の制限 

作為もしくは不作為、第三者の行為もしくは怠慢、またはその他一切の事柄に関するもの

であるか否かにかかわらず、受託会社および管理会社を責任から解放する基本信託証書の規

定は、基本信託証書に基づいて委託がなされた者（投資運用会社を含みますが、これに限定

されません。）に対し、その者の利益のため、等しく適用されます。 

ケイマン諸島におけるデータ保護 
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ケイマン諸島の政府は、2017年５月18日にデータ保護法（その後の改正を含みます。）

（以下「DPA」といいます。）を制定しました。DPAは、国際的に認められたデータプライバ

シーの原則に基づき、受託会社および管理会社に対して法的な要件を導入します。 

受託会社および管理会社は、DPAに基づく、受託会社および管理会社のデータ保護に関する

義務ならびに投資者（および投資者と関係する個人）のデータ保護に関する権利の概要を記

した書類（以下「ファンド・プライバシー通知」といいます。）を作成しました。ファン

ド・プライバシー通知は、申込書に含まれます。 

潜在的投資者は、ファンドへの投資、ならびにそれに伴う受託会社、管理会社およびその

またはこれらの関連会社および／または代理人との連絡（申込書への記入、および該当する

場合には電子通信もしくは電話の記録を含みます。）の結果、または受託会社もしくは管理

会社に対して、投資者と関係する個人（例えば取締役、受託者、従業員、代表、株主、投資

家、顧客、実質的所有者または代行者）の個人情報を提供した結果、かかる個人が、受託会

社、管理会社ならびにそのまたはこれらの関連会社および／または代理人（管理事務代行会

社を含みますが、これに限定されません。）に、DPAの規定における個人データに該当する特

定の個人情報を提供することになる点に留意するべきです。受託会社は、かかる個人データ

に関してデータ管理者として行動するものとします。管理事務代行会社等を含む関連会社お

よび／または代理人ならびに管理会社は、データ処理者として（または状況によっては自ら

の権限でデータ管理者として）行動することができます。 

ファンドに投資することおよび／またはファンドへの投資を継続することにより、投資者

は、ファンド・プライバシー通知を細部まで読み理解し、ファンド・プライバシー通知に、

ファンドへの投資に関連する範囲におけるデータ保護に係る権利および義務の概要が記載さ

れていることを了解したとみなされるものとします。関連する表明および保証は、申込書に

含まれます。 

DPAを監督することは、ケイマン諸島の行政監察機関の責任です。受託会社がDPAに違反し

た場合、行政監察官によって強制的な措置がとられることがあり、かかる措置には、改善命

令、課徴金または刑事訴追への付託が含まれます。 

 

(２) 日本における販売手続等 

日本においては、本書「第一部 証券情報 -（７）申込期間」に記載される期間中、本書

「第一部 証券情報」に従って日本における販売会社により取扱いが行われます。各取引日

の午後３時（日本時間）までに申込みが行われ、かつ日本における販売会社所定の事務手続

が完了したものを、当該取引日の申込みとして取り扱います。申込期間は、かかる期間終了

前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 

販売の単位は１口以上１口単位です（ただし、日本における販売会社によりこれと異なる

取扱いをする場合があります。詳細は日本における販売会社にお問い合わせ下さい。）。 

申込金額は、国内約定日から起算して日本における６営業日目までに支払うものとします。

外貨建投資信託の場合は、受益証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨、または、異なる

外貨間での交換をする際には、外国為替市場の動向に応じて日本における販売会社が決定し

た為替レートによるものとします。買戻代金についても同じです。 

 

２ 買戻し手続等 

(１) 海外における買戻し手続等 

受益者は、各買戻日に、管理事務代行会社が購入代金を受領したあるクラスの受益証券に

ついて、管理事務代行会社に対し買戻請求を行うことができます。買戻請求を行うためには、
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受益者は、買戻日（以下に定義します。）の午前11時（ルクセンブルク時間）または管理会

社がその単独の裁量で定めることができるその他の時点および／もしくは日（以下「買戻通

知期限」といいます。）までに、買い戻される受益証券の口数および関連する受益証券のク

ラスが適切に記入された買戻通知（以下「買戻通知」といいます。）を、管理事務代行会社

が受領できるよう、当該買戻通知に記載されたファックス番号宛にファックスで送信して、

管理事務代行会社に提出しなければなりません（上記にかかわらず、管理事務代行会社はこ

のような提出物に代わる方法を提供することができます）。 

受益証券１口当たりの買戻価格は、関連する買戻日（当該買戻日が評価日でない場合は直

前の評価日）において計算された受益証券１口当たり純資産価格（以下「買戻価格」といい

ます。）です。 

一度提出された買戻通知は、管理会社が受託会社と協議した後に別途決定しない限り、取

消不能となります。管理会社は、その単独の裁量により、買戻通知期限を過ぎて受領した買

戻通知を翌買戻日まで持ち越し、当該受益証券を当該翌買戻日に、買戻価格で買い戻すこと

ができます。 

買戻通知が買戻通知期限までに受領された場合、以下に記載される場合を除き、受益証券

は、買戻価格で買い戻されます。買戻日における最低買戻口数は、管理会社がその他の決定

をしない限り、１口以上１口単位とします。買戻価格は、関連する買戻日（当該買戻日が評

価日でない場合は直前の評価日）における受益証券１口当たり純資産価格により計算されま

す。 

該当法域におけるマネー・ロンダリング防止を目的とする規制を遵守するため、管理事務

代行会社は、買戻通知を処理するために必要とみなす情報を請求する権利を有します。管理

事務代行会社は、買戻しのため受益証券を提出した受益者が管理事務代行会社により請求さ

れた情報の提出を遅延しもしくは怠った場合、または買戻通知の処理の拒否が受託会社また

は管理事務代行会社があらゆる法域におけるマネー・ロンダリング防止法の遵守を確保する

ために必要である場合、かかる買戻通知の処理を拒否または買戻代金の支払いを遅延するこ

とができます。 

買戻通知が受領されると、当該受益者が登録簿から削除されたか否か、買戻価格が決定さ

れ送金されたか否かに関わらず、受益証券は該当する買戻日から有効に買い戻されたものと

して取り扱われます。このため、該当する買戻日以降、受益者は受益者としての資格におい

て、買戻対象の受益証券について信託証書に基づき発生する権利（ファンドの総会の通知を

受領し、総会に出席しもしくは総会において投票する権利を含みます。）を行使する資格を

喪失し、またこれを行使することができなくなります。但し、（それぞれ買戻し対象となる

受益証券について）買戻価格および該当する買戻日の前に宣言されたが未払いのままである

分配を受領する権利を除きます。かかる買戻しを行う受益者は、買戻価格についてファンド

の債権者となります。支払い不能により清算が行われる場合、買戻しを行う受益者は、通常

の債務者の後位であり受益者の先位に位置付けられます。 

「買戻日」とは、ファンド障害事由が発生していない各取引日および／またはファンドも

しくはあるクラスの受益証券について管理会社が随時決定するその他の日をいいます。

「ファンド障害事由」は、管理会社の単独の裁量により、ファンドについて価格を算定する

ための流動性または実効性に悪影響を与えると判断される事由の発生をいいます。 

買戻しの制限 

管理会社が、受託会社との協議の上、ある買戻日の一または複数の買戻通知を履行するた

めに必要となるファンドの投資の清算が実行可能でないと判断した場合（投資対象ファンド

が停止を宣言またはその他買戻請求を制限する場合を含みます。）、または、これが受益者
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の利益を害すると判断した場合、管理会社は、受託会社との協議の上、受益者の買戻しの全

部または一部を延期する選択を行うことができます。この場合、かかる制限は、かかる買戻

日に買戻しのため受益証券を提出することを希望する全ての受益者が、受益証券に対し同じ

比率で買戻しが行われるように、比例按分して適用されます。 

当該買戻日に買い戻されなかった受益証券に関する買戻通知は、その後関連する買戻通知

期限までに受領された受益証券に関する全ての買戻通知と合わせて、翌買戻日まで繰り越さ

れ、かかる買戻通知の対象となる受益証券は、（同一の制限に従い、以下に規定の通り）買

戻されます。買戻通知が繰り越された場合、その後の買戻日に、繰り越された期間の長さに

基づき、繰り越された買戻通知に対して買戻しの優先権が与えられます。 

買戻通知のうち延期された部分は、それが処理されるまでファンドへの投資を続けるため、

純資産総額の増減は継続します。その結果、請求された買戻日における該当するクラスの受

益証券１口当たり純資産価格は、かかる買戻通知が履行された日における該当するクラスの

受益証券１口当たり純資産価格とは異なる場合があります。単一の買戻通知で、一または複

数の買戻日にわたって買戻しが行われ、各買戻しはその都度大きく異なる買戻価格で買い戻

されることもあります。 

停止 

受託会社は、下記「３ 資産管理等の概要－（１）資産の評価－② 純資産総額の計算の停

止」の項目に記載の状況が発生した場合、管理会社と協議の上、純資産総額の計算（すなわ

ち、あるクラスの受益証券１口当たり純資産価格）および／またはあるクラスの受益証券の

買戻しおよび／または購入を停止することができます。 

ファンド障害事由が発生した際にも停止を宣言することができます。受益証券に係る全て

の支払いは、「純資産総額の計算の停止」の項目に記載の状況およびファンド障害事由が終

了するまで停止されることがあります。 

上記の記載に加え、以下の事由が発生した場合、受託会社が、管理会社と協議を行った上

で、停止を宣言することができます。 

(ⅰ) 投資対象ファンドが、投資対象ファンドの投資証券の発行もしくは買戻しの停止

を宣言するか、または投資対象ファンドの純資産価格の計算の停止が宣言された

場合 

(ⅱ) 管理会社と協議を行った上での受託会社の意見において、公正かつ合理的方法に

より純資産総額を計算することができない場合 

(ⅲ) 受託会社、管理会社および／または投資運用会社のオフィスまたは運営が、テロ、

パンデミックまたは天災等に起因して、相当に妨げられまたは閉鎖される場合 

(ⅳ) 受託会社、管理会社および／または投資運用会社にファンドの投資資産の大部分

を清算させるまたはファンドの終了を準備させる事由が発生した場合 
買戻手続 

買戻通知は、買戻通知に記載されたファックス番号に宛てて管理事務代行会社にファック

スで送付されなければなりません。上記にかかわらず、管理事務代行会社はこのような提出

物に代わる方法を提供することができます。 

受託会社、管理会社、管理事務代行会社またはその適式に授権された代理人もしくは受任

者のいずれも、ファックスまたはその他の方法により送付された買戻通知の判読不能または

未受領の結果として生じる損失について何らの責任も負いません。 

決済 

投資対象ファンドの管理事務代行会社から買戻代金を受領することを前提として（通常の

状況においては、償還通知が受領されたとみなされる投資対象ファンドの取引日から、最長
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で投資対象ファンドの３営業日かかる可能性があります。）、買戻代金の決済は、該当する

買戻日（同日を含みません。）から３ファンド営業日以内の現金決済日に受益者に対し支払

われます。受益者に対する支払いは、米ドル建てで、電信送金により行われます。受益者に

対して支払われる買戻代金の総額は、0.005を切り上げて、小数点第２位に四捨五入します。

買戻代金は、登録された受益者のみに支払われ、第三者に対する支払いは認められません。 

強制買戻し 

受託会社または管理会社が、受益証券が適格投資家でない者により、もしくはかかる者の

利益のために保有されている、またはかかる保有により、トラストまたはファンドに登録が

要求される、課税対象となるもしくは法域における法に違反すると判断した場合、受託会社

もしくは管理会社がかかる受益証券の申込みもしくは購入の資金拠出に利用された資金源の

正当性に疑義を抱く根拠がある場合、またはいかなる理由（当該理由は受託会社および管理

会社により受益者に開示されない場合があります。）において、受託会社または管理会社が

受益者全体の利益に照らしてその絶対的な裁量に基づき適切とみなす場合、管理会社は、受

託会社との協議の上、その保有者にかかる受益証券を受託会社または管理会社が決定する期

間中に売却して当該売却の証拠を受託会社および管理会社に提出するよう指示することがで

き、仮に売却が履行されない場合、かかる受益証券は買い戻されます（以下「強制買戻し」

といいます。）。 

受益証券の強制買戻しの際に支払われる買戻価額は、強制買戻日の評価時点（各評価日の

午後９時45分（ルクセンブルク時間）または管理会社がファンドに関して随時決定する各評

価日のその他の時間をいいます。以下同じです。）（かかる日が評価日でない場合は、直前

の評価日）において決定される、（ファンドの流動化に際して発生または偶発債務を含む強

制買戻しに起因する負債を考慮後の）該当するクラスの受益証券１口当たり純資産価格に等

しい、強制買戻時における受益証券１口当たりの価格（以下「強制買戻価格」といいます。）

となります。強制買戻価格を計算するため、管理会社は、受託会社との協議の上、当該受益

証券の受益証券１口当たり純資産価格から、受益証券のかかる買戻しの資金を拠出するため

の資産の換金またはポジションの決済によりファンドの勘定で発生する財務および販売手数

料を反映するために適切な引当金とみなす金額を差し引くことができます。 

 

(２) 日本における買戻手続等 

 日本の受益者は、各買戻日に買戻しを行うことができます。当該買戻日に買戻しを行おう

とする日本の受益者は、当該買戻日の午後３時（日本時間）（買戻しの申込締切時間）まで

に買戻請求を日本における販売会社に対して行わなければなりません。 

 買戻価格は、各買戻日に適用される受益証券１口当たり純資産価格とします。 

 買戻単位は、１口以上１口単位です。 

 買戻代金は、原則として、国内約定日から起算して日本における６営業日目以降に、日本

における販売会社を通じて支払われます。 

 受益者の利益を保護するため、その他やむを得ない事態が発生した場合、管理会社は受託

会社と協議の上で、買戻しの全部または一部を延期することができます。 

 

(３）受益証券の譲渡 

全ての受益者は、受託会社および管理会社の事前の書面による同意を条件として、受託会

社が随時承認する形式の書面によって受益者が保有する受益証券を譲渡することができます。

ただし、譲受人は、法規事項もしくは政府のもしくはその他の規則または関連するもしくは

適用される法域の規制または受託会社の当面の効力を持つあるいは受託会社に要求される方
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針を遵守するため、まず受託会社またはその正式に権限を与えられた代理人に請求される情

報を提供するものとします。受託会社および／または管理会社は、その完全な裁量により、

かかる同意を拒絶することができます（譲受人が適格投資家でない場合を含みますが、これ

に限られません。）さらに、譲受人は、受託会社に対して(a)受益証券の譲渡は適格投資家に

対して行われること、(b)譲受人は、投資のみを目的として自己勘定で受益証券を取得するこ

とおよび(c)受託会社または管理会社がその裁量で要求するその他の事項を書面で表明しなけ

ればなりません。 

受託会社または管理会社により、全ての譲渡証書が譲渡人および譲受人によりまたは代理

として署名されることを求められます。譲渡人は、譲渡が登録され譲受人の名前が受益者と

してファンドの受益者名簿に記載されるまでは受益者のままとみなされ、譲渡される受益証

券の権利を保持します。譲渡は、管理事務代行会社が譲渡証書の原本および前述の情報を受

理するまでは登録されません。 
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３ 資産管理等の概要 

（１）資産の評価 

① 純資産総額の計算 

 ファンドの純資産総額は、基本信託証書に定める原則に従い、ファンドの各評価日の評

価時点に、ファンドの通貨建てで計算されます。 

 ファンドの、その表示通貨建てによる純資産総額は、ファンドの資産合計の価額を確定

して、そこからファンドの負債額を差し引くことによって求めます。ファンドの発行済み

の受益証券クラスが一つしかない場合、ファンドの受益証券１口当たり純資産価格は、

ファンドの純資産総額を、ファンドの発行済みの受益証券の口数で除して求めるものとし、

管理会社が受託会社と協議の上で決定して、関連するファンドの目論見書補遺に開示され

る手法にて端数処理が行われます。 

ファンドにつき、複数のクラスの受益証券が発行されている場合、ファンドの純資産総

額は、ファンドの特定の受益証券クラスに帰属するファンドの資産および負債がファンド

の当該受益証券クラスの受益者のみにより効果的に負担され、受託会社が決定する合理的

な分配方法に基づいてファンドの別の受益証券クラスの受益者には負担されないことを確

保するため、ファンドの異なる発行済み受益証券クラス間で分配されます。ファンドの各

受益証券クラスに帰属するファンドの、表示通貨以外の通貨による純資産総額は、ファン

ドについて受託会社が決定する評価日ごとの為替レートにて、ファンドの該当する受益証

券クラスの表示通貨に換算されます。ファンドの各受益証券クラスの受益証券１口当たり

純資産価格は、（必要な通貨換算を実施後）ファンドの純資産総額のうちファンドの該当

する受益証券クラスに帰属する部分をファンドの発行済みの当該受益証券クラスの口数で

除して求めます。ファンドの当該受益証券クラスの受益証券１口当たり純資産価格は、管

理会社が決定し、ファンドに係る目論見書補遺に開示される手法で端数処理されます。 

ファンドの資産は、特に以下の規定に従い計算されます。 

(a) 手元現金または預金、手形、要求払い約束手形、売掛金、前払い費用、公表された

または現に発生しているものの未払いの現金配当金および利息の価額は、かかる預

金、手形、要求払い約束手形、売掛金がその全額に相当しないと管理会社が判断す

る場合（その場合は、かかる価額は管理会社が適当とみなす価額となります。）を

除き、その全額であるとみなされます。 

(b) 下記(c)が適用されるマネージド・ファンドの持分を除き、かつ下記(d)、(e)およ

び(f)の規定に基づき、証券取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場にお

いて上場、値付け、売買もしくは取引されている投資対象の価額に基づく計算は全

て、当該投資対象の主要取引所または市場に関する現地の規則および慣習に基づき、

かかる計算が行われる日の営業終了時点における最終取引価格または公式終値を参

照して行われ、他方、特定の投資対象に対する証券取引所、商品取引所、先物取引

所もしくは店頭市場が存在しない場合は、当該投資対象の値付けを行っている個人、

企業または機関（当該マーケット・メーカーが２社以上存在する場合は、管理会社

が指定する特定のマーケット・メーカー）により付けられた価額を参照してかかる

投資対象の価額の計算が行われます。ただし、管理会社がその裁量において、主要

な取引所または市場以外の取引所または市場の価額が、かかる投資対象に関して全

ての状況下においてより公正な価値基準を提供するとみなす場合は、かかる価額を

採用することができます。 

(c) 下記(d)、(e)および(f)の規定に基づき、ファンドと同日に評価されるマネージ

ド・ファンドの各持分の価額は、受益証券、株式もしくはかかるマネージド・ファ
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ンドのその他の持分１口当たりのその日に計算された純資産価格であり、管理会社

が決定する場合またはかかるファンドと同日に評価されない場合は、直近に公表さ

れた受益証券、株式もしくはかかるマネージド・ファンド（利用可能な場合）のそ

の他の受益証券、株式もしくは持分１口当たりの純資産総額、または（上記が利用

可能でない場合）直近に公表されたかかる受益証券、株式もしくはその他の持分の

償還額もしくは入札額となります。とりわけ、マネージド・ファンドの評価に使用

可能な相場が存在しない場合、公表されたまたはマネージド・ファンドもしくはそ

の代理人によりファンドに書面で報告された関連する評価日における価額に基づき

計算され、マネージド・ファンドが当該評価日に評価されていない場合は、直近に

公表されたもしくは報告された価額となります。評価額は、管理会社の絶対的裁量

により将来調整される可能性があります。管理会社は、計算を行う際に、マネージ

ド・ファンドおよびその管理事務代行会社、代理人、運用会社もしくは顧問会社ま

たはその他の取引子会社等の第三者から受領する未監査の評価や報告、推定評価に

依拠する権利を有しており、管理会社はかかる評価および報告を確認する責任を負

わず、かかる評価および報告の内容または信憑性を確認する責任を負いません。 

(d) 上記(b)もしくは(c)の純資産総額、償還額、ビッド、取引価格もしくは終了価格ま

たは相場で利用できるものがないとき、関連する資産の価値は、管理会社が決定す

る方法により、管理により適宜決定されます。 

(e) 上記(b)に基づき、投資対象につき上場、値付け、売買または市場取引の各価格を

特定するため、受託会社は価格公表の機械システムおよび／または電子システムに

より提供される価格データおよび／または価格情報を使用し、これに依拠すること

ができ、それらのシステムにより提供される価格が上記(b)における最終取引価格

または公式終値とみなされます。 

(f) 上記にかかわらず、管理会社は、その単独の裁量により、関連する投資対象につき、

より公正な価値を正確に反映できると判断した場合、その他の価額算定方法の利用

を認めることができます。 

(g) ファンドで使用される通貨以外の通貨建てによる投資対象（有価証券または現金）

の価値は、関連するプレミアムや割引および交換費用を考慮した状況下において管

理会社が適切とみなすレート（公式またはそれ以外）により、ファンドで使用され

る通貨建てに換算されます。 

年次報告書および各ファンドの計算書は、ファンドに係る英文目論見書補遺にて指定さ

れる会計基準に従って作成されます。 

受託会社は、ファンドの純資産総額の計算において、追加調査を行う事なく、上記に

従って提供される価格および評価に依拠することができ、かつ、かかる依拠に関して、

ファンド、受益者またはその他の者に対し責任を負わないものとします。 

また、管理事務代行会社は、受託会社または管理会社の指示に従い、管理事務代行契約

に基づき、各評価日における評価時点での純資産総額を、信託証書に記載され、詳細は英

文目論見書に記載される原則に基づいて計算します。評価日における評価時点で、管理事

務代行会社が入手可能な最新の投資対象ファンドの評価は、投資対象ファンドを評価する

目的で用いられます。米ドル以外の通貨建て資産の評価には、午後4時（ロンドン時間）の

WMレートが使用されます。 

かかる方法により管理事務代行会社が計算する純資産総額は、(a）管理事務代行会社が

完全で信頼性があり正確であると考える投資対象ファンドの市場評価額に関する情報源、

資料およびシステムに基づくもの、またはこれらを参照するものであり、そして(b）特定
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の評価日において作成されるものであり、したがって、管理会社によって別途決定がなさ

れない限り、市場価値もしくは価格または当該決定に関連するその他の要因におけるその

後の変化を反映しません。 

管理事務代行会社は、評価日において、かかる評価日の純資産総額および各クラスの受

益証券１口当たり純資産価格に関する情報を受益者に提供します。 

純資産総額を提供し、かつ／または受益証券を買い戻す受託会社の義務は、ファンド障

害事由が存在しないことを条件とします。 

 

② 純資産総額の計算の停止 

受託会社は、以下の場合において、全期間または一部期間中、管理会社と協議の上、

ファンドの純資産総額および／もしくはかかるファンドの受益証券クラスの受益証券１口

当たり純資産価格の決定ならびに／もしくはファンドの受益証券クラスの受益証券の発行

および買戻しを停止すること、ならびに／またはかかるファンドの受益証券クラスの受益

証券につき買戻しの請求者に対する買戻代金の支払期間を延長することができます。 

(a) ファンドの投資対象もしくはファンドのうち一もしくは複数の受益証券クラスに帰

属する投資対象の大部分が上場、値付け、売買もしくは取引されている証券取引所、

商品取引所、先物取引所もしくは店頭市場が閉鎖されている期間（通常の休日およ

び祝日を除きます。）、またはかかる証券取引所もしくは市場での取引が制限され

るかもしくは停止されている場合 

(b) ファンドの投資対象もしくはファンドのうち一もしくは複数の受益証券クラスに帰

属する投資対象の処分を管理会社が合理的に実行できなくなる状況が発生したと受

託会社もしくは管理会社が判断する場合、または当該状況により、かかる処分が

ファンドの受益者またはファンドの一もしくは複数の受益証券クラスの保有者に重

大な悪影響を及ぼす場合 

(c) 投資対象の評価額もしくはファンドもしくはファンドの一または複数の受益証券ク

ラスに帰属する純資産総額の確定に通常使用している方法をとることに支障が生じ

ている場合、またはその他の理由によって、投資対象もしくはその他の資産の評価

額、もしくはファンドもしくはファンドの一または複数の受益証券クラスに帰属す

る純資産総額を合理的もしくは公正に確定することができないと受託会社もしくは

管理会社が決定した場合 

(d) ファンドの投資対象の買戻しもしくは換金、またはかかる買戻しもしくは換金に関

係した資金の移動を通常の価格もしくは通常の為替レートで行えないと管理会社が

判断した場合 

(e) いかなる期間であれ、管理会社が、その絶対的裁量により、かかる措置をとること

が賢明であると考える場合 

(f) その他、ファンドに係る補遺信託証書または英文目論見書補遺で定める場合 

かかるファンドの受益者は全員、上記の停止についても速やかに書面で通知され、かか

る停止の解除についても速やかに通知されます。 

 

（２）保管 

 受益証券が販売される海外において、受益証券の確認書は受益者の責任において保管さ

れます。 

 日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、日本における販売会社の保管者名義で

保管され、日本の受益者に対しては、日本における販売会社から受益証券の取引残高報告
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書が定期的に交付されます。 

 ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。 

 

（３）信託期間 

 信託期間は、ファンド設立日に開始し、2163年12月１日までとします。 

 

（４）計算期間 

 ファンドの決算期は毎年３月31日です。 

 

（５）その他 

① ファンドの解散 

 以下の事由のいずれかが発生した場合、ファンドは終了することがあります。 

(a）ファンドの継続もしくはファンドの他の法域への移動が違法となった、または受託

会社もしくは管理会社の意見において、実行不可能、不適当もしくはファンドの受

益者の利益に反する場合 

(b）ファンド受益者がファンド決議で終了を決定した場合 

(c) 基本信託証書の締結日に開始し当該日付の150年後に終了する期間が終了した場合 

(d）受託会社が退任の意向を書面で通知した、または受託会社が強制的もしくは自主的

に清算することになった際に、管理会社がかかる通知もしくは清算後90暦日以内に

受託会社の後任を任命できないもしくは受託会社の後任として就任する準備のでき

ている他の企業の任命を確保できない場合 

(e）管理会社が退任の意向を書面で通知した、または管理会社が強制的もしくは自主的

に清算することになった際に、受託会社がかかる通知もしくは清算の開始後90暦日

以内に管理会社の後任を任命できないもしくは管理会社の後任として就任する準備

のできている他の企業の任命を確保できない場合 

(f) ファンドに関係する補足信託証書または附属書類で予期される日付が到来したまた

は状況が生じた場合 

 また、以下の強制買戻事由が発生した場合は、強制的に買い戻されます。 

(ⅰ) いずれかの評価日の純資産総額が、3,000,000米ドルもしくはそれ以下であり、そ

の評価日またはそれ以後に管理会社が全ての受益証券は全ての受益者に通知を行う

ことで強制的に買戻しを行うべきと決定した場合 

(ⅱ) 受託会社および管理会社が、全ての受益証券は強制的に買戻しを行うべきと同意し

た場合 

 

ソフトワインドダウン 

 管理会社が、受託会社と協議し、ファンドの投資方針がもはや実行可能ではないと判断

した場合、信託証書および英文目論見書補遺の規定に従い、秩序ある方法で資産を換価す

るためにファンドを管理し、受益者の最善の利益になると判断される方法でその収益を受

益者に分配することができます。この手続きはファンドの事業に不可欠であり、受益者の

関与なしに実行することができます。 
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② 信託証書の変更 

 受託会社および管理会社は、受益者に対する10暦日前までの書面通知（受益者による決

議またはファンドによる決議（場合による）により放棄することができる）により、受託

会社および管理会社が誠意を持ってかつ商業上合理的方法により受益者または（場合に応

じて）影響を受けるファンドの受益者の最大の利益となると考える方法および限度により、

基本信託証書の修正信託証書により、基本信託証書の規定を修正し、改訂し、変更しまた

は追加する権利を有します。ただし、受託会社がその意見において、(i)かかる修正、改訂、

変更または追加が、 

(a）既存の受益者の利益を重大に害するものとはならず、既存の受益者または（場合に

より）影響を受けるファンドの受益者に対する責任から受託会社および管理会社を

相当程度免除するようにならないこと、 

(b）財政上、法令上または当局による要請（法的強制力の有無を問わない）を遵守でき

るようにするために必要であること、または 

(c）明白な誤りを訂正するために必要であること 

を書面で証明しない限り、かかる修正、改訂、変更または追加を承認する受益者による決

議またはファンドによる決議（必要に応じて）を受託会社がまず取得しなければ、かかる

修正、改訂、変更または追加は行わないものとし、(ii)かかる修正、改訂、変更または追

加によって、いずれの受益者も、その受益証券に関し追加の支払を行いまたは債務を引き

受ける義務を課されないものとします。 

 

③ 関係法人との契約の更改等に関する手続 

保管契約 

 保管会社の任命は無期限であり、いずれの当事者も90暦日前に書面で通知することによ

り（または相手方当事者が承諾するより短い期間の通知により）終了させることができま

す。また、保管会社の任命は、相手方当事者が(a)保管契約の条件に違反し、（当該違反が

是正可能な場合）他方当事者からその違反の是正を求める通知を受領してから30暦日以内

に当該違反が是正されなかった場合または(b)清算手続きに入った場合（他方当事者が書面

で事前に承認した条件に基づく再建または合併を目的とする任意清算を除きます。）また

は当該当事者の資産に対し管財人が任命された場合、受託会社または保管会社のいずれか

一方が、書面による通知により、即時または事後の発効をもって直ちに解除することがで

きます。保管会社の任命は、受託会社が、ファンドの受託会社を辞任しもしくは解任され

た場合、または信託証書に従いファンドが終了した場合、自動的に終了します。 
管理事務代行契約 

 管理事務代行会社の任命は無期限であり、いずれの当事者も90暦日前に書面で通知する

ことにより（または相手方当事者が承諾するより短い期間の通知により）終了させること

ができます。また、管理事務代行会社の任命は、相手方当事者が(a)管理事務契約の条件に

違反し、（当該違反が是正可能な場合）他方当事者からその違反の是正を求める通知を受

領してから30暦日以内に当該違反が是正されなかった場合または(b)清算手続きに入った場

合（他方当事者が書面で事前に承認した条件に基づく再建または合併を目的とする任意清

算を除きます。）または当該当事者の資産に対し管財人が任命された場合、受託会社また

は管理事務代行会社のいずれか一方が、書面による通知により、即時または事後の発効を

もって直ちに解除することができます。管理事務代行会社の任命は、受託会社が、ファン

ドの受託会社を辞任しもしくは解任された場合、または信託証書に従いファンドが終了し

た場合、自動的に直ちに終了します。 
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代行協会員契約 

 代行協会員契約は、管理会社または代行協会員による３か月前の他の当事者に対する書

面による通知により解除されない限り、解除される時まで有効に存続します。ただし、日

本において代行協会員の指定が要求されている限りにおいては、管理会社の日本における

後任の代行協会員が指定されることを条件として終了します。 

 本契約は日本国の法律に準拠し、同法に従い解釈されるものとします。 

受益証券販売・買戻契約 

 三井住友銀行との受益証券販売・買戻契約は、2024年９月27日に終了しますが、一方当

事者による更新通知なしに、自動的に３暦年間更新されます。ＳМＢＣ日興証券との受益

証券販売・買戻契約は、ファンドが解散するまで効力を有します。 

 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に解釈されるものとします。 

投資運用契約 

 投資運用契約は、(ⅰ）2163年12月１日または(ⅱ）強制買戻日後の実現可能な日のどち

らか早い日に終了します。ただし、管理会社または投資運用会社は、他方当事者に対して

90日以上前に書面による通知を行うことによりまたは投資運用契約に定めるその他の情況

において、投資運用契約を終了することができます。 
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４ 受益者の権利等 

（１）受益者の権利等 

 受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、受益証券名義人

として、登録されていなければなりません。したがって、日本における販売会社に受益証券

の保管を委託している日本の受益者は受益証券の登録名義人でないため、自ら管理会社およ

び受託会社に対し直接受益権を行使することはできません。これら日本の受益者は日本にお

ける販売会社との間の口座約款に基づき日本における販売会社をして受益権を自己のために

行使させることができます。日本における販売会社から国内の投資者に対する買戻金等の支

払いは外国証券取引口座約款に基づいて行われるため、買戻金等の支払いに関する問い合わ

せは日本における販売会社に対して行うこととなります。 

 受益証券の保管を日本における販売会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任におい

て権利行使を行うものとします。 

 受益者の有する権利は次の通りです。 

（ⅰ）分配金請求権 

 受益者は、管理会社の決定したファンドの分配金を、受益証券口数に応じて請求す

る権利を有します。 

（ⅱ）管理会社に対する買戻請求権 

 受益者は、信託証書の規定および本書の記載に従って、管理会社に対し、受益証券

の買戻しを請求することができます。 

（ⅲ）残余財産分配請求権 

 ファンドが清算される場合、受益者は、保有する受益証券の持分に応じて残金財産

の分配を請求する権利を有します。 

（ⅳ）損害賠償請求権 

 受益者は、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた義務の不履行に

基づく損害賠償を請求する権利を有します。 

（ⅴ）議決権 

 受託会社は、基本信託証書の定めにより招集することが要求されている場合、または提案

されているものが受益者による決議であるときは受益証券の保有者として登録され受益証券

１口当たり純資産価格の総額がトラストの全てのシリーズ・トラストの純資産総額の10分の

１以上となる受益証券を保有する受益者の書面による要請のある場合、もしくは提案されて

いるものがファンドによる決議であるときは受益証券の保有者として登録されファンドの受

益証券の口数の10分の１以上を保有する受益者の書面による要請がある場合、招集通知に記

載されている日時および場所にて、全受益者または（場合により）ファンドの受益者の集会

を招集します。 

 

（２）為替管理上の取扱い 

 日本の受益者に対するファンドの受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマ

ン諸島における外国為替管理上の制限はありません。 

 

（３）本邦における代理人 

 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 

 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング 

 上記代理人は、管理会社から日本国内において、 

（ⅰ）管理会社またはファンドに対する、法律上の問題およびJSDAの規則上の問題につい
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て一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、 

（ⅱ）日本における受益証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の

相違に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限 

を委任されています。なお、関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する

届出代理人および金融庁長官に対する届出代理人は、下記の通りとします。 

 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング 

 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 

 弁護士 安達 理 

 弁護士 橋本 雅行 

 

（４）裁判管轄等 

 日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所

が有することを管理会社は承認しています。 

 東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目１番４号 

東京簡易裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目１番２号 

 確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われます。 
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第３ ファンドの経理状況 
 

ａ．ファンドの直近２会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルクで一般に認められた会計

基準に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものです（ただし、円換算部分を除きま

す。）。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則」第328条第５項ただし書の規定の適用によるものです。 

 

ｂ．ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１

条の３第７項に規定する外国監査法人等をいいます。）であるケーピーエムジーエルエルピー

から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められ

る証明に係る監査報告書に相当するもの（訳文を含みます。）が当該財務書類に添付されてい

ます。 

 

ｃ．ファンドの原文の財務書類は米ドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金

額について円換算額が併記されています。日本円への換算には、2025年７月31日現在の株式会

社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝149.39円）が使用されています。

なお、千円未満の金額は四捨五入されています。 
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KPMG LLP 

P.O. Box 493 

SIX Cricket Square 

Grand Cayman KY1-1106 Cayman Islands 

電話 +1 345 949 4800 

ファックス +1 345 949 7164 

URL www.kpmg.com/ky 

 

受託会社への独立監査法人の報告書 

 

意見 

 

当監査法人は、UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Illのシリーズ・トラストであるUSダイナミッ

ク・グロース（以下、「本シリーズ・トラスト」という）の2025年３月31日時点の投資明細書を含む純

資産計算書、同日終了の会計年度における損益計算書、株主資本等変動計算書からなる財務諸表、なら

びに重要な会計方針の概要およびその他の説明情報からなる注記について監査を行った。 

 

当監査法人の意見では、添付された財務諸表はすべての重要な点において適正に表示され、2025年３月

31日時点の本シリーズ・トラストの財務状況および同日終了の会計年度における財務業績は、一般に認

められたルクセンブルクの会計原則（以下、「ルクセンブルクGAAP」という）に準拠して適正に表示さ

れている。 

 

監査意見の根拠 

 

当監査法人は、国際監査基準（以下、「ISA」という）に準拠し監査を実施した。同基準に基づく当監

査法人の責任については、監査報告書の「財務諸表監査における監査法人の責任」の項で詳しく説明し

ている。当監査法人は、国際会計士倫理基準審議会の職業会計士のための国際倫理規程（国際独立性基

準を含む）（以下、「IESBA倫理規程」という）および当監査法人による財務諸表の監査に適用される

ケイマン諸島における倫理要件に従い、本シリーズ・トラストから独立しており、これらの要件および

IESBA倫理規程に準拠してその他の倫理的責任を果たしている。当監査法人は、監査意見の根拠となる

十分かつ適切な監査証拠を入手したと確信している。 

 

財務諸表に対する経営者および統治責任者の責任 

 

経営者は、ルクセンブルクGAAPに準拠して財務諸表を作成し、適正に表示する責任を負う。また、不正

または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために経営者が

必要と判断した内部統制に関して責任を負う。 

 

財務諸表の作成にあたり、経営者は本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評価し、継

続企業に関する事項を適宜開示し、継続企業を前提とした会計基準を使用する責任を有する。ただし、

経営者が本シリーズ・トラストを清算する、もしくは運用を停止する意向がある、またはそうする以外

に現実的な代替案が無い場合はこの限りではない。 

 

統治責任者は、本シリーズ・トラストの財務報告プロセスの監視に責任を有する。 
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財務諸表監査における監査法人の責任 

 

当監査法人の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表に全体として重大な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行する

ことである。合理的な保証は高水準の保証ではあるが、重要な虚偽表示が存在する場合に、ISAに従っ

て実施する監査において常にこれを発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤

謬から生じる可能性があり、また、個別にまたは集計するとこれらの財務諸表に基づいて利用者が行う

経済的意思決定に影響を与えることが合理的に見込まれる場合に、重要性があるとみなされる。 

 

当監査法人は、ISAに従って実施する監査の一環として、監査の過程を通じて、職業的専門家としての

判断を行い、職業的懐疑心を保持する。また、当監査法人は、 

 

不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表の重要な虚偽表示リスクを特定および評

価し、これらのリスクに応じた監査手続きを策定および実行する。また意見表明の基礎となる十分

かつ適切な監査証拠を入手する。不正により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬

により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高い。これは、不正には共謀、偽造、故

意の脱漏、不正表示、または内部統制の無効化に関連する可能性があるためである。 

 

状況に適した監査手続きを策定するために、監査に関する内部統制について理解する。ただし、こ

れは本シリーズ・トラストの内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。 

 

採用された会計方針の適切性、ならびに経営者が行った会計上の見積りおよび関連する開示の妥当

性を評価する。 

 

経営者による継続企業を前提とした会計基準の使用の適切性について判断する。また入手した監査

証拠に基づき、本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可

能性がある事象または状況に関して、重要な不確実性が存在するかどうかを判断する。重要な不確

実性が存在すると判断した場合、監査報告書において、財務諸表における関連する開示事項に対し

て注意喚起し、当該開示が不十分である場合は、監査意見を修正する必要がある。当監査法人の意

見は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づくものである。ただし、将来の事象または状況

により、本シリーズ・トラストが継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

 

開示事項を含む財務諸表の全体的な表示、構成および内容を評価するとともに、財務諸表の適正表

示を実現する方法で対象取引や事象が表示されているかどうかについても評価を行う。 

 

当監査法人は、特に監査の予定範囲および時期、ならびに重要な監査所見について、統治責任者に報告

する。これには、監査中に特定した内部統制における重大な不備が含まれる。 

 

2025年７月31日 
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KPMG LLP 

P.O. Box 493 

SIX Cricket Square, Grand Cayman KY1-1106, Cayman Islands 

電話 +1 345 949 4800 

ファックス +1 345 949 7164 

URL www.kpmg.com/ky 

 

受託会社への独立監査法人の報告書 

 

意見 

 

当監査法人は、UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）III（旧称：クレディ・スイス・ユニバーサル

トラスト（ケイマン）III）（以下、「本トラスト」という）のシリーズ・トラストであるUSダイナ

ミック・グロース（以下、「本シリーズ・トラスト」という）の2024年３月31日時点の投資明細書を含

む純資産計算書、同日終了の会計年度における損益計算書および株主資本等変動計算書からなる財務諸

表、ならびに重要な会計方針およびその他の説明情報からなる注記について監査を行った。 

 

監査法人の意見では、添付された財務諸表はすべての重要な点において適正に表示されており、2024年

３月31日時点の本シリーズ・トラストの財政状態、ならびに同日終了の会計年度における財務業績およ

びキャッシュ・フローは、投資ファンドに適用される一般に認められているルクセンブルクの会計原則

（以下、「ルクセンブルクGAAP」という）に準拠して適正に表示されているものと評価している。 

 

監査意見の根拠 

 

当監査法人は、国際監査基準（以下、「ISA」という）に準拠し監査を実施した。同基準に基づく当監

査法人の責任については、監査報告書の「財務諸表監査における監査法人の責任」の項で詳しく説明し

ている。当監査法人は、国際会計士倫理基準審議会の職業会計士のための国際倫理規程（国際独立性基

準を含む）（以下、「IESBA規程」という）および当監査法人による財務諸表の監査に適用されるケイ

マン諸島における倫理要件に従い、本シリーズ・トラストから独立しており、これらの要件および

IESSA規程に準拠してその他の倫理的責任を果たしている。当監査法人は、監査意見の根拠となる十分

かつ適切な監査証拠を入手したと確信している。 

 

財務諸表に対する経営者および統治責任者の責任 

 

経営者は、ルクセンブルクGAAPに準拠して財務諸表を作成し、適正に表示する責任を負う。また、不正

または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために経営者が

必要と判断した内部統制に関して責任を負う。 

 

財務諸表の作成にあたり、経営者は本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評価し、継

続企業に関する事項を適宜開示し、継続企業を前提とした会計基準を使用する責任を有する。ただし、

経営者が本シリーズ・トラストを清算する、もしくは運用を停止する意向がある、またはそうする以外

に現実的な代替案が無い場合はこの限りではない。 

 

統治責任者は、本シリーズ・トラストの財務報告プロセスの監視に責任を有する。 
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受託会社への独立監査法人の報告書（続き） 

 

財務諸表監査における監査法人の責任 

 

当監査法人の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表に全体として重大な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行する

ことである。合理的な保証は高水準の保証ではあるが、重要な虚偽表示が存在する場合に、ISAに従っ

て実施する監査において常にこれを発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤

謬から生じる可能性があり、また、単独でまたは全体としてこれらの財務諸表に基づいて利用者が行う

経済的意思決定に影響を与えることが合理的に予想される場合に、重要性があるとみなされる。 

 

ISAに従って実施する監査の一環として、当監査法人は専門的判断を下し、監査全体にわたって職業的

専門家としての懐疑心を維持する。また、当監査法人は、 

 

不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表の重要な虚偽表示リスクを特定および評

価し、これらのリスクに応じた監査手続きを策定および実行する。また意見表明の基礎となる十分

かつ適切な監査証拠を入手する。不正により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬

により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高い。これは、不正には共謀、偽造、意

図的な省略、不当表示、または内部統制の無視を伴うことが多いためである。 

 

状況に適した監査手続きを策定するために、監査に関する内部統制について理解する。ただし、こ

れは本シリーズ・トラストの内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。 

 

採用された会計方針の適切性、ならびに経営者が行った会計上の見積りおよび関連する開示の妥当

性を評価する。 

 

経営者による継続企業を前提とした会計基準の使用の適切性について判断する。また入手した監査

証拠に基づき、本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせる可

能性がある事象または状況に関して、重要な不確実性が存在するかどうかを判断する。重要な不確

実性が存在すると判断した場合、監査報告書において財務諸表の関連する開示事項に注意を喚起し、

当該開示が不十分である場合は、監査意見を修正する必要がある。当監査法人の意見は、監査報告

書の発行日までに入手した監査証拠に基づくものである。ただし、将来の事象または状況により、

本シリーズ・トラストが継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

 

開示事項を含む財務諸表の全体的な表示、構成および内容を評価するとともに、財務諸表の適正表

示を達成する形で対象取引や事象が表示されているかどうかについても評価を行う。 

 

当監査法人は、統治責任者に対して、他の事項のなかでもとりわけ、計画した監査の範囲とその実施時

期、および監査の実施過程で特定した内部統制の重大な不備を含む重要な監査所見について報告を行う。 

 

2024年８月23日 
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１ 財務諸表 
① 2025年３月31日終了年度 

（１）貸借対照表 

USダイナミック・グロース

純資産計算書 

2025年３月31日時点 

（米ドルで表示） 

 

 注記 （米ドル）  （千円）  

資産      

時価で測定した投資額 
（原価：8,737万2,411米ドル） 

2 87,250,631  13,034,372  

当座預金  1,382,759  206,570  

未収利息  412  62  

      

資産合計  88,633,802  13,241,004  

      

負債      

受益証券の買戻に伴う未払金  51,249  7,656  

累積経費 11 150,918  22,546  

      

負債合計  202,167  30,202  

      

純資産  88,431,635  13,210,802  

      

発行済受益証券口数  934,967    

      

受益証券１口当たり純資産価値  94.58  14,129 円 

 

 

添付の注記は本財務諸表の不可分の一部である。 
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USダイナミック・グロース

損益計算書 

2025年３月31日に終了した会計年度 

（米ドルで表示） 

 

 注記 （米ドル）  （千円） 

収益     

銀行口座に対する利息  47,707  7,127 

     

収益合計  47,707  7,127 

     

費用     

投資運用会社報酬 6 51,162  7,643 

販売報酬 7 716,177  106,990 

管理事務代行報酬 4 71,625  10,700 

保管会社報酬 5 25,851  3,862 

弁護士費用  3,778  564 

報酬代行会社報酬 3 186,775  27,902 

専門家報酬  22,890  3,420 

代行協会員報酬 8 13,489  2,015 

     

費用合計  1,091,747  163,096 

     

純投資損失  (1,044,040)  (155,969)

     

投資に関する純実現益  1,226,389  183,210 

外貨に関する実現純利益  38  6 

     

当年度実現純利益  1,226,427  183,216 

     

投資に関する未実現純損益の変動  1,048,167  156,586 

     

当年度未実現純利益  1,048,167  156,586 

     

運用に伴う純資産の純増額  1,230,554  183,832 

 

 

添付の注記は本財務諸表の不可分の一部である。 
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USダイナミック・グロース

株主資本等変動計算書 

2025年３月31日に終了した会計年度 

（米ドルで表示） 

 

 注記 （米ドル）  （千円） 

当年度期首における純資産  102,996,337  15,386,623 

     

純投資損失  (1,044,040)  (155,969)

当年度実現純利益  1,226,427  183,216 

当年度未実現純利益  1,048,167  156,586 

     

運用に伴う純資産の純増額  1,230,554  183,832 

     

受益証券の申込による収入 14 5,290,568  790,358 

受益証券の買戻のための支払い 14 (21,085,824)  (3,150,011)

     

  (15,795,256)  (2,359,653)

     

当年度末における純資産  88,431,635  13,210,802 

 

 

添付の注記は本財務諸表の不可分の一部である。 
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USダイナミック・グロース

発行済受益証券口数変動計算書 

2025年３月31日に終了した会計年度 

 

当年度期首における発行済受益証券口数    1,091,116 

     

発行済受益証券口数    50,537 

買戻された受益証券口数    (206,686)

     

当年度末における発行済受益証券口数    934,967 

 

 

 

統計情報 

2025年３月31日時点 

（米ドルで表示） 

 

  2025年  2024年  2023年 

             

  （米ドル）  （円）  （米ドル）  （円）  （米ドル）  （円） 

当年度末における 
純資産 

 88,431,635 13,210,801,953 102,996,337 15,386,622,784 88,484,945  13,218,765,934 

当年度末における 
受益証券１口当たり
純資産価値 

 94.58 14,129 94.40 14,102 69.61  10,399 
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USダイナミック・グロース

投資明細 

2025年３月31日時点 

（米ドルで表示） 

 

数量(1)  説明 取得原価  時価  
純資産に 

対する割合
（％） 

  アイルランド      

投資ファンド        

883,061  
アメリカン・センチュリーUSフォーカスド・ 
イノベーション・エクイティファンド－ I 
US$クラス 

87,372,411  87,250,631  98.66 

   87,372,411  87,250,631  98.66 

  アイルランド合計 87,372,411  87,250,631  98.66 

        

投資額合計   87,372,411  87,250,631  98.66 

 

 
(1)数量は受益証券／株式の口数を表す。 

 

添付の注記は本財務諸表の不可分の一部である。 
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USダイナミック・グロース

財務諸表の注記（2025年３月31日時点） 

 

注記１－組織 

 

トラスト 

 

UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）III（以下、「トラスト」と言う）は、ケイマン諸島の信

託法に基づきエリアン・トラスティー（ケイマン）リミテッド（以下、「受託会社」という）とUBS

マネジメント（ケイマン）リミテッド（以下、「管理会社」という）の間で締結された2013年12月

２日付けの基本信託証書により設立されたオープン・エンド契約型のアンブレラ・ユニット・トラ

ストである。 

 

本トラストは、ケイマン諸島の信託法（改訂版）に基づく免税信託であり、ケイマン諸島のミュー

チュアル・ファンド法（改訂版）に基づいて登録されている。したがって本トラストに関連してケ

イマン諸島金融当局に特定の届け出が行われている。 

 

シリーズ・トラスト 

 

USダイナミック・グロース（以下、「シリーズ・トラスト」という）は、補遺信託証書に基づき

2021年８月26日付に設立された。 

 

本シリーズ・トラストの投資目的は、長期的な成長が大きく見込まれる企業の集中的かつ積極的な

運用ポートフォリオへの投資を通じて、主に、金融商品取引所において上場または取引されている

米国企業の株式および株式関連証券に間接的に投資を行うことである。 

 

当該米国企業は、MSCI米国グロース・インデックス（以下、「インデックス」という）から選択す

ることも、インデックス以外から選択することもできる。また、インデックス以外から選択される

非米国企業への投資も純資産の10％を上限として行うことができる。 

 

本シリーズ・トラストは、アメリカン・センチュリーUSフォーカスド・イノベーション・エクイ

ティ・ファンド（以下、「投資対象ファンド」という）のクラスI投資証券の一つであるI US$クラ

ス投資証券に、ファンドの資産をおおむね全て投資することで、その投資目的の達成を目指すこと

が期待される。投資対象ファンドは、ノムラ・ファンズ・アイルランドピーエルシー（以下、「ア

ンブレラ・ファンド」という）のサブファンドである。 

 

アンブレラ・ファンドは、2014年アイルランド会社法に基づき、アイルランドで有限責任で設立さ

れた変動資本を有するオープンエンド型のアンブレラ投資会社であり、2011年欧州共同体（EC）規

制（譲渡可能な証券への集団投資事業）に基づく譲渡可能な証券への集団投資事業（以下、「UCITS」

という）として設立された。 

 

本シリーズ・トラストは、基本信託証書に定められた状況に従って最終買戻日よりも前に終了した

場合を除き、最終買戻日まで存続する。最終買戻日は、2163年12月１日（基本信託証書の日付から

150年後）と強制買戻事由発生後の実務上可能な直近の買戻日のうち、より早い方の日付とする。 
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USダイナミック・グロース

財務諸表の注記（2025年３月31日時点）（続き） 

 

注記１－組織（続き） 

 

シリーズ・トラスト（続き） 

 

強制買戻事由は以下の場合に発生する： 

 

(ⅰ）ある評価日における純資産価値が３百万米ドルまたはこれを下回り、かかる評価日またはそ

れ以降において、管理会社がすべての受益証券につき、全受益者に通知することにより強制

的に償還すべきと判断する場合、または、 

(ⅱ）受託会社および管理会社が受益証券をすべて強制償還することに合意した場合。 

 

 

注記２－重要な会計方針 

 

財務諸表は、投資ファンドに適用されるルクセンブルクで一般に認められた会計原則に従って継続

企業の前提に基づいて作成されており、以下の重要な会計方針を含む。 

 

投資 

 

管理事務代行会社は、信託証書に定められた原則に基づく受託会社または管理会社の指示を遵守し

た管理事務代行契約に従い、各評価日の評価時点における純資産価値を算定する。 

 

評価日の評価時点で管理事務代行会社が利用可能な投資対象ファンドの最新の利用可能なバリュ

エーションは、投資対象ファンドを評価する目的で使用される。午後４時（ロンドン時間）時点の

WMレートは、米ドル以外の通貨建ての資産を評価する目的で使用される。 

 

純資産価値は管理事務代行会社によって次のように算定される： 

 

(a) 管理事務代行会社が、完全かつ信頼性が高くて正確と考える、投資対象ファンドの時価に関す

る情報源、資料およびシステムに基づく、または参照する、および 

 

(b) 特定の評価日に算定される。したがって算定結果は、管理会社が別途決定しない限り、市場価

値または市場価格のその後の変化、または管理会社の決定に関連するその他の要因を反映しな

い。 

 

投資取引および投資収益 

 

投資取引は取引日に計上される。受取利息は発生主義により認識される。配当金は配当落ち日に記

録される。証券取引の実現損益は、売却された証券の平均コストに基づいて決定される。 
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USダイナミック・グロース

財務諸表の注記（2025年３月31日時点）（続き） 

 

注記２－重要な会計方針（続き） 

 

外貨換算 

 

本シリーズ・トラストは、会計記録を米ドル（以下、「USD」という）で維持し、財務諸表はこの通

貨で表示される。USD以外の通貨で表示された資産および負債は、年度末時点で適用可能な為替レー

トでUSDに変換される。USD以外の通貨での収益および費用は、取引日に決定される適切な為替レー

トでUSDに変換される。 

 

USD以外の通貨での投資取引は、取引日に適用される為替レートでUSDに変換される。 

 

本シリーズ・トラストは、外国為替相場の変動がもたらす投資の運用結果の一部を、保有する証券

の市場価格の変化と区分けしない。かかる変動は、投資に関する純実現損益および未実現損益の変

動に含まれる。 

 

2025年３月31日時点の為替レート： 

 

1 USD ＝ 0.92575 EUR 

 

 

注記３－報酬代行会社報酬 

 

報酬代行会社は、各評価日ごとに累積され計算される純資産価値の0.12％を年当たりの報酬（以下、

「運営費用報酬」という）として受け取る権利を有するものとする。運営費用報酬は、管理事務代

行会社が受託会社の代理人として本シリーズ・トラストの資産から支払うものとする。 

 

 

注記４－管理事務代行会社報酬 

 

管理事務代行会社は、以下のように、純資産価値の大きさに応じて、階層的資産ベースで計算され

た報酬（以下、「管理事務代行会社報酬」という）を受け取る権利を有するものとする。具体的に

は、純資産価値の５億米ドル以下に対して0.07％、５億米ドル超10億米ドル以下に対して0.06％、

10億米ドル超に対して0.05％を年当たりの報酬として受け取る。これらの報酬は、各評価日ごとに

累積され計算され（最低年間報酬は４万5,000米ドルとする）、四半期ごとに後払いで、本シリー

ズ・トラストの資産から受託会社によって支払われるものとする。 

 

当初クロージング日から2021年９月の最終営業日（この日を含む）までの期間に蓄積した最初の管

理事務代行会社報酬は、当該期間における各評価日にルクセンブルクでの業務終了後の純資産価値

に基づき、日割り計算で管理事務代行会社に支払われた。 
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USダイナミック・グロース

財務諸表の注記（2025年３月31日時点）（続き） 

 

注記４－管理事務代行会社報酬（続き） 

 

管理事務代行会社はまた、監査確認状の発行、半期財務諸表の作成、またはルクセンブルク会計基

準以外の会計原則の使用など、特定の管理事務業務を遂行するため、管理会社と受託会社の間で合

意することのできる金額を、かかるサービスに対する報酬として、本シリーズ・トラストの資産か

ら受け取る権利を有するものとする。管理事務代行会社は、その職務の遂行において合理的に負担

したすべての自己負担費用および経費について、受託会社によって本シリーズ・トラストの資産か

ら払い戻される権利も有するものとする。 

 

 

注記５－保管会社報酬 

 

保管会社は、保管関連業務への対価として、各評価日ごとに累積され算定された純資産価値の

0.025％を年当たりの報酬（以下、「保管会社報酬」という）として受け取る権利を有し、この報酬

は四半期ごとに後払いで、受託会社の代わりに本シリーズ・トラストの資産から管理事務代行会社

によって支払われるものとする。 

 

当初クロージング日から2021年９月の最終営業日（この日を含む）までの期間に蓄積した最初の保

管会社報酬は、当該期間における各評価日にルクセンブルクでの業務終了後の純資産価値に基づき、

日割り計算で保管会社に支払われた。保管会社は、本シリーズ・トラストの資産から、保管会社が

本シリーズ・トラストの口座のために実施するすべての付随的サービス（これには管理会社（また

はその代理人）が本シリーズ・トラストの投資目的、方針、および制限に従って保管会社に通知し

た外貨取引の処理が含まれるが、これに限定されない）に関するすべての付随的報酬について、受

託会社と保管会社が時として合意することのできる金額を、本シリーズ・トラストの資産から払い

戻される権利を有するものとする。 

 

保管会社は、関連当事者間で合意されたその他の報酬を受け取り、その職務を遂行する中で発生し

たすべてのサブ保管会社の報酬および経費を含め、適切に負担したすべての自己負担経費および支

出について、本シリーズ・トラストの資産から払い戻される権利を有するものとする。 

 

 

注記６－投資運用会社報酬 

 

投資運用会社は、各評価日ごとに累積され計算された純資産価値の0.05％を年当たりの報酬として

受け取る権利を有し、四半期ごとに後払いで支払われるものとする。投資運用会社報酬は、管理事

務代行会社が受託会社の代理人として本シリーズ・トラストの資産から支払うものとする。 
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USダイナミック・グロース

財務諸表の注記（2025年３月31日時点）（続き） 

 

注記７－販売報酬 

 

各販売会社は、各評価日ごとに累積され算定された米ドル・クラスユニットに帰属する純資産価値

の0.70％に、発行済受託証券における販売会社が受益者である割合を乗じ、これを発行済米ドル・

クラスユニットの総数で割った金額（以下、「販売報酬」という）を販売報酬として毎月後払いで

受け取る権利を有するものとする。販売報酬は、管理事務代行会社が管理会社の代理人として本シ

リーズ・トラストの資産から支払うものとする。 

 

 

注記８－代行協会員報酬 

 

代行協会員は、各評価日ごとに累積され算定された米ドル・クラスユニットに帰属する純資産価値

の0.01％を年当たり報酬として受け取り、四半期ごとに後払いで支払われる権利を有するものとす

る。代行協会員報酬は、管理事務代行会社が管理会社の代理人として本シリーズ・トラストの資産

から支払うものとする。 

 

 

注記９－受託会社報酬 

 

受託会社は、年当たり10,000米ドルの固定報酬を運営費用報酬から前払いで受け取る権利を有する

ものとする。 

 

受託会社はさらに、その職務の遂行により適切に発生したすべての自己負担経費および支出につい

て、運営費用報酬から払い戻しを受ける権利を有する。 

 

 

注記10－管理会社報酬 

 

管理会社は、運営費用報酬から支払われる年当たり5,000米ドルを管理会社報酬として受け取り、毎

月後払いで支払われる権利を有するものとする。疑義のないように記すと、管理会社は独自の裁量

により、管理会社報酬の支払いを減額または放棄することを決定できる。 
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USダイナミック・グロース

財務諸表の注記（2025年３月31日時点）（続き） 

 

注記11－累積経費 

 

 USD 
  

投資運用会社報酬 12,819 

販売報酬 55,549 

管理事務代行報酬 17,947 

保管会社報酬 6,410 

専門家報酬 24,900 

代行協会員報酬 2,560 

報酬代行会社報酬 30,733 

  

累積経費 150,918 

 

 

注記12－分配 

 

本シリーズ・トラストに関する米ドル・クラスユニットに関わる方針は、かかるユニットクラスに

関して受益者に分配を行う代わりに、本シリーズ・トラストの純益と実現されたキャピタル・ゲイ

ンをすべて再投資することである。したがって、当期のリターンを求める投資家にとって、本シ

リーズ・トラストへの投資は適していない場合がある。 

 

2025年３月31日に終了した会計年度について、本シリーズ・トラストは受益者に配当を分配してい

ない。 

 

 

注記13－法人税等 

 

ケイマン諸島の現行法の下では、本シリーズ・トラストによって支払われる所得税、不動産税、譲

渡税、売上税、または本シリーズ・トラストによる受益者への支払いまたは受益証券買戻の際の純

資産価値の支払いに適用される源泉徴収税は課せられていない。 

 

本トラストは、ケイマン諸島政府により、2063年12月２日まで現地のすべての所得、利益および

キャピタル・ゲインに対する税金を免除するとの保証を得ている。現時点において、上記の諸税が

ケイマン諸島により課されることはない。本シリーズ・トラストは、複数の国において投資収益お

よびキャピタル・ゲインに対して課される源泉徴収税を発生させる可能性がある。この投資収益ま

たはキャピタル・ゲインは、損益計算書において、源泉徴収税の総額として記載される。源泉徴収

税は、別個の科目として損益計算書に記載される。2025年３月31日に終了した会計年度において、

源泉徴収税は支払われなかった。 
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USダイナミック・グロース

財務諸表の注記（2025年３月31日時点）（続き） 

 

注記13－法人税等（続き） 

 

投資対象ファンドは、ケイマン諸島以外の国に所在する企業に投資することを選択する可能性があ

る。これらの国々の多くでは、投資対象ファンドを含む非居住者にも適用される、キャピタル・ゲ

インへの課税を定めた税法が導入されている。これらのキャピタル・ゲインへの課税額は申告納税

方式により決定される必要があるため、これらの課税については投資対象ファンドの仲介業者によ

る「源泉徴収」ベースでの控除は行わない。 

 

特定の外国における関連する税務当局がすべての事実および状況について完全な知識を持つことを

前提すると、本シリーズ・トラストが当該国で獲得したキャピタル・ゲインに対する税金負債を評

価するよう要求する可能性が高い場合、本シリーズ・トラストはこの税金負債を認識することが要

求される。この税金負債は、同国において導入された税法および税率、または当該報告期間末まで

に実質的に導入された税法および税率を用いて、該当する税務当局に対して支払うべき額として算

定される。ただし、現行の税法がオフショア投資のシリーズ・トラストに対してどのように適用さ

れるかについては不明確な場合がある。この場合、税金負債が最終的に本シリーズ・トラストの負

担になるかどうかについて不確実性が生じる。このため、運営者は、不確実な税金負債を測定する

際に、関連の税務当局が公式または非公式な方法によりどのような課税を行っているかを含む、税

負担の可能性に影響を及ぼしうる入手可能な関連事実および状況につき、これらすべてを考慮に入

れるものとする。 

 

2025年３月31日時点において、管理会社は、本シリーズ・トラストが、財務諸表上で未実現の税控

除として計上すべき負債が存在しないと判断した。管理会社は最善を尽くして上記の判断を下した

が、本シリーズ・トラストが獲得したキャピタル・ゲインに対して外国の税務当局が課税するリス

クは排除できない。このような課税は事前の通告なしに生じうるものであり、遡及的に課税される

可能性もある。その結果として本シリーズ・トラストの損失を招く可能性がある。 

 

 

注記14－募集および買戻の条件 

 

初回募集期間 

 

投資家は、初回募集期間の最終日の午前11時（ルクセンブルク時間）までに、または管理会社が独

自の裁量で決定するその他の日時までに、記入済み購入申込書（および申込書に記載されるかかる

投資者の身元を証明する書類および購入代金の出所）を管理事務代行会社に送付することにより、

初回募集期間中に米ドル・クラスユニットを購入することができる。 

 

購入代金は、当初クロージング日に関する現金決済日までに、申込者名義の口座から本シリーズ・

トラストの口座へ現金決済により電信送金で全額が送金されなければならない。支払いは米ドルで

行われなければならない。第三者による支払いは受け付けられない。不十分な購入申込書は、管理

会社の裁量により、記入済み申込書の受理後の最初の取引日まで持ち越され、米ドル・クラスユ

ニットが関連する受益証券１口当たり純資産価格でかかる取引日に発行される。 
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USダイナミック・グロース

財務諸表の注記（2025年３月31日時点）（続き） 

 

注記14－募集および買戻の条件（続き） 

 

その後の募集 

 

当初クロージング日以降の取引日に米ドル・クラスユニットの購入を希望する投資家は、米ドル・

クラスユニットを購入するために、記入済みの購入申込書または簡易化した購入申込書（場合によ

る）を（あらかじめ用意されていない場合は、申込書に記載されるかかる投資者の身元を証明する

書類および購入代金の出所とともに）管理事務代行会社に送付しなければならず、管理事務代行会

社が関連する取引日の午前11時（ルクセンブルク時間）までに、または管理会社が独自の裁量で決

定するその他の日時までに受領するように送付しなくてはならない。不十分な購入申込書は、管理

会社の裁量により、記入済み申込書の受理後の最初の取引日まで持ち越され、受益証券が関連する

受益証券１口当たり純資産価格でかかる取引日に発行される。 

 

購入代金は、該当する取引日を含まず、関連する取引日から３営業日以内の現金決済日に、申込者

名義の口座から本シリーズ・トラストの口座へ現金決済により電信送金で全額が送金されなければ

ならない。支払いは米ドルで行われなければならない。第三者による支払いは受け付けられない。 

 

買戻 

 

受益者は、各買戻日に、管理事務代行会社が購入代金を受領した受益証券について、管理事務代行

会社に対し買戻請求を行うことができる。買戻請求を行うためには、受益者は、買戻日の午前11時

（ルクセンブルグ時間）または管理会社がその単独の裁量で定めることができるその他の時点およ

び／もしくは日（以下、「買戻通知期限」という）までに、買戻される受託証券の口数と関連する

ユニットクラスが適切に記入された買戻通知（以下、「買戻通知」という）を管理事務代行会社に

買戻通知に記載されたファクシミリ番号にファクシミリで（管理事務代行会社がかかる提出方法以

外の代替的手段を提供している場合であっても）提出しなければならない。 

受益証券１口当たりの買戻価格（以下、「買戻価格」という）は、関連する買戻日（買戻日が評価

日でない場合は、評価日の前日）において計算された受益証券１口当たり純資産価格である。 

 

一度提出された買戻通知は、管理会社が受託会社と協議した後に別途決定しない限り、取消不能と

なる。管理会社は、その単独の裁量により、買戻通知期限を過ぎて受領した買戻通知を翌買戻日ま

で持ち越し、当該受益証券を当該翌買戻日に、買戻価格で買戻すことができる。 

 

買戻通知が買戻通知期限までに受領された場合、以下に記載される場合を除き、受益証券は、買戻

価格で買戻される。ある買戻日における受益者による買戻要求の対象となる最低買戻口数は、管理

会社がその他の決定をしない限り、１口以上１口単位とする。 
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USダイナミック・グロース

財務諸表の注記（2025年３月31日時点）（続き） 

 

注記14－募集および買戻の条件（続き） 

 

買戻し（続き） 

 

該当法域におけるマネー・ロンダリング防止を目的とする規制を遵守するため、管理事務代行会社

は、買戻通知を処理するために必要とみなす情報を請求する権利を有するものとする。管理事務代

行会社は、買戻のため受益証券を提出した受益者が管理事務代行会社により請求された情報の提出

を遅延した場合あるいは怠った場合、または買戻通知の処理の拒否が受託会社または管理事務代行

会社があらゆる法域におけるマネー・ロンダリング防止法の遵守を確保するために必要である場合、

かかる買戻通知の処理を拒否、または買戻資金の支払いを遅らせることができる。 

 

買戻通知が受理されると、受託証券は、かかる受益者が登録から削除されているかどうか、または

買戻価格が決定または送金されているかどうかにかかわらず、関連する買戻日から有効に買戻され

たものとして扱われる。したがって受益者は、関連する買戻日から、買戻される受益証券に関して

信託証書に基づいて生じた権利（本シリーズ・トラストのいずれかの会合で通知を受ける権利、出

席する権利、または投票する権利を含む）を行使する権利を有さない、もしくは行使することがで

きない。ただし、買戻価格を受け取る権利、および関連する買戻日の前に宣言されたがまだ支払わ

れていない分配（いずれの場合も、買戻される受益証券に関して）の権利は有する。このような買

戻を行う受益者は、買戻価格に関する本シリーズ・トラストの債権者となる。支払い不能による清

算においては、買戻を行う受益者の順位は一般の債権者に次となるが、受益者よりも高い。 

 

 

注記15－後発事象 

 

受託会社は、本財務諸表の発行準備が整った日である2025年７月31日までのすべての後発取引およ

び事象を評価した。 

 

2025年４月１日から2025年７月31日までに、91万754米ドルの受益証券の申込と337万5,873米ドルの

受益証券の買戻があった。 

 

本シリーズ・トラストに関して報告すべきその他の後発事象は生じていない。 
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＜参考情報＞ 

以下は、ノムラ・ファンズ・アイルランド・ピーエルシー―アメリカン・センチュリー USフォー

カスド・イノベーション・エクイティ・ファンドの財務書類を抜粋し翻訳したものです。原文の財

務書類は、ノムラ・ファンズ・アイルランド・ピーエルシーの全てのシリーズ・トラストにつき一

括して作成されています。本書においては、関係するシリーズ・トラストであるアメリカン・セン

チュリー USフォーカスド・イノベーション・エクイティ・ファンドに関連する部分のみを記載して

います。また、アメリカン・センチュリー USフォーカスド・イノベーション・エクイティ・ファン

ドにはI US$クラス投資証券を含む複数のクラスが存在します。 
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アメリカン・センチュリー USフォーカスド・イノベーション・エクイティ・ファンド 

財 政 状 態 計 算 書 

2024年12月31日現在 

 

 （米ドル）  （千円）  

資産     

銀行預金 2,440,122  364,530  

マージン口座におけるブローカーからの未収金 -  -  

債権およびその他の受取債権 4,454  665  

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 104,173,682  15,562,506  

資産合計 106,618,258  15,927,702  

     

負債     

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 -  -  

当座借越 -  -  

債務－１年以内に満期が到来する金額 (224,975) (33,609) 

負債合計 (224,975) (33,609) 

     

償還可能参加株式保有者に帰属する純資産 106,393,283  15,894,093       
     

I US$クラス     

純資産 106,381,465  15,892,327  

発行済株式 902,917 口   

１株当たり純資産価格 117.8198  17,601 円 
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アメリカン・センチュリー USフォーカスド・イノベーション・エクイティ・ファンド 

包 括 利 益 計 算 書 

2024年12月31日終了年度 

 

 （米ドル）  （千円） 

営業収益 228,485  34,133 

付加価値税還付 (354) (53)

    

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 

および金融負債に係る純利益／（損失） 31,897,622  4,765,186 

営業収益 32,125,753  4,799,266 

    

営業費用 (856,427) (127,942)

    

営業利益／（損失） 31,269,326  4,671,325 

    

金融費用    

純利益からの配当金 -  - 

キャピタルゲインからの配当金 -  - 

当座貸越利息 -  - 

当期の利益／（損失） 31,269,326  4,671,325 

    

源泉徴収税を含む税金 (65,895) (9,844)

    

営業活動による償還可能参加株式保有者に帰属する 

純資産の増加／（減少） 31,203,431 
 

4,661,481     
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アメリカン・センチュリー USフォーカスド・イノベーション・エクイティ・ファンド 

償還可能参加株式保有者に帰属する純資産の変動計算書 

2024年12月31日終了年度 

 

 （米ドル）  （千円） 

期首における償還可能参加株式保有者に帰属する純資産 100,003,928  14,939,587 

    

想定為替換算調整額 -  - 

    

営業活動による償還可能参加株式保有者に帰属する 

純資産の増加／（減少） 31,203,431  4,661,481 

    

資本取引    

償還可能参加株式の発行による純手取額 2,768,900  413,646 

    

償還可能参加株式の償還による純費用 (27,582,976) (4,120,621)

    

資本取引による純収入 (24,814,076) (3,706,975)

    

期末における償還可能参加株式保有者に帰属する純資産 106,393,283  15,894,093     
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アメリカン・センチュリー USフォーカスド・イノベーション・エクイティ・ファンド 

キャッシュ・フロー計算書 

2024年12月31日終了年度 

 

  （米ドル）  （千円） 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

コール勘定利息の受取額  -  - 

配当金の受取額  161,825  24,175 

証券貸付収益の受取額  3,012  450 

ファンドの償還  -  - 

雑収入／（雑費）  123  18 

営業費用の支払額  (835,891) (124,874)

営業活動による正味キャッシュ・フロー  (670,931) (100,230)

     

投資活動によるキャッシュ・フロー     

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の購入  (20,851,505) (3,115,006)

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却による収入  48,074,956  7,181,918 

投資活動による正味キャッシュ・フロー  27,223,451  4,066,911 

     

財務活動によるキャッシュ・フロー     

償還可能参加株式の発行による収入  2,768,900  413,646 

償還可能参加株式の償還による支出  (27,582,976) (4,120,621)

当座貸越利息の支払額  -  - 

財務活動による正味キャッシュ・フロー  (24,814,076) (3,706,975)

     

当期における現金および現金同等物の純増加／（減少）  1,738,444  259,706 

期首における現金および現金同等物  701,678  104,824 

期末における現金および現金同等物  2,440,122  364,530      
 

キャッシュ・フロー情報の補足開示：     

利息受取額  -  - 

配当金（源泉徴収税控除後）受取額  161,825  24,175 

利息支払額  -  - 
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アメリカン・センチュリー USフォーカスド・イノベーション・エクイティ・ファンド 
投資有価証券明細表 
2024年12月31日現在 

 

銘柄 保有数 
公正価値 

（米ドル） 

ファンドに 
占める割合 

（％） 
    
株式‐97.91％（2023年12月31日：99.50％）    
    
カナダ‐1.61％（2023年12月31日：0.21％）    
通信‐1.61％（2023年12月31日：0.21％）    
Shopify Inc Class A 16,097 1,709,018 1.61％ 
  1,709,018 1.61％ 
    
カナダ合計  1,709,018 1.61％ 
    
    
デンマーク‐1.37％（2023年12月31日：0.98％）    
生活必需品‐1.37％（2023年12月31日：0.98％）    
Ascendis Pharma A/S - Sponsored ADR 10,633 1,456,934 1.37％ 
  1,456,934 1.37％ 
    
デンマーク合計  1,456,934 1.37％ 
    
    
オランダ‐2.75％（2023年12月31日：1.54％）    
生活必需品‐2.75％（2023年12月31日：1.54％）    
Adyen NV 144A 749 1,116,728 1.05％ 
Argenx SE - Sponsored ADR 2,928 1,814,116 1.70％ 
  2,930,844 2.75％ 
    
オランダ合計  2,930,844 2.75％ 
    
    
スウェーデン‐0.33％（2023年12月31日：‐％）    
通信‐0.33％（2023年12月31日：‐％）    
Spotify Technology SA 788 355,380 0.33％ 
  355,380 0.33％ 
    
スウェーデン合計  355,380 0.33％ 
    
    
英国‐0.74％（2023年12月31日：‐％）    
技術‐0.74％（2023年12月31日：‐％）    
ARM Holdings Plc - Sponsored ADR 6,231 782,177 0.74％ 
  782,177 0.74％ 
    
英国合計  782,177 0.74％ 
    
    
米国‐91.11％（2023年12月31日：95.92％）    
通信‐29.19％（2023年12月31日：25.28％）    
Alphabet Inc Class C 54,906 10,582,033 9.95％ 
Amazon.com Inc 47,169 10,476,943 9.85％ 
DoorDash Inc Class A 5,765 971,633 0.91％ 
Meta Platforms Inc Class A 6,304 3,736,255 3.51％ 
Netflix Inc 4,564 4,102,169 3.86％ 
Okta Inc Class A 14,844 1,184,551 1.11％ 
  31,053,584 29.19％ 
    
一般消費財‐11.65％（2023年12月31日：12.34％）    
Cava Group Inc 2,695 304,481 0.29％ 
Chipotle Mexican Grill Inc Class A 51,770 3,128,461 2.94％ 
Tesla Inc 21,255 8,962,171 8.42％ 
  12,395,113 11.65％ 
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アメリカン・センチュリー USフォーカスド・イノベーション・エクイティ・ファンド 
投資有価証券明細表（続き） 

2024年12月31日現在 
 

銘柄 保有数 
公正価値 

（米ドル） 

ファンドに 
占める割合 

（％） 
    
米国‐91.11％ (2023年12月31日：95.92％)(続き)    
生活必需品‐14.74％ (2023年12月31日：19.61％)    
Alnylam Pharmaceuticals Inc 11,143 2,634,094 2.47％ 
Block Inc Class A 28,140 2,453,808 2.31％ 
Blueprint Medicines Corp 12,457 1,082,140 1.02％ 
Boston Beer Co Inc/The Class A 913 272,074 0.25％ 
Constellation Brands Inc Class A 9,327 2,064,252 1.94％ 
Intuitive Surgical Inc 4,781 2,518,105 2.37％ 
Paylocity Holding Corp 5,680 1,134,069 1.07％ 
Regeneron Pharmaceuticals Inc 2,822 2,004,523 1.88％ 
S&P Global Inc 668 333,759 0.31％ 
Structure Therapeutics Inc - Sponsored ADR 19,086 506,542 0.48％ 
Verisk Analytics Inc Class A 2,465 681,498 0.64％ 
  15,684,864 14.74％ 
    
金融‐3.11％（2023年12月31日：5.65％）    
Kinsale Capital Group Inc 1,060 493,430 0.46％ 
Mastercard Inc Class A 5,336 2,819,383 2.65％ 
  3,312,813 3.11％ 
    
工業‐4.45％（2023年12月31日：6.53％）    
Cactus Inc Class A 21,790 1,268,178 1.19％ 
Rocket Lab USA Inc 95,013 2,498,842 2.35％ 
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5,051 968,630 0.91％ 
  4,735,650 4.45％ 
    
テクノロジー‐27.97％（2023年12月31日：26.51％）    
Advanced Micro Devices Inc 31,953 3,917,118 3.68％ 
Cadence Design Systems Inc 7,499 2,264,623 2.13％ 
DocuSign Inc Class A 16,447 1,500,789 1.41％ 
HubSpot Inc 3,002 2,112,297 1.99％ 
Microsoft Corp 11,968 5,093,581 4.79％ 
Monolithic Power Systems Inc 1,274 766,566 0.72％ 
NVIDIA Corp 69,996 9,568,453 8.99％ 
ON Semiconductor Corp 8,279 524,889 0.49％ 
Salesforce Inc 11,923 4,008,989 3.77％ 
  29,757,305 27.97％ 
    
米国合計  96,939,329 91.11％ 
    
株式合計  104,173,682 97.91％ 
    
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産  104,173,682 97.91％ 
    
その他の資産および負債  2,219,601 2.09％ 
    
償還可能参加株式保有者に帰属する純資産  106,393,283 100.00％ 

    
期末時点で保有する投資対象は、証券取引所に上場されているか、その他の規制市場で取引されている譲渡可能
証券または店頭金融デリバティブ商品である。下表は、その構成を2024年12月31日現在の総資産に占める割合で
示したものである。 
    

ポートフォリオ分析   
総資産に 

占める割合
（％） 

    
証券取引所に上場している譲渡可能証券および短期金融市場商品  97.71 
その他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および短期金融市場商品 – 
規制市場で取引されている金融デリバティブ商品   – 
店頭金融デリバティブ商品   – 
   97.71 
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アメリカン・センチュリー USフォーカスド・イノベーション・エクイティ・ファンド 
ポートフォリオ変動明細表 
2024年12月31日終了年度 

 

 
主要購入品目 額面 費用（米ドル） 
Advanced Micro Devices Inc 37,213 7,019,414 
Alphabet Inc Class C 14,142 1,993,597 
Meta Platforms Inc Class A 3,299 1,544,028 
ARM Holdings Plc - Sponsored ADR 8,401 1,445,036 
Adyen NV144A 749 1,140,889 
Shopify Inc Class A 13,463 991,868 
DoorDash Inc Class A 5,765 741,474 
Structure Therapeutics Inc - Sponsored ADR 19,086 715,609 
ON Semiconductor Corp 8,279 572,561 
Block Inc Class A 6,249 523,132 
Kinsale Capital Group Inc 1,060 477,911 
Ascendis Pharma AS - Sponsored ADR 2,907 409,162 
Microsoft Corp 865 349,856 
Cava Group Inc 2,695 343,496 
Constellation Brands Inc Class A 1,295 315,995 
HubSpot Inc 505 302,429 
Salesforce Inc 1,010 300,561 
Astera Labs Inc 5,929 287,624 
Spotify Technology SA 788 280,955 
Paylocity Holding Corp 1,151 233,632 
DocuSign Inc Class A 2,099 211,350 
Okta Inc Class A 2,459 207,625 
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アメリカン・センチュリー USフォーカスド・イノベーション・エクイティ・ファンド 
ポートフォリオ変動明細表（続き） 

2024年12月31日終了年度 
 

 
主要売却品目 額面 収益（米ドル） 
NVIDIA Corp 20,731 8,945,377 
Amazon.com Inc 16,436 3,110,682 
Alphabet Inc Class C 18,494 2,955,550 
Intuitive Surgical Inc 5,435 2,544,343 
Visa Inc Class A 8,195 2,316,788 
Regeneron Pharmaceuticals Inc 2,163 2,063,281 
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 13,299 1,954,701 
Keysight Technologies Inc 10,957 1,675,879 
NIKE Inc Class B 15,927 1,664,440 
Chipotle Mexican Grill Inc Class A 14,712 1,615,228 
Monolithic Power Systems Inc 2,404 1,549,350 
Okta Inc Class A 20,435 1,504,709 
Tesla Inc 6,268 1,471,322 
Netflix Inc 1,765 1,269,138 
Salesforce Inc 4,442 1,188,555 
HubSpot Inc 1,564 997,550 
S&P Global Inc 1,976 924,330 
Advanced Micro Devices Inc 5,260 919,775 
BILL Holdings Inc 14,256 881,583 
Rocket Lab USA Inc 70,886 805,732 
FANUC Corp 29,100 799,202 
Constellation Brands Inc Class A 3,132 783,631 
Cactus Inc Class A 12,101 709,784 
Cadence Design Systems Inc 2,274 684,597 
Microsoft Corp 1,617 675,405 
Intercontinental Exchange Inc 5,151 658,208 
Mastercard Inc Class A 1,329 627,925 
Argenx SE - Sponsored ADR 1,113 598,224 
Boston Beer Co Inc/The Class A 1,656 503,110 
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（２）損益計算書 

ファンドの損益の状況については、「（１）貸借対照表」の項目に記載したファンドの損益

計算書をご参照ください。 

 

（３）投資有価証券明細表等 

ファンドの投資有価証券明細表等については、「第二部 ファンド情報－第１ ファンドの状

況－５ 運用状況－（２）投資資産」の項目に記載したファンドの投資有価証券の主要銘柄をご

参照ください。 

 

 



－  － 

 

122

② 2024年３月31日終了年度 

（１）貸借対照表 

USダイナミック・グロース 

純資産増減計算書 

2024年３月31日時点 

（米ドルで表示） 

 

 注記 （米ドル）  （千円）  

資産      

時価で測定した投資額 
（原価：１億312万3,822米ドル） 

2 101,953,875  15,230,889  

当座預金  1,693,279  252,959  

未収株式払込金  121,668  18,176  

未収利息  139  21  

      

資産合計  103,768,961  15,502,045  

      

負債      

受益証券の買戻に伴う未払金  622,088  92,934  

累積経費 11 150,536  22,489  

      

負債合計  772,624  115,422  

      

純資産  102,996,337  15,386,623  

      

発行済受益証券口数  1,091,116    

      

受益証券１口当たり純資産価値  94.40  14,102 円 

 

 

添付の注記は本財務諸表の不可分の一部である。 
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USダイナミック・グロース 

損益計算書 

2024年３月31日に終了した会計年度 

（米ドルで表示） 

 

 注記 （米ドル）  （千円） 

収益     

銀行口座に対する利息  48,087  7,184 

     

収益合計  48,087  7,184 

     

費用     

投資運用会社報酬 6 47,823  7,144 

販売報酬 7 669,426  100,006 

管理事務代行報酬 4 66,950  10,002 

保管会社報酬 5 24,184  3,613 

弁護士費用  750  112 

報酬代行会社報酬 3 124,840  18,650 

専門家報酬  29,428  4,396 

代行協会員報酬 8 12,766  1,907 

設立費用の償却 2 52,628  7,862 

     

費用合計  1,028,795  153,692 

     

純投資損失  (980,708)  (146,508)

     

投資に関する実現純損失  (2,679,710)  (400,322)

外貨に関する純実現損失  (154)  (23)

     

当年度実現純損失  (2,679,864)  (400,345)

     

投資に関する未実現純損益の変動  33,219,142  4,962,608 

     

当年度未実現純利益  33,219,142  4,962,608 

     

運用に伴う純資産の純増額  29,558,570  4,415,755 

 

 

添付の注記は本財務諸表の不可分の一部である。 
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USダイナミック・グロース 

株主資本等変動計算書 

2024年３月31日に終了した会計年度 

（米ドルで表示） 

 

 注記 （米ドル）  （千円） 

当年度期首における純資産  88,484,945  13,218,766 

     

純投資損失  (980,708)  (146,508)

当年度実現純損失  (2,679,864)  (400,345)

当年度未実現純利益  33,219,142  4,962,608 

     

運用に伴う純資産の純増額  29,558,570  4,415,755 

     

受益証券の申込による収入 14 4,700,568  702,218 

受益証券の買戻のための支払い 14 (19,747,746)  (2,950,116)

     

  (15,047,178)  (2,247,898)

     

当年度末における純資産  102,996,337  15,386,623 

 

 

添付の注記は本財務諸表の不可分の一部である。 

 



－  － 

 

125

USダイナミック・グロース 

発行済受益証券口数変動計算書 

2024年３月31日に終了した会計年度 

 

当年度期首における発行済受益証券口数  1,271,063 

   

発行済受益証券口数  58,343 

買戻された受益証券口数  (238,290)

   

当年度末における発行済受益証券口数  1,091,116 

 

 

 

統計情報 

2024年３月31日時点 

（米ドルで表示） 

 

 2024  2023  2022 

            

 （米ドル）  （円）  （米ドル）  （円）  （米ドル）  （円） 

当年度末における 
純資産 

102,996,337  15,386,622,784  88,484,945 13,218,765,934 113,047,138 16,888,111,946

当年度末における 
受益証券１口当たり
純資産価値 

94.40  14,102  69.61 10,399 88.12 13,164
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USダイナミック・グロース 

投資明細 

2024年３月31日時点 

（米ドルで表示） 

 

数量(1) 説明 取得原価  時価  
純資産に 

対する割合 
（％） 

 アイルランド      

投資ファンド       

1,044,726 
 
 

アメリカン・センチュリーUSフォーカスド・ 
イノベーション・エクイティファンド- I 
US$クラス 

103,123,822  101,953,875  98.99 

  103,123,822  101,953,875  98.99 

 アイルランド合計 103,123,822  101,953,875  98.99 

       

投資額合計  103,123,822  101,953,875  98.99 

 

 
(1)数量は受益証券／株式の口数を表す。 
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財務諸表の注記 

（2024年３月31日時点） 

 

注記１－組織 

 

トラスト 

 

UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）III（旧称：クレディ・スイス・ユニバーサルトラスト

（ケイマン）III）（以下、「本トラスト」という）は、ケイマン諸島の基本信託証書に基づきエリ

アン・トラスティー（ケイマン）リミテッド（以下、「受託会社」という）とUBSマネジメント（ケ

イマン）リミテッド（旧称：クレディ・スイス・マネジメント（ケイマン）リミテッド）（以下、

「管理会社」という）の間で締結された、2013年12月２日付けの基本信託証書により設立された

オープンエンド契約型のアンブレラ・ユニット・トラストである。 

 

本トラストは、ケイマン諸島の信託法（改訂版）に基づく免税信託であり、ケイマン諸島のミュー

チュアル・ファンド法（改訂版）に基づいて登録されている。したがって本トラストに関連してケ

イマン諸島金融当局に特定の届け出が行われている。 

 

シリーズ・トラスト 

 

USダイナミック・グロース（以下、「シリーズ・トラスト」という）は、補遺信託証書に基づき

2021年８月26日付に設立された。 

 

本シリーズ・トラストの投資目的は、長期的な成長の可能性が高い企業を中心に構成されたアク

ティブ運用されるポートフォリオへの投資を通じて、取引所に上場または取引所で取引されている

米国企業の株式および株式関連証券に間接的に投資することである。 

 

ポートフォリオを構成する米国企業は、MSCI米国グロース・インデックス（以下、「インデックス」

という）から、または指数の外部から選択できる。さらに、指数の外部から選択される米国以外の

企業への投資を、純資産の最大10％まで行うことができる。 

 

本シリーズ・トラストは、本シリーズ・トラストのほぼすべての資産を、アメリカン・センチュ

リーUSフォーカスド・イノベーション・エクイティ・ファンド（以下、「投資対象ファンド」とい

う）のクラスI投資証券の一つであるI US＄クラス投資証券に投資することにより、投資目的を達成

することを目指している。投資対象ファンドは、ノムラ・ファンズ・アイルランドピーエルシー

（以下、「アンブレラ・ファンド」という）のサブファンドである。 

 

アンブレラ・ファンドは、2014年アイルランド会社法に基づき、アイルランドで有限責任で設立さ

れた変動資本を有するオープンエンド型のアンブレラ投資会社であり、2011年欧州共同体（EC）規

制（譲渡可能な証券への集団投資事業）に基づく譲渡可能な証券への集団投資事業（以下、「UCITS」

という）として設立された。 

 

本シリーズ・トラストは、基本信託証書に定められた状況に従って最終買戻日よりも前に終了した

場合を除き、最終買戻日まで存続する。最終買戻日は、2163年12月１日（基本信託証書の日付から

150年後）と強制買戻事由発生後の実務上可能な直近の買戻日のうち、より早い方の日付とする。 
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強制買戻事由は以下の場合に発生する： 

 

（ⅰ）ある評価日における純資産価値が３百万米ドルまたはこれを下回り、かかる評価日またはそ

れ以降において、管理会社がすべての受益証券につき、全受益者に通知することにより強制

的に償還すべきと判断する場合、または、 

（ⅱ）受託会社および管理会社が受益証券をすべて強制償還することに合意した場合。 

 

2023年３月19日、UBSグループAGは、スイス連邦財務省、スイス国立銀行およびスイス連邦金融市場

調査局（FINMA）の介入を受け、クレディ・スイス・グループAGの買収に合意した。 

 

2023年６月12日付で、UBSグループAGは、法律上の吸収合併によるクレディ・スイス・グループAGの

買収の法的完了を発表した。この法的完了により、クレディ・スイス・グループAGは消滅し、クレ

ディ・スイスAGはUBSグループAGの直接の完全子会社となった。統合の重要なステップの一つは、

UBS AGとクレディ・スイスAGの法的合併（以下、「親銀行の合併」という）である。親銀行の合併

は、スイスの法律に基づく吸収合併であり、UBS AGが存続会社となり、クレディ・スイスAGは合併

完了時に消滅する。現時点では、原則として、クレディ・スイスAGとその支店のすべての資産、負

債、契約は、法律の規定により（つまり「包括承継」により）、UBS AG（および該当する場合はそ

の支店）に自動的に移転される。その結果、UBS AGはクレディ・スイスAGからすべての権利と責任

を自動的に引き継ぐことになる。その結果、UBS AGはクレディ・スイスAGからすべての権利と責任

を自動的に引き継ぐことになる。親銀行の合併は2024年５月31日をもって完了した。 

 

管理会社および受託会社は、クレディ・スイス・インターナショナルを取引相手方と認識しており、

クレディ・スイス・インターナショナルは引き続き通常通りの業務を行う。 

 

 

注記２－重要な会計方針 

 

財務諸表は、ルクセンブルクGAAPに従って継続企業の前提に基づいて作成されており、以下の重要

な会計方針を含む。 

 

投資 

 

管理事務代行会社は、信託証書に定められた原則に基づく受託会社または管理会社の指示を遵守し

た管理事務代行契約に従い、各評価日の評価時点における純資産価値を算定する。 

 

評価日の評価時点で管理事務代行会社が利用可能な投資対象ファンドの最新の利用可能なバリュ

エーションは、投資対象ファンドを評価する目的で使用される。午後４時（ロンドン時間）時点の

WMレートは、米ドル以外の通貨建ての資産を評価する目的で使用される。 

 

純資産価値は管理事務代行会社によって次のように算定される： 

 

(a) 管理事務代行会社が、完全かつ信頼性が高くて正確と考える、投資対象ファンドの時価に関す

る情報源、資料およびシステムに基づく、または参照する、および 
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(b) 特定の評価日に算定される。したがって算定結果は、管理会社が別途決定しない限り、市場価

値または市場価格のその後の変化、または管理会社の決定に関連するその他の要因を反映しな

い。 

 

投資取引および投資収益 

 

投資取引は取引日に計上される。受取利息は発生主義により認識される。配当金は配当落ち日に記

録される。投資取引の実現損益は、売却された投資の平均コストに基づいて決定される。 

 

外貨換算 

 

本シリーズ・トラストは、会計記録を米ドル（以下、「USD」という）で維持し、財務諸表はこの通

貨で表示される。USD以外の通貨で表示された資産および負債は、年度末時点で適用可能な為替レー

トでUSDに変換される。USD以外の通貨での収益および費用は、取引日に決定される適切な為替レー

トでUSDに変換される。 

 

USD以外の通貨での投資取引は、取引日に適用される為替レートでUSDに変換される。 

 

本シリーズ・トラストは、保有する投資の市場価格の変動から、外国為替相場の変動がもたらす投

資の運用結果の一部を区分けしない。かかる変動は、投資による純実現および未実現損益に含まれ

る。 

 

2024年３月31日時点の為替レート： 

 

1 USD ＝ 0.92593 EUR 

 

設立費用 

 

設立費用は、本シリーズ・トラストの資産から受託会社の代わりに管理事務代行会社によって支払

われ、３会計年度で償却される。 

 

 

注記３－報酬代行会社報酬 

 

報酬代行会社は、各評価日ごとに累積され計算される純資産価値の0.12％を年当たりの報酬（以下、

「運営費用報酬」という）として受け取る権利を有するものとする。運営費用報酬は、管理事務代

行会社が受託会社の代理人として本シリーズ・トラストの資産から支払うものとする。 

 

 

注記４－管理事務代行会社報酬 

 

管理事務代行会社は、以下のように、純資産価値の大きさに応じて、階層的資産ベースで計算され

た報酬（以下、「管理事務代行会社報酬」という）を受け取る権利を有するものとする。具体的に

は、純資産価値の５億米ドル以下に対して0.07％、５億米ドル超10億米ドル以下に対して0.06％、
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10億米ドル超に対して0.05％を年当たりの報酬として受け取る。これらの報酬は、各評価日ごとに

累積され計算され（最低年間報酬は４万5,000米ドルとする）、四半期ごとに後払いで、本シリー

ズ・トラストの資産から受託会社によって支払われるものとする。 

 

当初クロージング日から2021年９月の最終営業日（この日を含む）までの期間に蓄積した最初の管

理事務代行会社報酬は、当該期間における各評価日にルクセンブルクでの業務終了後の純資産価値

に基づき、日割り計算で管理事務代行会社に支払われた。 

 

管理事務代行会社はまた、監査確認状の発行、半期財務諸表の作成、またはルクセンブルク会計基

準以外の会計原則の使用など、特定の管理事務業務を遂行するため、管理会社と受託会社の間で合

意することのできる金額を、かかるサービスに対する報酬として、本シリーズ・トラストの資産か

ら受け取る権利を有するものとする。管理事務代行会社は、その職務の遂行において合理的に負担

したすべての自己負担費用および経費について、受託会社によって本シリーズ・トラストの資産か

ら払い戻される権利も有するものとする。 

 

 

注記５－保管会社報酬 

 

保管会社は、保管関連業務への対価として、各評価日ごとに累積され算定された純資産価値の

0.025％を年当たりの報酬（以下、「保管会社報酬」という）として受け取る権利を有し、この報酬

は四半期ごとに後払いで、受託会社の代わりに本シリーズ・トラストの資産から管理事務代行会社

によって支払われるものとする。 

 

当初クロージング日から2021年９月の最終営業日（この日を含む）までの期間に蓄積した最初の保

管会社報酬は、当該期間における各評価日にルクセンブルクでの業務終了後の純資産価値に基づき、

日割り計算で保管会社に支払われた。保管会社は、本シリーズ・トラストの資産から、保管会社が

本シリーズ・トラストの口座のために実施するすべての付随的サービス（これには管理会社（また

はその代理人）が本シリーズ・トラストの投資目的、方針、および制限に従って保管会社に通知し

た外貨取引の処理が含まれるが、これに限定されない）に関するすべての付随的報酬について、受

託会社と保管会社が時として合意することのできる金額を、本シリーズ・トラストの資産から払い

戻される権利を有するものとする。 

 

保管会社は、関連当事者間で合意されたその他の報酬を受け取り、その職務を遂行する中で発生し

たすべてのサブ保管会社の報酬および経費を含め、適切に負担したすべての自己負担経費および支

出について、本シリーズ・トラストの資産から払い戻される権利を有するものとする。 

 

 

注記６－投資運用会社報酬 

 

投資運用会社は、各評価日ごとに累積され計算された純資産価値の0.05％を年当たりの報酬として

受け取る権利を有し、四半期ごとに後払いで支払われるものとする。投資運用会社報酬は、管理事

務代行会社が受託会社の代理人として本シリーズ・トラストの資産から支払うものとする。 
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注記７－販売報酬 

 

各販売会社は、各評価日ごとに累積され算定された米ドル・クラスユニットに帰属する純資産価値

の0.70％に、発行済受託証券における販売会社が受益者である割合を乗じ、これを発行済米ドル・

クラスユニットの総数で割った金額（以下、「販売報酬」という）を販売報酬として毎月後払いで

受け取る権利を有するものとする。販売報酬は、管理事務代行会社が管理会社の代理人として本シ

リーズ・トラストの資産から支払うものとする。 

 

 

注記８－代行協会員報酬 

 

代行協会員は、各評価日ごとに累積され算定された米ドル・クラスユニットに帰属する純資産価値

の0.01％を年当たり報酬として受け取り、四半期ごとに後払いで支払われる権利を有するものとす

る。代行協会員報酬は、管理事務代行会社が管理会社の代理人として本シリーズ・トラストの資産

から支払うものとする。 

 

 

注記９－受託会社報酬 

 

受託会社は、年当たり10,000米ドルの固定報酬を運営費用報酬から前払いで受け取る権利を有する

ものとする。 

 

受託会社はさらに、その職務の遂行により適切に発生したすべての自己負担経費および支出につい

て、運営費用報酬から払い戻しを受ける権利を有する。 

 

 

注記10－管理会社報酬 

 

管理会社は、運営費用報酬から支払われる年当たり5,000米ドルを管理会社報酬として受け取り、毎

月後払いで支払われる権利を有するものとする。疑義のないように記すと、管理会社は独自の裁量

により、管理会社報酬の支払いを減額または放棄することを決定できる。 

 

 

注記11－累積経費 

 USD 
  

投資運用会社報酬 12,641 

販売報酬 56,144 

管理事務代行報酬 17,697 

保管会社報酬 6,321 

専門家報酬 24,900 

代行協会員報酬 2,525 

報酬代行会社報酬 30,308 

  

累積経費 150,536 
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注記12－分配 

 

本シリーズ・トラストに関する米ドル・クラスユニットに関わる方針は、かかるユニットクラスに

関して受益者に分配を行う代わりに、本シリーズ・トラストの純益と実現されたキャピタル・ゲイ

ンをすべて再投資することである。したがって、当期のリターンを求める投資家にとって、本シ

リーズ・トラストへの投資は適していない場合がある。 

 

2024年３月31日に終了した会計年度について、本シリーズ・トラストは受益者に配当を分配してい

ない。 

 

 

注記13－法人税等 

 

ケイマン諸島の現行法の下では、本シリーズ・トラストによって支払われる所得税、不動産税、譲

渡税、売上税、または本シリーズ・トラストによる受益者への支払いまたは受益証券買戻の際の純

資産価値の支払いに適用される源泉徴収税は課せられていない。 

 

本トラストは、ケイマン諸島政府により、2063年12月２日まで現地のすべての所得、利益および

キャピタル・ゲインに対する税金を免除するとの保証を得ている。現時点において、上記の諸税が

ケイマン諸島により課されることはない。本シリーズ・トラストは、複数の国において投資収益お

よびキャピタル・ゲインに対して課される源泉徴収税を発生させる可能性がある。この投資収益ま

たはキャピタル・ゲインは、損益計算書において、源泉徴収税の総額として記載される。源泉徴収

税は、別個の科目として損益計算書に記載される。2024年３月31日に終了した会計年度において、

源泉徴収税は発生せず、未払いもなかった。 

 

投資対象ファンドは、ケイマン諸島以外の国に所在する企業に投資することを選択する可能性があ

る。これらの国々の多くでは、投資対象ファンドを含む非居住者にも適用される、キャピタル・ゲ

インへの課税を定めた税法が導入されている。これらのキャピタル・ゲインへの課税額は申告納税

方式により決定される必要があるため、これらの課税については投資対象ファンドの仲介業者によ

る「源泉徴収」ベースでの控除は行わない。 

 

外国の該当する税務当局がすべての事実および状況を完全に把握していることを前提すると、本シ

リーズ・トラストが当該国の税法により同国を源泉とするキャピタル・ゲインに対する税金負債を

課される可能性が高い場合、本シリーズ・トラストはこの税金負債を認識することが要求される。

この税金負債は、同国において導入された税法および税率、または当該報告期間末までに実質的に

導入された税法および税率を用いて、該当する税務当局に対して支払うべき額として算定される。

ただし、現行の税法がオフショア投資のシリーズ・トラストに対してどのように適用されるかにつ

いては不明確な場合がある。この場合、税金負債が最終的に本シリーズ・トラストの負担になるか

どうかについて不確実性が生じる。このため、運営者は、不確実な税金負債を測定する際に、関連

の税務当局が公式または非公式な方法によりどのような課税を行っているかを含む、税負担の可能

性に影響を及ぼしうる入手可能な関連事実および状況につき、これらすべてを考慮に入れるものと

する。 
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2024年３月31日時点において、管理会社は、本シリーズ・トラストには、財務諸表上で未実現の税

控除として計上すべき負債が存在しないと判断した。管理会社は最善を尽くして上記の判断を下し

たが、本シリーズ・トラストが獲得したキャピタル・ゲインに対して外国の税務当局が課税するリ

スクは排除できない。このような課税は事前の通告なしに生じうるものであり、遡及的に課税され

る可能性もある。その結果として本シリーズ・トラストの損失を招く可能性がある。 

 

 

注記14－募集および買戻の条件 

 

初回募集期間 

 

投資家は、初回募集期間の最終日の午前11時（ルクセンブルク時間）までに、または管理会社が独

自の裁量で決定するその他の日時までに、記入済み購入申込書（および申込書に記載されるかかる

投資者の身元を証明する書類および購入代金の出所）を管理事務代行会社に送付することにより、

初回募集期間中に米ドル・クラスユニットを購入することができる。 

 

購入代金は、当初クロージング日に関する現金決済日までに、申込者名義の口座から本シリーズ・

トラストの口座へ現金決済により電信送金で全額が送金されなければならない。支払いは米ドルで

行われなければならない。第三者による支払いは受け付けられない。不十分な購入申込書は、管理

会社の裁量により、記入済み申込書の受理後の最初の取引日まで持ち越され、受益証券が関連する

受益証券１口当たり純資産価格でかかる取引日に発行される。 

 

その後の募集 

 

当初クロージング日以降の取引日に米ドル・クラスユニットの購入を希望する投資家は、米ドル・

クラスユニットを購入するために、記入済みの購入申込書または簡易化した購入申込書（場合によ

る）を（あらかじめ用意されていない場合は、申込書に記載されるかかる投資者の身元を証明する

書類および購入代金の出所とともに）管理事務代行会社に送付しなければならず、管理事務代行会

社が関連する取引日の午前11時（ルクセンブルク時間）までに、または管理会社が独自の裁量で決

定するその他の日時までに受領するように送付しなくてはならない。不十分な購入申込書は、管理

会社の裁量により、記入済み申込書の受理後の最初の取引日まで持ち越され、受益証券が関連する

受益証券１口当たり純資産価格でかかる取引日に発行される。 

 

購入代金は、該当する取引日を含まず、関連する取引日から３営業日以内の現金決済日に、申込者

名義の口座から本シリーズ・トラストの口座へ現金決済により電信送金で全額が送金されなければ

ならない。支払いは米ドルで行われなければならない。第三者による支払いは受け付けられない。 

 

買戻 

 

受益者は、各買戻日に、管理事務代行会社が購入代金を受領した受益証券について、管理事務代行

会社に対し買戻請求を行うことができる。買戻請求を行うためには、受益者は、買戻日の午前11時

（ルクセンブルグ時間）または管理会社がその単独の裁量で定めることができるその他の日時（以

下、「買戻通知期限」という）までに、買戻される受託証券の口数と関連するユニットクラスが適

切に記入された買戻通知（以下、「買戻通知」という）を管理事務代行会社に買戻通知に記載され
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たファクシミリ番号にファクシミリで（管理事務代行会社がかかる提出方法以外の代替的手段を提

供している場合であっても）提出しなければならない。 

 

受益証券１口当たりの買戻価格（以下、「買戻価格」という）は、関連する買戻日（買戻日が評価

日でない場合は、評価日の前日）において計算された受益証券１口当たり純資産価格である。 

 

一度提出された買戻通知は、管理会社が受託会社と協議した後に別途決定しない限り、取消不能と

なる。管理会社は、その単独の裁量により、買戻通知期限を過ぎて受領した買戻通知を翌買戻日ま

で持ち越し、当該受益証券を当該翌買戻日に、買戻価格で買戻すことができる。 

 

買戻通知が買戻通知期限までに受領された場合、以下に記載される場合を除き、受益証券は、買戻

価格で買戻される。ある買戻日における受益者による買戻要求の対象となる最低買戻口数は、管理

会社がその他の決定をしない限り、１口以上１口単位とする。 

 

該当法域におけるマネー・ロンダリング防止を目的とする規制を遵守するため、管理事務代行会社

は、買戻通知を処理するために必要とみなす情報を請求する権利を有するものとする。管理事務代

行会社は、買戻のため受益証券を提出した受益者が管理事務代行会社により請求された情報の提出

を遅延した場合あるいは怠った場合、または買戻通知の処理の拒否が受託会社または管理事務代行

会社があらゆる法域におけるマネー・ロンダリング防止法の遵守を確保するために必要である場合、

かかる買戻通知の処理を拒否、または買戻資金の支払いを遅らせることができる。 

 

買戻通知が受理されると、受託証券は、かかる受益者が登録から削除されているかどうか、または

買戻価格が決定または送金されているかどうかにかかわらず、関連する買戻日から有効に買戻され

たものとして扱われる。したがって受益者は、関連する買戻日から、買戻される受益証券に関して

信託証書に基づいて生じた権利（本シリーズ・トラストのいずれかの会合で通知を受ける権利、出

席する権利、または投票する権利を含む）を行使する権利を有さない、もしくは行使することがで

きない。ただし、買戻価格を受け取る権利、および関連する買戻日の前に宣言されたがまだ支払わ

れていない分配（いずれの場合も、買戻される受益証券に関して）の権利は有する。このような買

戻を行う受益者は、買戻価格に関する本シリーズ・トラストの債権者となる。支払い不能による清

算においては、買戻を行う受益者の順位は一般の債権者に次となるが、受益者よりも高い。 

 

 

注記15－後発事象 

 

受託会社は、本財務諸表の発行準備が整った日である2024年８月１日までのすべての後発取引およ

び事象を評価した。 

 

2024年４月１日から2024年８月23日までに、136万9,408米ドルの受益証券の申込と887万9,944米ド

ルの受益証券の買戻があった。 

 

本シリーズ・トラストに関して報告すべきその他の後発事象は生じていない。 
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（２）損益計算書 

ファンドの損益の状況については、「（１）貸借対照表」の項目に記載したファンドの損益

計算書をご参照ください。 
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２ ファンドの現況 

 純資産額計算書 

（2025年７月末日現在）

 米ドル（Ⅳを除く） 円（Ⅳを除く） 

Ⅰ． 資産総額 110,614,722.08 16,524,733,332 

Ⅱ． 債務総額 121,552.30 18,158,698 

Ⅲ． 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 110,493,169.78 16,506,574,633 

Ⅳ． 発行済口数 915,392口 

Ⅴ． １口当たり純資産価格（Ⅲ／Ⅳ） 120.71 18,033 
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第４ 外国投資信託受益証券事務の概要 
 

（イ）受益証券の名義書換 

 ファンドの記名式証券の名義書換を行う登録・名義書換事務代行会社は次の通りです。 

 取扱機関 ノムラ・バンク（ルクセンブルク）S.A. 

取扱場所 ルクセンブルク大公国 エスペランジュ L-5826 ガスペリッシュ通り33番 Ａ

棟 

 日本の受益者については、受益証券の保管を日本における販売会社に委託している場合、

その日本における販売会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについ

ては受益者本人の責任で行います。 

 

（ロ）受益者集会 

受託会社は、基本信託証書の定めにより招集することが要求されている場合、または提

案されているものが受益者による決議であるときは受益証券の保有者として登録され受益

証券１口当たり純資産価格の総額がトラストの全てのシリーズ・トラストの純資産価額の

10分の１以上となる受益証券を保有する受益者の書面による要請のある場合、もしくは提

案されているものがファンドによる決議であるときは受益証券の保有者として登録され

ファンドの受益証券の口数の10分の１以上を保有する受益者の書面による要請がある場合、

招集通知に記載されている日時および場所にて、全受益者または（場合により）ファンド

の受益者の集会を招集します。受託会社は、各集会の15暦日前までに、集会の場所、日時

および集会で提案される決議の条件を記載した書面による通知を、トラストの受益者全員

の集会の場合は各受益者に郵送し、ファンドの受益者の集会の場合はファンドの受益者に

郵送します。集会の基準日は、集会の通知に指定された日の少なくとも21暦日前とします。

受益者に対する通知が偶然になされなかった場合または受益者によって通知が受領されな

かった場合でも、集会の手続が無効となることはありません。受託会社または管理会社の

取締役またはその他権限を付与された役員は、いずれの集会にも出席し、発言する権利を

有します。定足数は受益者２名としますが、受益者が１名しかいない場合はこの限りでは

なく、この場合定足数は当該受益者１名とします。いずれの集会においても、集会の投票

に付された決議は書面による投票で決定され、提案されたのが受益者による決議であると

きは受益証券１口当たり純資産価格の合計がトラストのシリーズ・トラスト全ての純資産

価額の50％以上である受益証券を保有する受益者により承認される場合、提案されたのが

ファンドによる決議であるときは発行済みの当該ファンドの受益証券口数の半分以上を保

有する受益者により承認された場合、投票結果は集会の決議であるとみなされます。上記

にかかわらず、且つ基本信託証書第33.2条の目的に限り、トラストが「ミューチュアル・

ファンド」であって「規制対象のミューチュアル・ファンド」（ケイマン諸島ミューチュ

アル・ファンド法に定義された用語）ではない場合はいつでも、「受益者による決議」と

いう表現は、トラストの（当該法で定義された）「投資者」の人数の過半数が書面で同意

した決議を指します。受益者による決議に関する純資産総額の計算は、集会の直前の該当

する評価日の評価時点で行われます。投票は、本人または代理人のいずれかにより行うこ

とができます。 

 

（ハ）受益者に対する特典、譲渡制限 

 受益者に対する特典はありません。 

 管理会社は、いかなる者（米国人および（制限付例外があります。）ケイマン諸島の居
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住者または所在地事務代行会社を含みます。）による受益証券の取得も制限することがで

きます。 
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第三部 特別情報 
 

管理会社の概況 
 
１ 管理会社の概況 

（１）資本金の額 

 2025年７月末日現在、管理会社の払込済み資本金は735,000米ドル（約10,980万円）です。 

 過去５年間において、主な資本金の額の増減はありません。 

 

（２）会社の機構 

 管理会社の定款によれば、管理会社の業務は10名以下（代理取締役は除きます。）で構成

される取締役会によって管理されます。取締役の株式保有資格は総会において管理会社によ

りかかる決定がなされるまで要求されません。管理会社は通常の決議により取締役を選任で

き、同様に取締役を解任し、代わりに他の者を指名できます。取締役は、管理会社の定款に

定められた最大数を条件として、いつでも随時何人をも取締役に指名する権限を有します。 

 取締役会は、その構成員から議長を選出できますが義務はありません。 

 取締役会は、招集通知に記載された場所で開催されます。 

 取締役会は、各取締役および代理取締役に書面により少なくとも２日前に通知がなされる

ことにより招集されます。ただし、全取締役（または代理取締役）が通知を取締役会開催の

前か後に撤回する場合、招集通知の期間が短縮された取締役会も有効な取締役会であるもの

とします。 

 取締役会の決議の定足数は、取締役会で別途定めがなければ２名です。ただし、いかなる

時でも取締役が１名の場合は定足数は１名です。 

 決議は、定足数を満たしている取締役会に自らまたは代理人により参加している者の過半

数の賛成によりなされます。議長は、賛否同数の場合の決定権を有します。 

 取締役会は、法律、定款、総会で管理会社により規定された規則および関連するファンド

の基本的書類による制限にしたがって、管理会社の名前で活動し、管理会社のために活動す

る過程にある全業務ならびに事務管理および財産処分に関する全活動を行い、かつ、権限を

付与する権限を授与されています。 

 取締役会は、取締役会の構成員ではない１名以上の執行役員、支部の委員会もしくは代理

人、または取締役会の構成員で構成されると取締役がみなす委員会に対し、管理会社の業務

および管理会社の代表権の全てまたは一部を委託することができます。 

 株主総会が、適式に成立した場合には、全株主を代表します。株主総会は、管理会社に代

わって議案に記載された全ての活動を行い、かつ、承認する幅広い権限を有します。 

 適用法令の要件および管理会社の定款の遵守を条件とし、株主総会で正式に可決された決

議は全株主を拘束します。 

 

２ 事業の内容及び営業の概況 

 管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信託の管理会社とし

て行為することに何ら制限はありません。 
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 管理会社は、2025年７月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っています。 

 

国別（設立国） 種類別 本数 純資産の合計（通貨別） 

ケイマン諸島 
公募 15 

2,131,369,846 米ドル 

10,946,968 ユーロ 

70,562,599 豪ドル 

33,254,467,383 円 

2,999,020,334 トルコリラ 

私募 12 103,184,856,918 円 
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３ 管理会社の経理状況 

 

ａ．管理会社の直近２事業年度（2023年１月１日から2023年12月31日までおよび2024年１月１日

から2024年12月31日まで）の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内

閣府令」（平成５年大蔵省令第22号）に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関

する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）第328条第５項ただし書の規定を適用して、管理会社に

よって作成された監査済財務書類の原文を翻訳したものです（ただし、円換算部分を除きま

す。）。 

 

ｂ．管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１

条の３第７項に規定する外国監査法人等をいいます。）であるアーンスト・アンド・ヤング

（安永會計師事務所）から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明

に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの（訳文を含みます。）が当該財

務書類に添付されています。 

 

ｃ．管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されています。日本文の財務書類には円換算額が

併記されています。日本円による金額は2025年７月31日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行

の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝149.39円）で換算されています。なお、千円未満の

金額は四捨五入されています。 
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独立監査人の報告書 

UBSマネジメント（ケイマン）リミテッド単独株主様 

（ケイマン諸島に設立された有限責任免税会社） 

 

意見 

 

当監査法人は、UBSマネジメント（ケイマン）リミテッド（以下、「会社」という）の2024年12月31日

現在の財政状態計算書、ならびに同日をもって終了する事業年度の損益およびその他の包括利益計算書、

持分変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要性のある会計方針の情報を含む財務諸表に対する注

記から構成される財務諸表について監査を行った。 

 

当監査法人の意見では、付属の財務諸表は、全ての重要な点において2024年12月31日現在の会社の財政

状態ならびに同日をもって終了した事業年度の財務実績およびキャッシュ・フローについて、国際会計

基準審議会（以下、「IASB」という）が公表するIFRS会計基準に準拠した適正な表示を行っている。 

 

監査意見の根拠 

 

当監査法人は、国際監査基準（以下、「ISA」という）に従い監査を実施した。同基準のもとでの当監

査法人の責任については、報告書内の財務諸表の監査に対する監査人の責任の項で詳しく説明している。

当監査法人は、香港公認会計士協会が発行する職業会計士のための倫理規程（以下、「規程」という）

に従い、当社から独立しており、また、当監査法人は、規程に従い、その他の倫理的責任を果たしてい

る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を得たと確信している。 

 

財務諸表に対する取締役の責任 

 

取締役は、IFRS会計基準に準拠した財務諸表の作成と公正な表示、および、不正または誤謬による重要

な虚偽表示のない財務諸表の作成を可能にするために取締役が必要と判断した内部統制に対して責任を

負っている。 

 

財務諸表の作成にあたり、取締役は、会社が継続企業として存続する能力を評価し、継続企業に関する

事項を必要に応じて開示し、継続企業の前提に基づき会計処理を行う責任を有している。ただし、取締

役が会社の清算もしくは事業停止の意図を有する、またはそれ以外に現実的な代替案がない場合はこの

限りではない。 

 

財務諸表の監査に対する監査人の責任 

 

当監査法人の目的は、不正行為または誤謬によるものかどうかにかかわらず、全体としての財務諸表に

重大な虚偽記載がないかどうかについて合理的な確証を得ること、および当監査法人の意見を含む監査

報告書を発行することである。当監査法人の報告書は全体的に会社の株主への提出を目的として作成さ

れ、その他の目的を持つものではない。当監査法人は、本報告書の内容に関してその他の者に対する責

任または義務を負うものではない。 

 

合理的な確証は、高水準の保証ではあるものの、重大な虚偽記載がある場合に、ISAに従い実施される

監査で必ずそれらを発見することを約束するものではない。虚偽記載は、不正行為または誤謬により生

じる場合があり、個別にも全体的にも、これらの財務諸表に基づき行われる利用者の経済的判断に影響

を及ぼす可能性があると合理的に予想できる場合に重大な虚偽記載とみなされる。 
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独立監査人の報告書（続き） 

UBSマネジメント（ケイマン）リミテッド単独株主様 

（ケイマン諸島で設立された有限責任免税会社） 

 

財務諸表の監査に対する監査人の責任（続き） 

 

ISAに準拠した監査の一部として、当監査法人は監査を通して専門的判断を遂行し、職業的懐疑心を維

持する。また、当監査法人は、 

・ 不正行為または誤謬によるものかにかかわらず、財務諸表の重大な虚偽記載に関するリスクを特

定、評価し、これらのリスクに対応する監査手続きを計画および実施し、意見表明の基礎を提供

する十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正行為による重大な虚偽記載の未発見は誤謬による

虚偽の未発見よりもリスクが高い。不正行為には、共謀、文書の偽造、意図的な除外、虚偽の陳

述または内部統制の無効化を伴う可能性があるためである。 

・ 状況に応じた適切な監査手続きを策定するために、監査に関する内部統制に関する理解を得るが、

これは会社の内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。 

・ 採用された会計方針の適切性および取締役による会計上の見積りの妥当性ならびに取締役による

全財務諸表の表示を評価する。 

・ 取締役による継続企業の会計基準の使用の適切性について、および、入手した監査の裏付けとな

る証拠に基づき、会社が継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせるような事象また

は状況に関する重要な不確実性の有無について結論を述べる。当監査法人が重要な不確実性が存

在すると結論付けた場合、監査報告書において財務諸表の関連する開示事項を参照する必要があ

る。かかる開示事項に不備がある場合は当監査法人の意見を変更することが要求される。当監査

法人による結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づくものである。ただし、将来的

な事象または状況により、会社が継続企業として存続できなくなる場合がある。 

・ 開示事項および財務諸表が公正な表示方法で基礎となる取引および事象を表示しているかどうか

などを含め、財務諸表の全体的な表示、構造および内容を評価する。 

 

当監査法人は、他の事項と合わせ、監査の計画範囲および時期、ならびに監査の過程で特定された内部

統制の重大な不備などを含む重要な監査結果について取締役に通知する。 

 

公認会計士 

香港 

2025年5月21日 
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（１）貸借対照表 

ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド 

（ケイマン諸島で設立された有限責任免税会社） 

 
損益計算書およびその他の包括利益 

 
2024年12月31日を末日とする事業年度 

 

 注記 2024年  2023年 

  米ドル 千円  米ドル 千円 

収益       

運用手数料収入 4 170,000 25,396  185,000 27,637 

その他の収入 4 62,322 9,310  60,009 8,965 

  232,322 34,707  245,009 36,602 

       

費用       

監査報酬  4,340 648  6,390 955 

取締役報酬 9(c) 107,053 15,993  108,643 16,230 

その他費用  5,015 749  48 7 

費用合計  116,408 17,390  115,081 17,192 

       

税引前利益  115,914 17,316  129,928 19,410 

       

税金 5 - -  - - 

       

当期利益合計       

当期包括利益合計  115,914 17,316  129,928 19,410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 財務諸表に含まれる注記は、財務諸表の一部を構成する。 
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ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド 

（ケイマン諸島で設立された有限責任免税会社） 

 
財政状態計算書 

 
2024年12月31日 

 

 注記 2024年  2023年 

  米ドル 千円  米ドル 千円 

資産       

運用手数料未収入金 7 170,000 25,396  185,000 27,637 

関連会社に対する債権 9(a) 864 129  864 129 

現金および現金同等物 6 1,955,991 292,205  2,249,019 335,981 

資産合計  2,126,855 317,731  2,434,883 363,747 

       

負債       

直接持株会社に対する債務 9(b) 23,303 3,481  16,752 2,503 

未払取締役報酬  - -  428,396 63,998 

未払金  4,339 648  6,436 961 

負債合計  27,642 4,129  451,584 67,462 

       

純資産  2,099,213 313,601  1,983,299 296,285 

       

株主資本       

資本金 8 735,000 109,802  735,000 109,802 

利益剰余金  1,364,213 203,800  1,248,299 186,483 

       

株主資本合計  2,099,213 313,601  1,983,299 296,285 

 

 

 

 

 

 

Nicolas Henri Jean Papavoine 

取締役 

 

 

 

 

 

 

 財務諸表に含まれる注記は、財務諸表の一部を構成する。 
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ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド 

（ケイマン諸島で設立された有限責任免税会社） 

 
株主資本等変動計算書 

 
2024年12月31日を末日とする事業年度 

 

 株式資本  利益剰余金  合計 

 米ドル 千円  米ドル 千円  米ドル 千円 

         

2023年１月１日現在 735,000 109,802  1,118,371 167,073  1,853,371 276,875 

         

当期純利益および包括利益 - -  129,928 19,410  129,928 19,410 

         

2023年12月31日および 
2024年１月１日現在 

735,000 109,802  1,248,299 186,483  1,983,299 296,285 

         

当期純利益および包括利益 - -  115,914 17,316  115,914 17,316 

         

2024年12月31日現在 735,000 109,802  1,364,213 203,800  2,099,213 313,601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 財務諸表に含まれる注記は、財務諸表の一部を構成する。 
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ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド 

（ケイマン諸島で設立された有限責任免税会社） 

 
キャッシュ・フロー計算書 

 
2024年12月31日を末日とする事業年度 

 

 注記 2024年  2023年 

  米ドル 千円  米ドル 千円 

営業活動によるキャッシュ・フロー       

税引前利益  115,914 17,316  129,928 19,410 

調整：       

受取利息  (62,436) (9,327) (60,034) (8,968)

  53,478 7,989  69,894 10,441 

       

運用手数料未収入金の減少  15,000 2,241  20,000 2,988 

直接持株会社に対する債務の増加／（減少）  6,551 979  (313,301) (46,804)

未払取締役報酬の（減少）／増加  (428,396) (63,998) 428,396 63,998 

未払金の減少  (2,097) (313) (37) (6)

       

営業活動に（使用した）／より発生した現金  (355,464) (53,103) 204,952 30,618 

受取利息  62,436 9,327  60,034 8,968 

       

営業活動に（使用した）／より発生した正味
キャッシュ・フロー 

 (293,028) (43,775) 264,986 39,586 

       

現金および現金同等物の純増（減）額  (293,028) (43,775) 264,986 39,586 

       

期首における現金および現金同等物  2,249,019 335,981  1,984,033 296,395 

       

期末における現金および現金同等物  1,955,991 292,205  2,249,019 335,981 

       

現金および現金同等物の分析       

       

現金および銀行預金残高 6 1,955,991 292,205  2,249,019 335,981 

 

 

 

 

 

 

 

 財務諸表に含まれる注記は、財務諸表の一部を構成する。 
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ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド 

（ケイマン諸島で設立された有限責任免税会社） 

 
財務諸表に対する注記 

 
2024年12月31日 

 

１． 会社情報 

 

ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド（以下、「会社」という）は、ケイマン諸島 会社法

Cap.22に基づき、ケイマン諸島において2000年１月４日に有限責任の免税会社として設立された。会

社の登録事業所は、ケイマン諸島 KY1-1104、グランド・ケイマン、ウグランド・ハウス、私書箱

309、メイプルズ・コーポレート・サービシズ・リミテッド（Maples Corporate Services Limited, 

P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands）に所在する。 

 

会社の主たる事業はトラストの設立ならびにトラスト資産の管理事務代行および運用である。 

 

2023年６月12日、ＵＢＳグループＡＧはクレディ・スイス・グループＡＧを買収し、スイス法の適用

によりクレディ・スイス・グループＡＧのすべての資産および負債を承継したことにより、クレ

ディ・スイス・グループＡＧの直接および間接子会社すべての直接または間接株主となった（以下

「本取引」という。）。会社は、この取引に含まれるクレディ・スイス・グループＡＧの間接的な子

会社のひとつであった。 

 

本取引の完了後、クレディ・スイスの発行済み登録株式は、クレディ・スイスの米国預託株式の場合、

クレディ・スイスのデポジタリーに一定の手数料を支払うことを条件として、合併対価として１株当

たりＵＢＳグループＡＧの株式22.48分の１株を受領する権利に転換される。全体として、クレ

ディ・スイスの株主は、買収日時点において、37億米ドルの購入価格で発行済みＵＢＳグループＡＧ

株式の5.1％を取得した。 

 

2023年12月、ＵＢＳグループＡＧの取締役会はＵＢＳ ＡＧとクレディ・スイスＡＧの合併を承認し、

両社は正式な合併契約を締結した。本合併手続きは、2024年５月31日に完了する。 

 

2024年３月１日付で、ＵＢＳグループＡＧの取締役会は名称をクレディ・スイス・マネジメント（ケ

イマン）リミテッドからＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッドに変更することを承認した。 

 

究極の持株会社は、スイスで設立されたＵＢＳグループＡＧである。取締役は、クレディ・スイス

（香港）リミテッドを直接持株会社、ＵＢＳ ＡＧを中間持ち株会社とみなしている。 
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ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド 

（ケイマン諸島で設立された有限責任免税会社） 

 
財務諸表に対する注記 

 
2024年12月31日 

 

2.1  作成の基準 

 

会社のこれらの財務諸表は、国際会計基準審議会（以下、「ＩＡＳＢ」という）が公表するＩＦＲＳ

会計基準に準拠して作成されている。これらの財務諸表は、純損益を通じて公正価値で測定された金

融資産および金融負債を除き、取得原価を基準に作成されている。 

 

ＩＦＲＳの会計基準に準拠した財務諸表の作成に当たり、経営陣は会計方針の適用ならびに資産、負

債、収益および費用の報告額に影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことが求められている。

見積りおよびこれに伴う仮定は、状況に応じて合理的であると考えられ、結果として他の情報源から

は容易に明白とはならない資産および負債の帳簿価額を決定する基準となる過去の実績およびその他

のさまざまな要因に基づくものである。実際の結果は、かかる見積りと異なる場合もある。 

 

これらの財務諸表は米ドル（「ＵＳＤ」）で表示され、また別段の記載がない限り、１ドル単位に四

捨五入されている。 

 

財政状態計算書は、資産および負債を流動性の順に示しており、また流動資産または負債と固定資産

または負債の区別はしていない。 

 

過去の期の一部の比較情報は、当年度の表示と合致するように組み替えられている。 

 

2.2  会計方針の変更と開示事項 

 

当期に採用された会計原則は前年と整合している。当会計期間において効力を発して会社に重大な影

響を与える、既存の基準にかかる他の基準、解釈または改正はない。 

 

2.3  既発表であるが未発効のＩＦＲＳ会計基準 

 

2024年12月31日を末日とする会計年度に関して発表済みであるがまだ有効になっていない新規および

改訂されたＩＦＲＳ会計基準のいずれについても、会社はこれらの財務諸表において早期適用を行っ

ていない。新規および改訂ＩＦＲＳ会計基準の中で、以下の点については発効の時点で会社の財務諸

表が関連性を持つものと予想される。 

 

ＩＦＲＳ第18号財務諸表における表示および開示 

2024年４月に、ＩＡＳＢはＩＡＳ第１号財務諸表の提示に置き換わるＩＦＲＳ第18号を発表した。Ｉ

ＦＲＳ第18号は損益計算書における表示に、特定の合計および小計を含む新たな要求事項を導入した。

さらに企業は、すべての収益および費用を損益計算書内で５つの区分に分類することが求められる。

すなわち営業、投資、財務、法人所得税および非継続事業の区分であり、そのうち最初の３つの区分

が新しいものである。 
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ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド 

（ケイマン諸島で設立された有限責任免税会社） 

 
財務諸表に対する注記 

 
2024年12月31日 

 

2.3  既発表であるが未発効のＩＦＲＳ会計基準（続き） 

 

また、新たに定義された経営陣が定める業績評価指標、収益および費用の小計の開示も義務付けられ、

基本財務諸表（ＰＦＳ）および注記の「役割」に基づき、財務情報の集計および細分化に関する新た

な要件も盛り込まれている。 

 

さらに、ＩＡＳ第７号キャッシュ・フロー計算書について、間接法による営業キャッシュ・フロー算

定の出発点を「損益」から「営業損益」に変更することと、配当金および利息のキャッシュ・フロー

の分類にかかる選択肢が削除されるなど、狭い範囲に限定した改訂も行われた。これに加え、いくつ

かの他の基準に対して重要な改訂がなされた。ＩＦＲＳ第18号および他の基準の改正は、2027年１月

１日以降に開始する事業年度から発効するが、早期適用が認められており、その場合は開示する必要

がある。ＩＦＲＳ第18号は遡及適用される。 

 

会社は現在、改正が主たる財務諸表および財務諸表の注記に与えるすべての影響を特定する作業を進

めている。 

 

交換可能性の欠如 - ＩＡＳ第21号の改正 

2023年８月、ＩＡＳＢは、企業はどのように交換可能性を判定するべきか、および交換可能性が欠如

している場合にどのように直物為替レートを確定するかについて、ＩＡＳ第21号の改正外国為替レー

ト変動の影響を発表した。また改訂は、他の通貨に交換可能でないことが企業の財務実績、財政状態

およびキャッシュ・フローに与える影響を、財務諸表利用者が理解できる情報を開示することを求め

ている。 

 

本改訂は、2025年１月１日以降に開始する事業年度から発効する。早期適用は認められるが、その場

合は開示を要する。改訂を適用する場合、企業は比較情報を修正再表示することはできない。 

 

本改訂の適用による会社の財務諸表への重大な影響はないことが予想される。 

 

３． 重要性のある会計方針 

 

関連当事者 

当事者は、以下の場合に、会社に関連するとみなされる。 

ａ）当事者が個人、またはその個人の家族の近親者は、以下に該当する場合、会社の関連当事者であ

る。 

ⅰ）会社を支配している、または共同支配している。 

ⅱ）会社に重要な影響を与える。 

ⅲ）会社または会社の親会社経営幹部の一員である。 
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ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド 

（ケイマン諸島で設立された有限責任免税会社） 

 
財務諸表に対する注記 

 
2024年12月31日 

 

３． 重要性のある会計方針（続き） 

 

または 

ｂ）事業体の場合、以下の条件のいずれかが当てはまる場合は関連当事者となる。 

ⅰ）事業体と会社が同一グループのメンバーである。 

ⅱ）一方の事業体が、他方の事業体（または他方の事業体の親会社、子会社、或いは同系列子会

社）の関連会社または合弁企業である。 

ⅲ）事業体と会社が、同一の第三者の合弁会社である。 

ⅳ）一方の事業体が第三者企業の合弁会社であり、もう一方の事業体が当該第三者企業の関連会

社である。 

ⅴ）当該事業体が、会社または会社の関連当事者である企業の従業員給付のための退職後給付制

度である。 

ⅵ）当該事業体が、(a)に規定する個人に支配されているか、共同支配されている。 

ⅶ）(a)(ⅰ)に規定する個人が、当該事業体に重要な影響を与えるか、当該事業体（またはその

親会社）の経営幹部の一員である。および 

ⅷ）当該事業体、またはその事業体が属するグループのメンバー企業のいずれかが、会社または

会社の親会社に重要な経営幹部業務を提供している。 

 

現金および現金同等物 

財政状態計算書上の現金および現金同等物は、価値変動のリスクが大きくなく短期的な現金支払債務

を満たすために保有する、手許現金および銀行預金ならびに一般的に期日が３カ月以内の確定額で現

金に転換できる高流動性預金で構成される。 

 

キャッシュ・フロー計算書において、現金および現金同等物は、上記に定義される手許現金ならびに

銀行預金および短期預金から、要求払いで返済可能な会社の現金管理の一部を構成する銀行当座借越

を控除した金額で構成される。 

 

金融商品： 

（ⅰ）分類 

ＩＦＲＳ第９号に従い、会社は、当初認識時に金融資産および金融負債を以下で説明する金融資

産および金融負債の区分に分類する。 

 

分類にあたって、金融資産または金融負債は以下の目的で保有されるとみなされる。 

(a) 短期間に売却または買戻しを行うことを主な目的として取得または発生した資産。または 

(b) 当初認識時において、一括して管理される特定された金融商品ポートフォリオの一部であり、

かかる資産につき最近において短期的な利益確定の現実の取引パターンが存在している場合。

または、 

(c) デリバティブ（金融保証契約であるデリバティブまたは指定され有効なヘッジ・ツールのデ

リバティブを除く） 
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ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド 

（ケイマン諸島で設立された有限責任免税会社） 

 
財務諸表に対する注記 

 
2024年12月31日 

 

３． 重要性のある会計方針（続き） 

 

金融資産 

会社は、その金融資産を償却原価で測定する事後測定または次の両方の基準によってＦＶＰＬに

より測定して分類する。 

・金融資産の運用に関する事業モデル 

・金融資産の契約上のキャッシュ・フローの特性 

 

償却原価で測定する金融資産 

契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有するという目的の事業モデルの範囲内

で保有され、契約条件により、元本および元本残高に対する利息の支払のみ（以下、「ＳＰＰ

Ｉ」）であるキャッシュ・フローが所定の日に生じる場合は、デット型商品は償却原価で測定さ

れる。会社はこの分類に短期の非財務債権を含めている。 

 

損益を通じて公正価値で測定する金融資産（「ＦＶＰＬ」） 

次の場合、金融資産はＦＶＰＬにより測定する。 

(a) その契約条件は、特定の日付に元本および元本残高に対する利息の支払いのみ（ＳＰＰＩ）

であるキャッシュ・フローを生じない。または、 

(b) その目的が契約上のキャッシュ・フローであるか、または契約上のキャッシュ・フローの回

収と売却の両方であるビジネスモデル内では適用されない。または、 

(c) 当初の認識では、それは、ＦＶＰＬで測定されたものとして取消不能で指定されており、そ

うすることで、資産もしくは負債の測定、または異なる根拠でのそれらに関する損益の認識

から生じると思われる、測定または認識の矛盾を排除または大幅に削減している。 

 

金融負債 

ＦＶＰＬで測定する金融負債 

売買目的で保有されるという定義に合致するか、または当初認識時にＦＶＰＬにより測定すると

指定された場合は、金融負債はＦＶＰＬにより測定される。 

 

償却原価で測定する金融負債 

この分類は、ＦＶＰＬで測定するものを除くすべての金融負債を含む。会社はこの分類に短期債

務関連の金額を含めている。 
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ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド 

（ケイマン諸島で設立された有限責任免税会社） 

 
財務諸表に対する注記 

 
2024年12月31日 

 

３． 重要性のある会計方針（続き） 

 

（ⅱ）認識 

会社は、金融資産および金融負債につき、会社がかかる金融商品の契約条項の当事者となった場

合に限り認識する。 

 

市場における規制または慣習によって一般的に定められた期間内に資産の受渡しが求められる金

融資産の売買（通常取引）は、取引日、すなわち、会社が資産の売買を約束した日に認識される。 

 

（ⅲ）当初の測定 

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債は財政状態計算書に公正価値で記録

される。かかる金融商品のすべての取引コストは、純損益とその他の包括利益によって直接認識

される。 

 

金融資産および金融負債（純損益を通じて公正価値で測定するものを除く）は、公正価値プラス

取得のために直接起因する増分コストによって当初測定を行う。 

 

（ⅳ）後続測定 

当初測定の後、会社は純損益を通じて公正価値で測定するものとして分類された金融資産を測定

する。こうした金融商品の公正価値のその後の変動は、純損益およびその他の包括利益において、

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債にかかる純損益に記録される。これらの

金融商品にかかる受取または支払利息および配当金は、純損益およびその他の包括利益において、

受取利息または支払利息ならびに受取配当金または配当支出としてそれぞれ記録される 

 

純損益を通じた公正価値として分類されるものを除き、デット商品は、減損による引当を差し引

いた実効金利法を用いた償却原価で測定される。デット商品のコストの認識の中止または減損だ

けでなく、償却プロセスなどの場合には、純損益において損益が認識される。 

 

実効金利法（「ＥＩＲ」）は、金融資産または金融負債の償却原価を計算して、関連期間にわ

たって受取利息または支払利息を振り分ける手法である。実効金利は、金融商品の予想残存期間、

または状況に応じこれよりも短い期間にわたり見積もられる将来の現金支払額または受領額を、

金融資産または金融負債の帳簿価格（純額）へと厳密に割り引く利率である。実効金利を計算す

る際、会社は予想貸倒損失（「ＥＣＬ」）は考慮しないが、金融商品の全ての契約条件を考慮し

て将来のキャッシュ・フローを推定する。計算には契約の当事者間のすべての支払報酬または受

取報酬を含み、これらは実効金利、取引コスト、およびすべてのその他のプレミアムおよびディ

スカウントの不可欠な一部である。 
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ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド 

（ケイマン諸島で設立された有限責任免税会社） 

 
財務諸表に対する注記 

 
2024年12月31日 

 

３． 重要性のある会計方針（続き） 

 

（ⅴ）認識の中止 

以下の場合、金融資産（または該当する場合、金融資産の一部または類似した金融資産グループ

の一部）の認識は中止される。 

・金融資産のキャッシュ・フロー受取の権利が失効した場合。または 

・会社が、金融資産のキャッシュ・フローを受け取る権利を譲渡した。または受け取ったすべて

のキャッシュ・フローを重大な遅延なしで、第三者に「パス・スルー」契約によって支払う義

務を負った。あるいは（a）会社が金融資産の所有に伴うリスクと報酬の実質的にすべてを譲

渡したか、または（b）会社が、金融資産の所有に伴うリスクと報酬の実質的にすべてを譲渡

せずまた保持もしないが、金融資産の管理権を譲渡した場合。 

 

会社が、金融資産のキャッシュ・フローを受け取る権利を譲渡したか、または「パス・スルー」

契約を締結したか、あるいは会社が金融資産の所有に伴うリスクと報酬の実質的にすべてを譲渡

せずまた保持もせず、金融資産の管理権も譲渡しない場合には、会社の継続的な関与の範囲でか

かる金融資産が認識される。その場合、会社は関連する債務も認識する。譲渡資産と関連債務は、

会社が保持する権利と義務を反映するベースで測定される。 

 

会社は、金融負債にかかる契約上の債務が免責、取消、または失効となった場合、当該金融負債

の認識を中止する。 

 

金融資産の減損 

会社は、金融要素のない短期の未収金だけを持ち、それは償却原価で測定する12カ月未満の期日を有

するので、ＩＦＲＳ第９号のすべての未収金に適用される予想貸倒損失（「ＥＣＬ」）アプローチと

類似した簡易化されたアプローチの適用を選択している。そのため、会社は、信用リスクの変動は追

跡せず、その代わりに各報告書日に全期間ＥＣＬに基づいた損失評価引当金を認識している。 

 

会社のＥＣＬに対するアプローチは、過度のコストを要しない確率加重結果、貨幣の時間価値、およ

び合理的で裏付け可能な情報、または報告書日時点における過去の事象、現状および将来の経済状況

の予想における取組を反映している。 

 

会社は、同種の損失パターンで未収金をグループ化するために、遅延日数に基づいた、未収金にかか

るＥＣＬ測定の現実的手段として、引当マトリックスを使用している。未収金は内容に基づいてグ

ループ化されている。引当金マトリックスは、未収金の予想残存期間に対する過去の損失実績に基づ

き、将来予測を反映して調整されている。 
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ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド 

（ケイマン諸島で設立された有限責任免税会社） 

 
財務諸表に対する注記 

 
2024年12月31日 

 

３． 重要性のある会計方針（続き） 

 

公正価値測定 

会社は各報告書日に公正価値で金融商品への投資を測定する。 

 

公正価値は、測定日において所定の手続きに基づいて市場参加者との間で行われる、資産の売却によ

り受領する価格、または負債の移転のために支払う価格として定義される。 

 

公正価値の測定は、金融資産の売却または債務の移転の取引が、資産または負債にとって主要な市場

において、または主要な市場が存在しない場合には、資産または負債にとって最も有利な市場で行わ

れるとの推定に基づいている。主要な市場または最も有利な市場には、会社がアクセスできなければ

ならない。 

 

活発な市場において取引された金融商品の報告書日の公正価格は、買い値／売り値の範囲内の市場公

表価格または気配値の場合のある第三者の算定する価格に基づいている。これらの勘定で「上場」と

定義されている有価証券は、活発な市場で取引されている。 

 

活発な市場で取引されていない他のすべての金融商品については、公正価値はその状況において適切

とみなされる評価手法を用いて決定される。評価手法にはマーケット・アプローチ（実質的に同一で

ある他の金融商品の現在の市場価格を参考にした、必要に応じて調整された最近の独立企業間市場取

引の利用）およびインカムアプローチ（入手可能で裏付け可能な市場データを出来るだけ使用した割

引キャッシュ・フロー分析と、オプション価格決定モデル）などがある。 

 

公正価値が測定されたか、または財務諸表で開示されたすべての資産および負債は、以下に記述され

るように公正価値ヒエラルキーに従って分類される。 

 

レベル１ - 同一の資産または負債につき、活発な市場における公表価格（未調整）。 

レベル２ - 公正価値測定にとって重大なインプットのうち、最も低いレベルのインプットが直接的

または間接的に観察可能である評価手法 

レベル３ - 公正価値測定にとって重大なインプットのうち、最も低いレベルのインプットが観察不

能である評価手法 

 

各期初において、経常的に財務諸表で認識される資産および負債について、会社は分類の再評価に

よって階層内のレベル間で移転が生じたかどうかを決定する（全体として公正価値測定にとって重要

な入力のうち、最も低いレベルの入力に基づく）。 
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ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド 

（ケイマン諸島で設立された有限責任免税会社） 

 
財務諸表に対する注記 

 
2024年12月31日 

 

３． 重要性のある会計方針（続き） 

 

引当金 

（法的または推定的な）現在の債務が過去の事象の結果生じて、債務の決済のために将来、リソース

の流失が必要になる可能性が高い場合に、債務の金額について信頼できる推定が可能という条件で引

当金が認識される。 

 

割引の影響が大きい場合、引当金として認識される金額は、債務を決済するために必要と見込まれる

将来の支出金額にかかる、事業年度末における現在価値である。時間の経過によって発生する割引現

在価値の増価は損益計算書に含まれる。 

 

(h) 収益の認識 

顧客との契約から生じる収益 

顧客との契約から生じる収益は、会社が財またはサービスの見返りとして受け取る権利がある対価が

反映された金額で、顧客に財またはサービスの支配権が移転された場合に認識される。 

 

(a) 運用手数料 

顧客は会社が提供するメリットを同時に受取り、消費するため、運用手数料報酬は経時的に認識

される。 

 

その他の収益 

受取利息 

受取利息は、発生主義により実効金利法を用いて金融商品の予想残存期間（または状況に応じこれよ

りも短い期間）にわたり見積もられる将来の現金受領額を、金融資産のネットの帳簿価格へと厳密に

割り引く利率である。 

 

機能通貨 

これらの財務諸表における表示には、会社の機能通貨および表示通貨である米ドルを使用する。 

 

外貨建取引 

外貨建取引は、報告単位の機能通貨に取引日の直物為替レートで換算される 事業年度末には、外貨

建てのすべての貨幣性資産および負債は終値で機能通貨に換算される。貨幣項目の決済または換算か

ら生じる差額は、純損益で認識される。 

 

取得原価により測定された外貨建の非貨幣性資産・負債は、当初取引日の為替レートで換算される。

公正価値で計上された外貨建の非貨幣項目は、公正価値が算定された日の為替レートで換算される。

公正価値で測定された非貨幣項目の換算から生じる損益は、項目の公正価値の変動から生じる損益の

認識と合致して取り扱われる。 
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ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド 

（ケイマン諸島で設立された有限責任免税会社） 

 
財務諸表に対する注記 

 
2024年12月31日 

 

３． 重要性のある会計方針（続き） 

 

費用 

すべての費用は、発生主義により損益計算書に認識される。 

 

４． 収益及びその他の収入 

 

会社の主たる事業はトラストの設立ならびにトラスト資産の管理事務代行および運用である。年度中

に認識された収益及びその他の収入は以下のとおりである。 

 

 2024年  2023年 

 米ドル  米ドル 

収益：    

運用手数料収入 170,000  185,000 

    

その他の収入には次のものが含まれる。    

受取利息 62,436  60,034 

純為替差損益 (114)  (25)

 62,322  60,009 

 

運用手数料収入の履行義務は、役務が提供されるにしたがって経時的に充足される。 

 

５． 法人税等 

 

ケイマン諸島において所得またはキャピタル・ゲインに課される税金はなく、会社は、ケイマン諸島

総督より、2019年10月10日から20年間のすべての所得、利益およびキャピタル・ゲインに対する税金

を免除するとの保証を得ている。したがって、本財務諸表に所得税は計上されていない。 

 

６． 現金および現金同等物 

 2024年  2023年 

 米ドル  米ドル 

    

銀行預金 1,955,991  2,249,019 

 

銀行預金は、日次の銀行預金利率に基づいて変動金利による利息を獲得する。銀行預金の簿価は公正

価値に近い。 
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ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド 

（ケイマン諸島で設立された有限責任免税会社） 

 
財務諸表に対する注記 

 
2024年12月31日 

 

７． 運用手数料未収入金 

 2024年  2023年 

 米ドル  米ドル 

    

運用手数料未収入金 170,000  185,000 

 

上記の資産のうち、減損した資産または満期を超えたものは存在しない。上記の金融資産に関連する

未収金には、近年、デフォルトの実績はない。 

 

８． 資本金 

 2024年  2023年 

 米ドル  米ドル 

発行済全額払込済株式：    

735,000株 (2023年：735,000株) 普通株式    

１株につき１米ドル（2023年：１米ドル） 735,000  735,000 

 

普通株式の株主には、随時宣言される配当金を受け取る権利が付与されており、会社株主総会におい

て１株当たり１議決権を有する。すべての普通株式は、会社の残余財産に関して同等順位である。 

 

資本管理 

会社は、リスクレベルに応じてサービスの価格設定を行い妥当な費用で資金を調達することにより、

株主に利益を還元し続けるべく、会社が継続企業として存続する能力を保護することを資本管理の第

一の目的としている。会社は大手企業グループの一員であり、追加資本調達元および余剰資本の分配

に関する会社の方針が、グループの資本管理目的の影響を受ける場合もある。会社は「資本」を、す

べての資本項目を含むものと定義している。 

 

会社の資本構成は定期的に見直しが行われ、会社が所属するグループの資本管理の慣行を考慮して管

理されている。資本構成は、会社に対する取締役の信任義務に反しない限り、会社またはグループに

影響を及ぼす経済状況の変化を踏まえて調整される。 

 

当期において会社は、外部による資本規制の対象とはなっていない。 
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ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド 

（ケイマン諸島で設立された有限責任免税会社） 

 
財務諸表に対する注記 

 
2024年12月31日 

 

９． 関連当事者間取引 

 

一方当事者が他方当事者を支配する、あるいは財政上または運営上の決定に際して他方当事者に対し

て重要な影響力を行使することができる場合、両当事者は関連当事者とみなされる。 

 

関連当事者との未払残高 

会社は事業年度末時点で関連企業に対する／に支払うべき、以下の残高を有する。 

 

 注記 2024年  2023年 

  米ドル  米ドル 

     

関連会社に対する債権 (a) 864  864 

     

直接持株会社に対する債務 (b) (23,303)  (16,752)

 

(a) 関連会社からの未収金は、クレディ・スイス（シンガポール）リミテッドに代わって会社が支

払った費用である。この未収金は、無担保かつ無利息で返済条件は確定していない。 

 

(b) 直接持株会社に対する未払金は、会社に代わってクレディ・スイス（香港）リミテッドが支払っ

た費用である。この未払金は、無担保かつ無利息で要求に応じて返済可能である。 

 

関連当事者との取引 

2024年12月31日を末日とする年度中に、財務諸表内の他の箇所に開示したものを除き、会社は以下の

重要な取引を関連先と行った。 

 

 注記 2024年  2023年 

  米ドル  米ドル 

     

会社の重要な経営幹部の報酬 (c) 107,053  108,643 

 

(c) 会社の関連当事者に該当する重要な経営幹部である取締役の報酬の詳細 
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ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド 

（ケイマン諸島で設立された有限責任免税会社） 

 
財務諸表に対する注記 

 
2024年12月31日 

 

10． 財務リスク管理 

 

会社の投資活動は、投資先の金融商品および金融市場に関連する様々な種類のリスクに対するエクス

ポージャーを抱える。会社がエクスポージャーを抱える財務リスクのうち、最も重要な種類のものは、

市場リスク、信用リスク、カウンターパーティ・リスク、および流動性リスクである。市場リスクは、

外国通貨リスクおよび金利リスクを含む。取締役はこれらのリスクの管理を監督する。 

 

事業年度末の時点で保有する金融商品の特徴と残高、および会社が採用しているリスク管理関連ポリ

シーについて、以下に記載する。 

 

(a) 市場リスク 

市場リスクは、観察可能な金利リスク、信用スプレッド、為替レートなどを含む市場価格と金利

の動きに関連した不確実性、ならびにボラティリティや相関関係のような間接的にのみ観察可能

でありうるその他に関連した不確実性から生じる損失リスクである。市場リスクには、経済環境、

消費特性、投資家の予想における変化などの要因がある。そしてこれらは投資価値に重大な影響

を及ぼす可能性がある。そのため、市場の動きは会社の財政状態に大きな変動を引き起こす可能

性がある。 

 

為替リスク 

会社は、主に香港ドル建ての支払債務が生じる一部の取引により外国為替リスクに晒されている。

香港ドルは米ドルにペッグされているので、米ドル建ての請求書と費用に関する会社の外国通貨

リスクへのエクスポージャーは最小限であるとみなされる。 

 

金利リスク 

会社は現金および銀行預金に対して稼得する銀行金利に限り、金利リスクが発生する可能性があ

る。2024年12月31日および2023年12月31日現在、金利の変動が会社の認識された資産または負債

の帳簿価額に直接的で重大な影響を及ぼすことはない。 

 

(b) 信用およびカウンターパーティ・リスク 

信用およびカウンターパーティ・リスクは、顧客またはカウンターパーティのデフォルトに起因

する損失リスクであって、決済リスクを含むすべての形式のクレジットエクスポージャーから発

生する。会社の信用およびカウンターパーティ・リスクは、主に現金および現金等価物ならびに

グループ企業に対する債権に起因するものである。会社の経営者は、定期的にすべての金融資産

について信用およびカウンターパーティ・リスクをモニタリングしている。報告対象の各報告日

において、延滞および減損はないと認識している。会社の金融資産のいずれも担保またはその他

の信用補完によって保証されてはいない。 

 

会社の顧客は会社の関連企業であるため、取締役は、信用およびカウンターパーティ・リスクは

最小限であると判断している。 
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ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド 

（ケイマン諸島で設立された有限責任免税会社） 

 
財務諸表に対する注記 

 
2024年12月31日 

 

10． 財務リスク管理（続き） 

 

(c) 流動性リスク 

流動性リスクは、会社が金融債務に関連したコミットメントを履行するために必要な資金を調達

することが困難となる可能性についてのリスクである。会社の戦略は、会社の流動資本を随時監

視し、必要に応じてパートナーから資金を調達を行うことにより、流動性リスクへのエクスポー

ジャーを最小限に抑えることである。 

 

以下の表は、契約上の割引前支払額に基づく会社の金融負債の満期構成を要約したものである。

割引による影響は小さいため、１年以内に返済しなければならない負債の残高は簿価に等しい。

また表は、会社の契約上のコミットメントと流動性の全体像を提供するため、会社の金融資産

（適切な場合には割引前のベースで）の満期構成も分析している。 

 

金融負債 

満期のグループ分けは、事業年度末から契約上の満期日までの残存期間に基づいている。カウン

ターパーティが支払期日についての選択権を持つ場合は、負債は会社が支払を求められる場合が

ある最も早い期日に割り当てられる。 

 

金融資産 

満期のグループ分けの分析は、事業年度末から契約上の満期日までの残存期間、または、金融資

産が現金化される予定期日、のいずれか早い方という考え方に基づいている。 

 

 
 

要求払い 
 
 
３カ月未満 

 
３カ月から 

12カ月 
 
 

満期なし 
 
 

合計 

 米ドル  米ドル  米ドル  米ドル  米ドル 

2024年12月31日          

金融負債          

直接持株会社に対する債務 22,303  -  -  -  22,303 

 22,303  -  -  -  22,303 

          

 
 

要求払い 
 
 
３カ月未満 

 
３カ月から 

12カ月 
 
 

満期なし 
 
 

合計 

 米ドル  米ドル  米ドル  米ドル  米ドル 

2023年12月31日          

金融負債          

直接持株会社に対する債務 16,752  -  -  -  16,752 

未払取締役報酬 428,396  -  -  -  428,396 

 445,148  -  -  -  445,148 
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ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド 

（ケイマン諸島で設立された有限責任免税会社） 

 
財務諸表に対する注記 

 
2024年12月31日 

 

11． 非連結のストラクチャード・エンティティ 

 

会社は、会社名がストラクチャード・エンティティの名称やそれが発行する商品に表示される、また

は会社がそのストラクチャード・エンティティと関係があるか、もしくは会社がそのストラクチャー

ド・エンティティの設計や設定に関与しており、ストラクチャード・エンティティとの関与の一形態

を有すると市場が一般的に期待する場合、自社をそのストラクチャード・エンティティのスポンサー

であると見なす。 

 

以下に示す非連結のストラクチャード・エンティティは、会社がスポンサーであり、年間固定管理費

用としてそれぞれ5,000米ドル（2023年：5,000米ドル）を受け取っているが、2024年12月31日現在会

社は持分を保有していない。 

 

豪州高配当株・ツインαファンド（適格機関投資家限定） 

米国リート・プレミアム・ファンド（適格機関投資家限定） 

プリンシパル／ＣＳカナディアン・エクイティ・インカム・ファンド（適格機関投資家限定） 

グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド（適格機関投資家限定）＊ 

米国プリファードＲＥＩＴインカム・ファンド（適格機関投資家限定）＊ 

日本エクイティ・プレミアム・ファンド（適格機関投資家限定） 

ＮＢ／ＭＹＡＭ米国リート・インカム・ファンド（適格機関投資家限定）＊ 

ダイワ・ＵＫ・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド（適格機関投資家限定）＊ 

ブラジル株式αファンド（適格機関投資家限定） 

ダイワ・ブラジリアン・レアル・ボンド・ファンド（適格機関投資家限定） 

ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド（適格機関投資家限定） 

ＡＭＰオーストラリアＲＥＩＴファンド（適格機関投資家限定） 

Ｊ－ＲＥＩＴアンド リアル エステート エクイティファンド（適格機関投資家限定） 

ダイワ・アメリカン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・クアトロ・インカム・ファンド 
（適格機関投資家限定） 

ダイワ・アメリカン・リート・クワトロ・インカム・ファンド（適格機関投資家限定） 

新生ワールドラップ・ステーブル・タイプ（適格機関投資家限定） 

米国リート・トリプル・エンジン・プラス・ファンド（適格機関投資家限定） 

米国・地方公共事業債ファンド 

東京海上ＣＡＴボンド・ファンド＊ 

グローバル高配当株式プレミアム・ファンド（適格機関投資家限定） 

マイスターズ・コレクション 

ＰＩＭＣＯ 短期インカム戦略ファンド 

ピムコ ショート・ターム ストラテジー 

ダイワＪ－ＲＥＩＴ・カバード・コール・ファンド（適格機関投資家限定） 

外貨建てマンＡＨＬスマート・レバレッジ戦略ファンド 

ＳＢＩ－ピクテ アジア・ハイテク・ベンチャー・ファンド 
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ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド 

（ケイマン諸島で設立された有限責任免税会社） 

 
財務諸表に対する注記 

 
2024年12月31日 

 

11． 非連結ストラクチャード・エンティティ（続き） 

 

豪ドル建て短期債券ファンド 

インサイト・アルファ 

ＵＳダイナミック・グロース 

プレミアム・キャリー戦略ファンド 

ＢＳＭＤグローバル・アドバンテージ 

ダイワ・ＷｉＬ３号 ベンチャーキャピタル・ファンド 

ジャパン・エクイティ・プレミアム戦略ファンド 

グローバル・セレクト・キャリー戦略ファンド 

＊ 当該ファンドは2024年に終了。 

 

会社は、契約上提供を求められていない非連結ストラクチャード・エンティティに金融的またはその

他支援を提供していない。 

 

会社は現在、契約上提供を求められていない非連結ストラクチャード・エンティティに金融的または

その他支援を提供する意向はない。 

 

 

12． 財務諸表の承認 

 

当財務諸表は、2025年５月21日に開催された会社の取締役会において、その公表が認可され承認され

た。 
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（２）損益計算書 

管理会社の損益の状況については、「（１）貸借対照表」の項目に記載した管理会社の損益計算

書をご参照下さい。 
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４ 利害関係人との取引制限 

 受託会社および管理会社、これらの持株会社、持株会社の株主、持株会社の子会社ならびに

その取締役、役員、従業員、代理人および関連会社（以下「利害関係者」といいます。）は、

随時、ファンドと利益相反を生じる可能性のある他の金融、投資またはその他の専門的活動

（以下「利益相反」といいます。）に関与することができます。これには、別のファンドの受

託者、管理者、保管者、運用者、投資運用者または販売者として行為すること、および別の

ファンドまたは別の会社の取締役、役員、顧問または代理人を務めることが含まれます。とり

わけ、管理会社またはその利害関係者は、ファンドと投資目的が類似または重複した別の投資

ファンドの運用または助言に関与することを想定されます。また、管理会社の関連会社は、受

託会社および／または管理会社と合意した条件に基づき、ファンドに対し、銀行サービス、財

務顧問サービス、保管サービス、販売サービス、スワップ・カウンターパーティーサービスま

たはヘッジサービスを提供することができ、これを行う場合、かかるサービスの提供により得

た利益は当該利害関係者が留保します。受託会社および管理会社は、ファンドに提供される

サービスと類似のサービスを第三者に提供することができ、かかる行為により得た利益を計上

する責任を負いません。利益の相反が生じた場合、受託会社または管理会社（適切な場合）は、

その公正な解決を確保するよう努力します。ファンドを含め、他の顧客に投資機会を割り当て

る場合、管理会社は、かかる業務に関して利益の相反に直面する可能性がありますが、このよ

うな状況における投資機会が公正に割り当てられることを確保します。 

 

５ その他 

（１）定款の変更等 

 定款の変更または管理会社の将来の解散については、臨時株主総会の承認を必要とします。 

 

（２）事業譲渡または事業譲受 

 該当事項はありません。 

 

（３）出資の状況 

 該当事項はありません。 

 

（４）訴訟およびその他の重要事項 

 有価証券届出書提出日現在において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影

響を与えた事実または与えると予想される事実はありません。 

 管理会社の会計年度は、毎年１月１日に始まり、12月31日に終了します。 

 管理会社は、存続期間の定めなく、株主総会の決議により、いつでも解散します。 
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